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１ 策定の背景と趣旨

（１）計画策定の背景 

急速な少子高齢化の進行は、人口構造に大きなアンバランスを生むと共に、将来的には、生産

年齢人口の減少や社会保障負担の増加、地域社会の活力低下など、今後、我が国の社会・経済に

深刻な影響を与えるものとして懸念されています。 

また、首都圏等への人口の集中を背景とした都市化の進展は、「核家族世帯の増加」、「職と住の

分離の進行」、「地域との関わりの希薄化」などを生んできました。 

さらに、共働き世帯の増加などの「働き方」の変化や景気の動向などの影響による「暮らし」

の変化、未婚・晩婚化の進行による「家庭（家族形態）」の変化、また個人の意識は多様化などか

ら子育て世代にも深化・複雑化したニーズが生まれており、他方児童虐待や待機児童など、子ど

も・子育てに関するさまざまな社会的問題が起きています。 

注） 生活の場面と労働の場面を分離すること。（例．通勤を伴うサラリーマンなど） 

こうした中、国においては、2010(平成 22)年１月に「子ども・子育てビジョン」を閣議決定

し、 2012 (平成 24)年８月には「子ども・子育て関連３法」を制定しました。 

さらに、社会全体による費用負担を行いながら、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な

提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」に向けた取組を推進する

ため、 2015 (平成 27)年度から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。 

子どもや子育て家庭を取り巻く状況が大きく変化している中、「親や保護者が子育てについての

第一義的な責任を有するという基本的認識」のもとに、地域をあげて社会全体で子ども・子育て

を支援することが必要になってきているため、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て

支援を総合的に進めることを目指しています。 

第１章 計画の策定にあたって

子どもと家庭を取り巻く 
環境の変化 

「家庭」の変化 
●未婚率の上昇 
●平均初婚年齢の上昇 

「働き方」の変化 
●男女の働き方の改革 
●共働き世帯の増加

「暮らし」の変化 
●景気の動向 
●価値観の多様化 

深化・複雑化したニーズ 

都市化の進展 

●首都圏等への人口集中 
●核家族世帯数の増加
●職と住の分離の進行注）

●地域との関わりの希薄化

個人の意識の多様化
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≪現行制度からの主な変更点≫ 

●幼児期の学校教育・保育の提供を「個人への給付」に変更

３歳以上のすべての子どもへの学校教育と、保育の必要性のある子どもへの保育を、個人の権利と

して保障する観点から、認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等を通じた給付制度が導入され、

いずれの施設を利用した場合でも共通の仕組みで公費対象となります。 

※幼稚園については、「子ども・子育て支援新制度へ移行する施設」と従来からの「私学助成を受ける施設」とを事業者が選択でき
る。 

●市町村が制度の実施主体 

これまで「幼稚園の所管は県」、「保育所の所管は市」と区分されていた制度の実施主体が、子ども・

子育て支援新制度においては、従来からの私学助成を受ける施設を除き、市町村に一本化されます。

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を策定し、幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制を確保するなど、その責務を負うこととなりました。 

子ども・子育て支援新制度の概要 

子ども・子育て関連３法 

①子ども・子育て支援法 

認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育等への

給付（「地域型保育給付」）の創設、地域の子ども・子育て支援の充実のために必要な事項を定

めるもの。  

→ 幼稚園と保育所とで別々になっている利用手続きや公費負担の仕組みなどを、施設型給

付を受ける幼稚園、保育所等に関して一本化（幼稚園は、子ども・子育て支援新制度へ移行し

施設型給付の対象となる教育・保育施設として確認を受ける幼稚園と、確認を受けず従来から

の私学助成を受ける幼稚園とに分かれます。） 

②就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法） 

幼保連携型認定こども園について、幼稚園と保育所とで別々になっている認可・指導監督を

一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置付けを付与し、その設置及び運営その他必

要な事項を定めるもの。  

→ 認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等） 

③子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（整備法） 

子ども・子育て支援法、認定こども園法の施行に伴い、児童福祉法等の関係する法律につい

て規定を整備するもの。 

■認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の仕組み

認定こども園（０～５歳） 

幼保連携型
・認可を一本化 
・学校及び児童福祉施設と
しての法的位置付け 

幼稚園型

保育所型

地方裁量型

※幼稚園
３～５歳 

保育所
０～５歳 

施
設
型
給
付

地
域
型
保
育

給
付

（０～２歳） 
小規模保育 
家庭的保育 
居宅訪問型保育 
事業所内保育 
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（２）計画策定の趣旨 

本市では、2005(平成17)年３月に『川崎市次世代育成支援対策行動計画 かわさき子ども「夢

と未来」プラン』を策定し、すべての子どもと家庭を対象とした次世代育成支援を総合的かつ計

画的に推進してきました。 

本計画は、2015(平成 27)年４月からスタートする「子ども・子育て支援新制度」への的確な

対応を図るとともに、本市の社会状況や地域の実情に合わせながら、「子どもたちの笑顔があふれ

るまち・かわさき」の実現を目指し、生まれる前から青年期に至るまでのすべての子ども・子育

て支援施策を総合的に推進するために策定します。 

●消費税率引き上げに伴う財源確保 

「子ども・子育て」は、社会保障・税一体改革において、社会保障分野の一つとして位置付けられ、

子ども・子育て支援新制度の財源として、消費税率引き上げに伴う増収分が充当されます。 

●「地域子ども・子育て支援事業」 

 下の右表で示した13事業について、地域子ども・子育て支援事業として法定化され、市町村が地

域の実情に応じて実施することとなります。 

■子ども・子育て支援新制度の給付・事業の全体像 

子ども・子育て支援給付 地域子ども・子育て支援事業 

■施設型給付 

・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通

の給付 

■地域型保育給付 

・小規模保育（利用定員６人以上19人以下） 

・家庭的保育（利用定員５人以下） 

・居宅訪問型保育 

・事業所内保育 

■児童手当 

・個人への現金給付 

①妊婦健康診査 

②乳児家庭全戸訪問事業 

③子育て短期支援事業 

④養育支援訪問事業等 

⑤病児保育事業 

⑥利用者支援事業 

⑦延長保育事業 

⑧放課後児童健全育成事業 

⑨地域子育て支援拠点事業 

⑩一時預かり事業 

⑪ファミリー・サポート・センター事業 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進

する事業 
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２ 計画の位置付け 

「子ども・子育て支援法」においては、市町村が幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実

施体制の確保、その他子ども・子育て支援の施策を総合的に推進するため、「市町村子ども・子育て支

援事業計画」を策定することが規定されています。 

この計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づいて策定するとともに、次世代育成支援対策推

進法第８条に基づく本市の行動計画として、これまで取組を進めてきた『かわさき子ども「夢と未来」

プラン』についても、計画の基本的な考え方等を継承し、保健・医療、福祉、教育、住宅、労働、ま

ちづくり等の様々な分野にわたり、総合的な視点から展開を図ります。 

【「新たな総合計画」や他計画との関係】 

☆本市の市政運営の基本方針となる「新たな総合計画」、さらに「地域包括ケアシステム推進ビジョン」

等との整合を図りながら、子ども・子育て支援施策を総合的に推進します。また、子ども・子育てに関

する各種計画や「かわさき教育プラン第１期実施計画」等その他関連する各種計画との連携を図り、施

策を推進します。

☆これまで子ども・子育て支援に係る施策分野の目標や、その達成に向けた事業の取組を位置付けた「母

子保健計画」、「保育基本計画」、「ひとり親家庭等自立促進計画」の内容を包含したものとし、それぞれ

の計画における「目標」や「具体的な支援策」等を見据えて、その他の施策との連携・調整を図りなが

ら総合的に推進します。 

■児童家庭支援・児童

虐待対策基本方針

■（仮称）社会的養護

推進計画

■（仮称）子ども・若

者プラン

■地域福祉計画 

■

■かわさき教育プラ

ン第１期実施計画 

■ＤＶ被害者支援基

本計画

■

新たな総合計画 

【実施計画期間：平成28・29年度】

（仮称）川崎市子ども・子育て支援事業計画 
【計画期間：平成27～31年度】

子ども・子育て支援法 子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援対策推進法 次世代育成支援対策行動計画 

連携 連携 

※『川崎市次世代育成支援対策行動計画 かわさき子ども「夢と未来」プラン』 

2005(平成 17)年度から2014(平成 26)年度までの10年間を計画期間として、おおむね18歳未

満のすべての子どもとその家庭を対象とした次世代育成支援を総合的かつ計画的に推進してきまし

た。 

上位概念 

■地域包括ケアシス

テム推進ビジョン
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（参考）「次世代育成支援対策推進法」及び「子ども・子育て支援法」の基本理念と計画に関する条文 

■次世代育成支援対策推進法（抜粋） 

第３条（基本理念） 

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに

伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。 

第８条（市町村行動計画） 

市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、５年を一

期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心

身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居

住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画

を策定するものとする。 

■子ども・子育て支援法（抜粋） 

第２条（基本理念） 

子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々

の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やか

に成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

第６１条（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

 市町村は、基本指針に即して、５年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提

供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 
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【「(仮称)川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」との関連】 

☆「(仮称)川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」（以下「推進ビジョン」という。）は、本市の個別

の行政計画の上位概念として位置付けられています。 

☆本計画においても、基本理念の実現に向けては、「自助」・「互助」・「共助」・「公助」を柔軟に適時適切

に組み合わせる中で多様な主体の協働による取組が必要であることから、推進ビジョンの考え方を踏ま

えて、本計画を推進していきます。 

＜「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」の概要＞ 

全国的には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年(平成37年)を目処に、高

齢者を対象として地域包括ケアシステムの構築を目指していますが、本市の推進する「地域包括

ケアシステム」は、次のような考えをもとに、高齢者をはじめ、障害者や子育て中の親などに加

え、現時点で他者からの支援を必要としない方々を含めた「すべての地域住民」を対象として、

その構築を推進することとしています。 

●主として高齢者を中心に議論が展開されてきた「地域包括ケアシステム」ですが、実際には

障害者や子ども、子育て中の親など、地域内において「何らかのケア」を必要とするすべての

人を対象とした場合についても、各施策間の連携を図ることにより、その仕組みを共有できる

部分は多いと考えられる。 

●自身がケアを必要としない場合においても、自立的に自らの健康状態・生活機能を維持・向

上させる「セルフケア」や「地域のケアを支える」といった視点においては、全ての地域住民

においてその重要性が認識され、実践されることが必要である。 

●そのためには、若年層からのセルフケアの意識の醸成や健康づくりが重要であるとともに、

希薄化が懸念される地域のつながりを取り戻し、誰もが互いに助け合う関係であるという認識

を共有し、地域による自主的な「助け合い」の活動を活発化させていくなどの取組が必要不可

欠である。

★「多様な主体」 
地域包括ケアシステムの構築に向けては、行政だけではなく、事業者や町内会・自治会などの
地縁組織、地域・ボランティア団体、住民など地域内の多様な主体による適切な役割分担が重要
となります。この多様な主体による役割分担は、これまで一般的には、「自助・共助・公助」と表
現されてきましたが、地域包括ケアシステムの考え方の中では「自助・互助・共助・公助」と区
分されています。 

「自助」 自らの活動により、自らの生活や健康を維持すること 
「互助」 地縁組織やボランティア等のインフォーマルなサポートによる助け合い 
「共助」 医療保険や介護保険のような社会保険を介して提供されるサービス 
「公助」 主に税負担により提供される行政が担う社会福祉等

★「個別施策の展開とロードマップ」 

地域包括ケアシステムの構築にあたっては、関連個別計画のサイクルをステップとして、段階

的に、具体的な各施策・事業の展開を図っていきますが、全体としては、次のロードマップによ

り推進することとしています。 

「第１段階」 2018年(平成 30年)3月末まで ～土台づくり～ 

「第２段階」 2025年(平成 37年)まで    ～ケアシステムの目標年次～ 

「第３段階」 地域包括ケアシステムの更なる進化 ～時代や社会状況に応じた取組～

6
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【「(仮称)かわさき教育プラン 第１期実施計画」との関連】 

☆本市の教育分野の基本計画である「かわさき教育プラン」（以下「教育プラン」という。）では、教

育の役割を「人・社会の発展の礎を築く」こととし、基本理念を「夢や希望を抱いて生きがいのある

人生を送るための礎を築く」と定めています。 

☆教育プランで推進する「教育のあり方」は、本計画の特に学齢期以降の施策推進と非常に関連が大

きいものであり、教育プランと本計画との連携を強化し、取組を進めていきます。

夢や希望を抱いて生きがいのある人生を送るための礎を築く

変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、充実した人生
を主体的に切り拓いていくことができるよう、将来に向けた社会的自立に必
要な能力・態度を培うこと 

基本理念

基本目標

＜「かわさき教育プラン」第１期実施計画の概要＞ 

自主・自立

●：主な取組 ★：主な取組のうちの重点事業

自尊感情や規範意識、人と関わる力等の子どもの社
会的自立に向けて必要な能力や態度を、成長段階に応
じて系統的・計画的に育む「キャリア在り方生き方教
育」を推進します。

人間としての在り方生き方の軸をつくるⅠ

基本政策

（18の施策及び主な取組）
Ⅰ‐１ キャリア在り方生き方教育の推進
★キャリア在り方生き方教育の推進

学ぶ意欲を高め、「確かな学力」「豊かな心」「健
やかな心身」をバランスよく育み、一人ひとりが社会
を生き抜くために必要な「生きる力」を確実に身に付
けることを目指します。

学ぶ意欲を育て、
「生きる力」を伸ばすⅡ

（18の施策及び主な取組）
Ⅱ‐１ 確かな学力の育成
★総合的な学力向上策の実施
Ⅱ‐２豊かな心の育成
●人権尊重教育及び多文化共生教育の推進
●読書のまち・かわさき事業の推進
Ⅱ‐３健やかな心身の育成
●子どもの体力の向上
★中学校完全給食早期実施に向けた取組
Ⅱ‐４教育の情報化の推進
Ⅱ‐５特色ある高等学校教育の推進

基本政策

学校が保護者、地域と連携しながら、地域の教育資
源や人材を活用し、子どもや保護者、地域の実態に応
じた創意工夫ある教育活動を進め、特色ある学校づく
りを推進します。
ライフステージに応じた研修や教育実践等を通じて

教職員一人ひとりの資質能力を高めるとともに、その
力を組織的に機能させ、学校の教育力を高めます。

（18の施策及び主な取組）
Ⅴ‐１ 学校運営の自主性、自律性の向上
●地域に開かれた特色ある学校づくりの推進
●区における教育支援の推進

Ⅴ‐２ 教職員の資質向上
★県費教職員の移管に伴う学校運営体制の構築

学校の教育力を強化するⅤ

基本政策

各家庭における教育や、地域による子どもや若者の
育ちを支える取組を支援するとともに、地域の様々な
大人が子どもたちの教育や学習をサポートする仕組み
づくりを進めることによって、大人も子どもも学び合
い、育ち合うための環境づくりや、子どもたちが地域
の一員として夢や希望を持って豊かに育つことができ
る環境づくりに取り組んでいきます。

（18の施策及び主な取組）
Ⅵ‐１ 家庭教育支援の充実
Ⅵ‐２ 地域における教育活動の推進
●地域教育会議の活性化
★地域の寺子屋事業

家庭・地域の教育力を高めるⅥ

基本政策
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個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、ともに支え、高
め合える社会をめざし、共生・協働の精神を育むこと 

●：主な取組 ★：主な取組のうちの重点事業

共生・協働

すべての子どもがいきいきと個性を発揮できるよう、
障害の有無にかかわらず、一人ひとりの教育的ニーズ
に適切に対応していく教育「支援教育」を学校教育全
体で推進します。

（18の施策及び主な取組）
Ⅲ‐１ 支援教育の推進
★「児童支援コーディネーター」の専任化の推進
●特別支援教育の推進
●いじめ防止対策の取組

一人ひとりの教育的ニーズに対応するⅢ

基本政策

地域におけるさまざまな危険から子どもたちを守る
取組や防災教育研究推進校の取組を支援する等、学校
安全を推進します。
「学校施設長期保全計画」に基づく取組を進め、よ
り多くの学校の教育環境を早期に改善する等、安全・
安心で快適な教育環境を整備します。

（18の施策及び主な取組）
Ⅳ‐１ 学校安全の推進
Ⅳ‐２ 安全安心で快適な教育環境の整備
★学校施設長期保全計画の推進
Ⅳ‐３ 児童生徒増加への対応
●新川崎地区、小杉駅周辺地区への小学校新設

良好な教育環境を整備するⅣ

基本政策

市民の「学ぶ力」を育み、市民の自治力の基礎を培
うため、自ら課題を見つけ、自主的に学び、その成果
を活かす学びの機会提供を促進します。
社会教育の展開を通じて、市民の学びを通じた出会

い（「知縁」）を促進し、それが新たな「絆」「つな
がり」を生み出すよう支援するとともに、地域におけ
る社会教育の担い手を育成していきます。
社会教育施設の長寿命化の推進など生涯学習環境の

充実を図ります。

いきいきと学び、
活動するための環境づくりⅦ

（18の施策及び主な取組）
Ⅶ‐１ 自ら学び、活動するための支援の充実
★地域の生涯学習の担い手を育てる仕組の構築
●図書館運営事業
Ⅶ‐２ 生涯学習環境の整備
●社会教育施設の長寿命化
●学校施設の有効活用

基本政策

「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、市民が文
化財に親しむ機会を充実させ、文化財に対する市民意
識を高め、文化財を活かした魅力あるまちづくりを目
指します。
博物館施設「日本民家園」、「かわさき宙と緑の科

学館」の特性・専門性を活かした博物館活動の充実や
施設間連携等により、各施設の魅力向上につながる事
業を展開します。

文化財の保護活用と
魅力ある博物館づくりⅧ

（18の施策及び主な取組）
Ⅷ‐１ 文化財の保護・活用の推進
●文化財保護活用計画に基づく取組の推進
●新たな文化財保護制度の整備
★橘樹官衙遺跡群の国史跡指定に向けた取組

Ⅷ‐２ 博物館の魅力向上
●日本民家園開園50周年に向けた取組

基本政策
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３ 計画の期間 

この計画は、2015 (平成 27)年４月からスタートの「子ども・子育て支援新制度」への適切な対

応を図るため、 2014 (平成 26)年度中に策定、2015(平成 27)年度から2019(平成 31)年度まで

の５年間を計画期間とします。 

2013 年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度)

2015 年度 

(平成 27 年度)

2016 年度 

(平成 28 年度)

2017 年度 

(平成 29 年度)

2018 年度 

(平成 30 年度)

2019 年度 

(平成 31 年度)

４ 計画の対象 

この計画は、おおむね 18 歳未満のすべての子どもとその家庭を対象としていますが、次代の親づ

くりという視点から、一部の施策については、今後、親となる若い世代も対象としています。 

計画の策定 計画期間 

かわさきこども「夢と未来」 

プラン 

母子保健計画 

保育基本計画 

ひとり親家庭等 

 自立促進計画 

継 承 

包 含 
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（年）

（百万人）

１ 社会状況   

（１）急速な少子高齢化と生産年齢人口の減少 

我が国の人口は、2008(平成20)年をピークとして今後も長期的に減少し、少子高齢化も急速に

進むことが予測されることから、年少・生産年齢人口の減少と老年人口の増加による人口構造の変

化は、社会・経済などに大きくかつ幅広い影響を与えるものと考えられています。 

国は、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（2014 (平成 26)年６月 24日 閣議決定）の

いわゆる骨太方針の中で、「経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題」の一つとして「少子

化対策」を掲げ、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目のない支援」を行うため、財源を確保した上

で、子どもへの資源配分を大胆に拡充し、少子化対策を充実するとしています。また、これまでの

少子化対策の延長線上になかった政策の検討として、夫婦が希望する数の子どもを持てるよう、家

庭や地域の力も視野に入れた取組を検討するとしています。 

さらに、「少子化危機突破のための緊急対策」（2013 (平成 25)年６月７日 少子化社会対策会議

決定）の中でも、結婚や妊娠・出産に対する国民の希望を叶える観点から、「子育て支援」、「働き方

改革」、「結婚・妊娠・出産支援」を緊急対策の柱としています。また、「まち・ひと・しごと創生長

期ビジョン」（2014 (平成 26)年 12月 27日 閣議決定）の中では、「目指すべき将来の方向」と

して「活力ある日本社会の維持のために人口減少に歯止めをかけなければならない」とし、「まず目

指すべきは、若い世代の結婚・子育ての希望の実現に取り組み、出生率の向上を図ることである。」、

そして、「今後の基本的視点」として「人口減少を克服するため、若い世代が安心して働き、希望ど

おり結婚・出産・子育てをすることができる社会経済環境を実現する」と示し、若い世代の就労・

結婚・子育ての希望の実現を重要視しています。 

■我が国の将来人口推計

資料：総務省「国勢調査」「我が国の推計人口」 「人口推計年報」、 

国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」 

注）平成27年以降は推計 

第２章 子ども・若者や子育て家庭の状況
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本市は、人口増加や高い出生率注１）に支えられ、年少人口は微増・横ばい傾向にありますが、

2015(平成 27)年をピークに減少が予測されており、全国と比べ緩やかな少子化が進んでいきます。 

■川崎市の将来人口推計

資料：総務省「国勢調査」、川崎市「川崎市年齢別人口」（各年10月1日）、 

「川崎市将来人口推計」（平成26年8月）  ※注 平成27年以降は将来人口推計値 

本市の出生数の推移をみると、2005(平成 17)年までおおむね減少傾向にありましたが、その後

やや増えており、ここ数年は14,300人前後で安定しています。本市の出生率は、全国より高い水

準である一方、合計特殊出生率注２）は、全国よりも低い水準で推移しています。 

注１）人口1,000人に対する出生数 

注2）15歳から49歳の女性の年齢別出生率を合計した指標（一人の女性が一生で出産する平均の子どもの数） 

■出生数・出生率の推移
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資料：厚生労働省「人口動態統計」（各調査年の翌年9月公表） 
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■合計特殊出生率の推移

資料：厚生労働省「人口動態統計」（各調査年の翌年9月公表） 

少子化の進行は、経済面においては、労働力人口の減少を要因とする経済成長への影響を、社会

面においても、人口構造に歪みをもたらし、医療・介護・年金などの社会保障制度の維持に大きな

影響を与えることが懸念されています。少子化などによる人口減少に歯止めをかけるには、国や地

方自治体をはじめ、社会全体での取組が重要です。 

（２）未婚・晩婚化の進行

本市の婚姻・出産年齢の動向をみると、未婚率は、年々おおむね増加の傾向にあり、2010 (平成

22)年の 25～29歳の未婚率は、男性76.8％、女性63.5％となっています。 

■川崎市の未婚率の推移
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資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月1日） 
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また、平均初婚年齢も年々上昇しており、1975 (昭和 50)年に夫が27.3歳、妻が25.0歳であ

ったものが、2013 (平成 25)年には夫が31.6歳、妻が30.1歳となっています。 

この 38年間に夫が4.3歳、妻が5.1歳それぞれ上昇しており、全国平均と比べると、夫0.7 歳、

妻0.8 歳と高くなり、晩婚化が進行している状況にあります。 

■平均初婚年齢の推移 

資料：厚生労働省「人口動態統計」（各調査年の翌年9月公表） 

全国の総出産平均年齢は、1990(平成２)年からの15年間で大きく上昇しましたが、2005(平成

17)年以降は微増しています。本市の2013(平成 25)年の総出産年齢は32.7 歳、第１子出産平均

年齢は31.8歳であり、一貫してなだらかに上昇している全国平均より１歳以上高くなっています。 

■平均出産年齢の推移

資料：厚生労働省「人口動態統計」（各調査年の翌年9月公表） 
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結婚・妊娠・出産等は、個人や家庭の価値観や考え方に関わる問題ですが、未婚・晩婚化、出産

年齢の上昇、経済的理由などから、結婚や子どもを持つことを希望しながらも実現しない現状もあ

ります。こうしたことは、少子化に拍車をかける原因の一つとして懸念されていることからも、子

育て世代が希望する結婚・出産・子育てが実現できる社会に向けた取組の充実が求められています。 

（３）女性の就業率と年齢別女性労働力率（Ｍ字カーブ） 

女性の就業者数、就業率は年々上昇しており、2010(平成 22)年の就業率は 52.0%でした。夫

婦の労働力状態の推移をみると、2010 (平成 22)年の国勢調査結果においては、「夫婦ともに就労

している世帯」が「夫婦いずれかが就労している世帯」を上回っています。 

■川崎市の就業者数と就業率（女性）の推移 

■川崎市の夫婦の労働力状態の推移 

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月1日）

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月1日） 

※夫の労働力状態「不詳」及び妻の労働力状態「不詳」を含む。 
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女性労働力率を年齢別にみると、25歳～29歳と45歳～49歳を頂点とし、30歳～34歳、35

歳～39歳を底辺とするＭ字カーブ注）（Ｍ字型）を示しており、出産・子育て期に下がっていること

がわかります。1985 (昭和 60)年以降の推移をみると、25歳から64歳までの階級で労働力率が

上昇しており、なだらかな M 字型に変わってきていますが、全国と比べると、特に 35 歳から 49

歳までの各階級で5ポイント以上の差がみられます。 

■年齢別女性労働力率の推移 

各家庭の経済状況や女性の自己実現や就労意欲の高まりなどにより、女性の就業率は上昇してい

ますが、出産・子育て期の就労はまだまだ難しい状況にあることがわかります。 

（４）仕事と家庭生活の両立

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の充実に向けては、子育てなど仕事と家庭生活

の両立支援や個人の余暇・レジャーの充実を、またワーク・ライフ・バランス実現に向けての前提

としての就業時間の短縮等、これまでも多岐・多様な内容が取り組まれてきました。 

これらの取組は、働く男女両方を対象としたものではありますが、これまで大企業を中心に制度

の整備は進んでいるものの、制度の活用はそれほど進んでいない状況が窺えます。 

育児休業制度の規定がある事業所別育児休業の取得率をみると、2010(平成 22)年度においては、

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

全国 平成22年 15.4 70.4 78.7 69.4 68.0 72.5 75.8 73.2 63.9 47.5 14.9

川崎市 平成22年 17.0 67.6 81.6 67.7 61.7 65.4 70.8 69.5 63.1 48.7 14.7

川崎市 平成17年 19.6 69.4 77.5 62.2 57.8 64.4 68.8 65.8 59.4 41.9 13.2

川崎市 平成７年 17.2 72 68.2 49.5 49 57.8 62.4 61.2 53.6 36.6 13.8

川崎市 昭和60年 22.5 73.4 51.8 39.5 48.2 58.8 59.6 53.9 44.3 31.8 13.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0
（％）

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月1日） 

注）女性労働力率は、結婚・出産期にあたる年代をピークに一旦低下、育児が落ち着いた時期に再び上昇し、その後再び低下するこ

とから、いわゆるＭ字カーブを描くことを示す。
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500人以上の事業所では男性は2.20%、女性は91.O%の割合ですが、5～29人の事業所では男

性は1.25%、女性は79.2%の割合と取得率は大企業ほど高い傾向にあります。また、取得率の推

移をみてみると、2010(平成 22)年度の総数では、男性は1.38%、女性は 83.7%の割合ですが、

2013(平成 25)年度では、男性2.03%、女性83.0%の割合と横ばい傾向にあります。 

女性が活躍し、男女の働き方を改革するため、男女がともに子育てを担い、仕事と家庭生活の両

立を支援するためにも「ワーク・ライフ・バランス」の推進し、出産・育児と仕事と双方の実現を

促す仕組みの構築が必要です。 

■全国の事業所規模別育児休業取得率の推移 

（単位：％） 

区分 
平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

男 女 男 女 男 女 男 女 

5～29 人 1.25 79.2 1.79 83.3 2.34 73.4 2.03 71.3 

30～99 人 1.74 83.7 3.73 86.7 1.65 87.2 1.62 91.6 

100～499人 0.87 89.9 2.55 93.4 1.57 92.1 2.72 92.0 

500 人以上 2.20 91.0 2.85 91.4 1.96 90.6 1.39 88.2 

総数 1.38 83.7 2.63 87.8 1.89 83.6 2.03 83.0 

注）全事業所において、各１年間に出産した人（配偶者が出産した男性を含む）に占める、各年 10 月１日までの間に育児

休業を開始した人の割合である。 資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」 

（５）暮らしの変化とライフスタイルの多様化 

近年における子どもの進学率の上昇、若者の未婚化・晩婚化、出産年齢の上昇、定年の延長など

の社会変化に伴い、私たち一人ひとりのライフステージ注1）も変化してきています。男女のライフス

テージを世代ごとに比較すると、近年に生まれた人ほど、こういった社会変化や平均寿命の伸長に

よるライフスパン注２）の拡大と相まって、ライフステージの節目に当たる年齢が上方にシフトしてい

ることがわかります。それに伴い、結婚をするかしないか、子どもを持つか持たないかなど人生の

選択も多様化してきています。 

また、日本の産業構造の変化により、第3次産業注３）の割合が高くなったため、土日、休日に働

くサービス業界に勤務する人の割合も高く、就労時間帯や勤務形態の多様化も進んでいます。 

注1）人間の一生を、一定の段階に分けて捉える考え方 

注２）人間の一生を、生から死を一つの区切りとする考え方 

注３）農林水産業を第１次産業、鉱工業を第２次産業、それ以外のサービス業等が第３次産業 
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■我が国における男女のライフステージの変化 

資料：国土交通省「国土交通白書」（平成24年度） 

総務省「国勢調査報告」（各年10月1日）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）、 

同「人口統計資料集」（2010版）、同「日本の世帯数の将来推計」（平成25年1月推計）から算出
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■川崎市内の従業者数（民営） 

資料：川崎市総合企画局統計情報課「川崎市の経済（経済センサス）」平成24年速報値 

近年のライフステージの変化や、産業構造の変化に伴う就労時間帯や勤務形態の多様化の進行か

らも、多岐・多様にわたる一人ひとりの様々な価値観を表す生活様式（ライフスタイル）への対応

が求められています。
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２ 家庭の状況  

（１）ひとり暮らし世帯や核家族世帯の増加 

都市化の進展に伴う人口集中は、職と住の分離の進行や大家族の分割を促進し、都市周辺に居住

する核家族世帯の増加を生み出してきました。本市での平成２年から 20 年間の世帯の変化をみる

と、核家族（夫婦のみ、夫婦と子、男親と子、女親と子）が平成２年の261千世帯から平成22年

の341千世帯と約1.3倍に増えています。特に夫婦のみの世帯と女親と子の世帯の増加が大きく、

夫婦のみの世帯では約1.８倍、女親と子の世帯では約1.7 倍となっています。また、単独世帯（ひ

とり暮らし）も約1.7倍と大きく増加しています。 

■川崎市における家族類型別世帯数の推移 

本市の年齢別のひとり暮らし世帯をみると、20代から30代にかけての若者のひとり暮らしが多

く、男女ともに25歳から29歳が最多数となっていますが、特に男性の若い世代のひとり暮らし

が多い傾向にあります。 

64 

80 

94 

108 

115 

170 

166 

168 

171 

181 

5 

5 

6 

7 

7 

22 

25 

29 

34 

38 

36 

35 

33 

33 

30 

1 

2 

4 

6 

9 

164 

188 

205 

235 

281 

0 100 200 300 400 500 600 700

平成2

平成7

平成12

平成17

平成22

夫婦のみ 夫婦と子 男親と子 女親と子

その他の親族世帯 非親族世帯 単独世帯

（千世帯）

（年）

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月1日） 
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（千世帯） ■川崎市の年齢別ひとり暮らし世帯数

核家族世帯の増加に伴い、伝統的な生活様式に左右されず、自らの価値観によって生活の質を選

択・追及するといった一人ひとりのライフスタイルの多様化や個性化が進んでいることが考えられ

ます。

（２）子どものいる家庭の割合、及び一世帯あたりの子どもの数の減少

また、本市の子どものいる一般世帯数の推移をみると、６歳未満の子どもがいる世帯数、18歳未

満の子どものいる世帯数はそれぞれ 1995(平成 7)年、2000(平成 12)年以降微増していますが、

子どものいる世帯の割合は、1970(昭和 45)年以降減少し続けており、平成22年までの4０年間

で34.1 ポイント減少しています。 

■川崎市における子どものいる一般世帯数の推移 

資料：総務省「国勢調査報告」（平成22年） 

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月1日） 
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本市の世帯の子どもの人数別推移をみると、子ども１人の世帯が増えています。また、一世帯あた

りの子どもの数が減っていることがわかります。 

■川崎市における子どもの人数別世帯数の推移

本市の子どもの数は微増・横ばい傾向にありますが、一世帯当たりの子どもの数の減少や人口推

計からも、今後は少子化の進行が予測されています。 

（３）子育てについての意識 

国の子育てに関する意識調査によると、約７割が「負担に思うことや悩みがある」と感じている

ように、ほとんどの親は子育てに対して負担感や悩みを持っており、特に「子育ての出費がかさむ」

といった経済的な理由を挙げている親が多くなっています。ほかに、「子どもと過ごす時間が十分に

作れない」、「気持ちに余裕をもって子どもに接することができない」、「自分の自由な時間が持てな

い」など、子育て世代の親は、子育てに、時間的制限や精神的負担を感じている傾向がわかります。 
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（世帯数）

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月1日） 
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■子育てへの負担感（全国） 

本市の子育てに関する意識調査によると、「３歳くらいまでは母親がいつも一緒にいたほうがいい」

と思っている親が約6割と高く、在宅児童とその親への支援も必要です。さらに、「父親は積極的に

育児や家事に参加したほうがよい」と思っている親が４分の３以上と高い割合を占めており、父親

の育児や家事などの家庭への参加が期待されています。 

また、子育てで「とても力を入れている」こととして、「他者への思いやりを持つこと」「親子で

たくさんふれあうこと」を挙げた親が半数以上います。「まあ力を入れている」を含めると、約9割

のほとんどの親が「身体を丈夫にすること」、「基本的生活習慣を身につけること」、「自分の気持ち

や考えを伝えること」、「自分でできることは自分ですること」、「社会のマナーやルールを身につけ

ること」に力を入れていることがわかります。 

■保護者の子育てに対する考え方について（川崎市） 

69.8 
61.1 

31.6 
22.0 

21.0 
19.4 

14.9 
12.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

（回答総数：32,913件）
負担に思うことや悩みがある

子育ての出費がかさむ

子どもと過ごす時間が十分に作れない

気持ちに余裕をもって子どもに接することができない

自分の自由な時間が持てない

子どもの病気などのときに仕事を休みづらい

子育てによる身体の疲れが大きい

仕事や家事が十分にできない

（単位：％）

【Ａ】 【Ｂ】

子育ても大事だが、自分の生き方
も大切にしたい

子どものためには、自分ががまん
するのはしかたがない

3歳くらいまでは母親がいつも一緒
にいたほうがいい

母親が一緒でなくても、愛情を持っ
て育てればいい

子どもの教育について、親が判断
して選ぶのがよい

子どもの教育について、子どもの自
主性を重んじるのがよい

世間で名の通った学校に通ってほ
しい

大学進学や学校名にはこだわらな
い

わがままを言ったら、厳しくしかりつ
けるのがよい

わがままを言ったら、分かるまでや
さしく言い聞かせるのがよい

子どもは生まれつき能力が決まっ
ていると思う

子どもは育つ環境により、どのよう
な能力も伸ばせると思う

文字や数はできるだけ早くから教
えるのがよい

文字や数は子どもが関心を持つよ
うになってから教えるのがよい

子育て支援充実のために、税金が
増えるのは仕方がない

子育て支援は現状のままでよいの
で、税金は増やさないほうがよい

父親は積極的に育児や家事に参
加したほうがよい

父親の育児や家事への参加はで
きる範囲でかまわない

48.1

57.7

30.0

30.5

36.9

10.4

23.6

41.1

76.8

0.9

0.8

1.6

1.3

2.6

1.3

1.1

4.0

1.1

50.9

41.5

68.4

68.2

60.4

88.3

75.3

54.9

22.1

無回答Ａに近い Ｂに近い

（単位：％）（回答総数：2，874件）

資料：厚生労働省「第11回21世紀出生児縦断調査」（平成24年） 

（2001（平成13）年1月・7月生まれの子を対象：調査数36,059件、回収数32,913件）

資料：川崎市「子育てに関する意識調査」（平成24年）
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21.5

23.1

21.4

50.0

37.9

48.7

55.7

44.1

44.7

45.8

7.2

10.3

6.0

6.5

32.0

58.1

54.4

54.6

44.9

51.1

45.7

39.5

45.9

44.7

45.3

37.2

42.2

22.5

30.5

51.4

18.1

19.3

21.6

4.0

9.5

4.5

3.5

7.9

8.7

6.9

45.7

39.2

42.6

46.9

14.0

1.0

2.0

1.1

0.2

0.2

0.1

0.3

0.7

0.8

0.9

8.5

7.1

27.8

15.0
1.4

1.2

1.1

1.3

0.9

1.3

1.0

1.0

1.4

1.1

1.1

1.4

1.1

1.0

1.1

1.2

屋外で遊ぶこと（n=2874）

友だちと一緒に遊ぶこと（n=2874）

自然とたくさんふれあうこと（n=2874）

親子でたくさんふれあうこと（n=2874）

身体を丈夫にすること（n=2874）

基本的生活習慣を身につけること（n=2874）

他者への思いやりを持つこと（n=2874）

自分の気持ちや考えを伝えること（n=2874）

自分でできることは自分ですること（n=2874）

社会のマナーやルールを身につけること（n=2874）

伝統や文化を大切にすること（n=2874）

数や文字を学ぶこと（n=2874）

外国語を学ぶこと（n=2874）

芸術的な才能を伸ばすこと（音楽や絵画など）（n=2874）

興味や関心を広げること（n=2874）

とても力を入れている まあ力を入れている あまり力を入れていない まったく力を入れていない 無回答

■保護者が子育で力を入れていること（川崎市） 

資料：川崎市「子育てに関する意識調査」（平成24年） 

子育て中の親が精神的、時間的に余裕を持てるような支援が必要です。また、子育て家庭の経済

的な負担を少しでも軽減できるよう、効果的な支援が求められています。 

子どもが社会の中で有意義で豊かな人生を過ごすためには、子ども時代からの健やかな育ちが必

要であり、社会の構成員がそれぞれの役割を担いながら、一体となって子どもを育てていけるよう

な地域社会の形成が必要です。

屋外で遊ぶこと 

友だちと一緒に遊ぶこと 

自然とたくさんふれあうこと 

親子でたくさんふれあうこと 

身体を丈夫にすること 

基本的生活習慣を身につけること 

他者への思いやりを持つこと 

自分の気持ちや考えを伝えること 

自分でできることは自分ですること 

社会のマナーやルールを身につけること 

伝統や文化を大切にすること 

数や文字を学ぶこと 

外国語を学ぶこと 

芸術的な才能を伸ばすこと 

興味や関心を広げること 

（回答総数：2，874件） (%) 
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（４）多様化する子育てニーズの状況 

ア 就学前の子どもの養育状況 

  本市の就学前児童の養育状況として、総数80,963人のうち低年齢児を中心とした在宅児童が

約40％（32,673人）、認可・認可外の保育所に通う児童が約32％（25,716人）、幼稚園に通

う児童が約28％（22,574人）となっています。 

資料：川崎市こども本部調べ（平成26年7月）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計
就学前児童数（A） 13,822 13,949 13,618 13,489 13,059 13,026 80,963
認可保育所
入所児童数（B）

1,467 3,510 4,004 4,220 3,953 3,776 20,930

(構成比) 7.01% 16.77% 19.13% 20.16% 18.89% 18.04% 100%
(就学前児童割合) 10.61% 25.16% 29.4% 31.28% 30.27% 28.99% 25.85%
認可外保育施設等
入所児童数（C）

542 1,322 1,129 718 585 490 4,786

(構成比) 11.32% 27.62% 23.59% 15% 12.22% 10.25% 100%
(就学前児童割合) 3.92% 9.48% 8.29% 5.32% 4.48% 3.76% 5.91%
幼稚園児数（D） -          -          - 6,755 7,763 8,056 22,574

(構成比) -          -          - 29.92% 34.39% 35.69% 100%
(就学前児童割合) -          -          - 50.10% 59.45% 61.85% 27.88%
在宅児童数
（A－B－C－D）

11,813 9,117 8,485 1,796 758 704 32,673

（構成比） 36.16% 27.9% 25.97% 5.5% 2.32% 2.15% 100%
(就学前児童割合) 85.47% 65.36% 62.31% 13.31% 5.80% 5.40% 40.36%

注１）　認可保育所入所児童数は、平成２６年４月１日現在の市内在住の入所者数（川崎市こども本部調べ）

注２）　認可外保育施設等入所児童数は、平成２６年４月１日現在の利用者数（川崎市こども本部調べ）

注３）　幼稚園児数は、平成２６年５月１日現在の市内在住の入園者数（平成２６年７月時点の川崎市こども本部調べ）

注４）　在宅児童数は、就学前児童数から認可保育所入所児童数、認可外保育施設等入所児童数、　幼稚園児数を差し引いた数
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イ 認可保育所の入所状況の推移 

  人口増加に伴う就学前児童数の増加や共働き世帯などを背景に、認可保育所の利用ニーズは高

まっており、待機児童解消に向けた取組を進めています。 

■川崎市における認可保育所の入所状況の推移 

資料：川崎市こども本部調べ（各年4月） 
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ウ 地域ごとの保育需要への対応 

  待機児童解消に向けては、各地域の保育需要を把握・分析しながら、保育所の整備や未入所と

なった家庭へのきめ細やかな対応を進めていく必要があります。 

各家庭の就学前の子どもの養育状況はさまざまなことからも、子育て家庭のニーズに即した情報

提供や相談支援が求められています。また、認可保育所利用の増加に適切に対応するために、地域

の状況を踏まえた保育環境の整備が必要です。

【幸区】

■ 就学前児童数 9,382人

■ 利用申請者数 2,853人（30.41％）
■ 定員数 2,450人（26.11％）

（保育所数） （29か所）
■ 入所児童数 2,598人
■ 未入所児童数 255人（8.94％）

（うち待機児童数 6人）

【中原区】

■ 就学前児童数 14,289人

■ 利用申請者数 4,636人（32.44％）
■ 定員数 4,175人（29.22％）

（保育所数） （53か所）
■ 入所児童数 3,987人
■ 未入所児童数 649人（14.00％）
（うち待機児童数 14人）

【宮前区】

■ 就学前児童数 13,485人

■ 利用申請者数 3,382人（25.08％）
■ 定員数 2,650人（19.65％）

（保育所数） （30か所）
■ 入所児童数 2,974人
■ 未入所児童数 408人（12.06％）

（うち待機児童数 16人）

【多摩区】

■ 就学前児童数 10,294人

■ 利用申請者数 3,301人（32.07%）
■ 定員数 3,175人（30.84％）

（保育所数） （36か所）
■ 入所児童数 ３,040人
■ 未入所児童数 261人（7.91％）
（うち 待機児童数 7人）

【川崎区】

■ 就学前児童数 11,058人

■ 利用申請者数 3,171人（28.68％）
■ 定員数 2,720人（24.60％）

（保育所数） （31か所）
■ 入所児童数 2,808人
■ 未入所児童数 363人（11.45％）

（うち待機児童数 5人）【高津区】

■ 就学前児童数 12,973人

■ 利用申請者数 3,934人（30.32％）
■ 定員数 3,185人（24.55％）

（保育所数） （40か所）
■ 入所児童数 3,461人
■ 未入所児童数 473人（12.02％）

（うち待機児童数 9人）

【麻生区】

■ 就学前児童数 9,482人

■ 利用申請者数 2,223人（23.44％）
■ 定員数 1,970人（20.78％）

（保育所数） （22か所）
■ 入所児童数 2,062人
■ 未入所児童数 161人（7.24％）

（うち待機児童数 5人）

※「利用申請者数」及び「定員数」における割合は、「就学前児童数」を母数とする。

※「未入所児童数」における割合は、「利用申請者数」を母数とする。

資料：川崎市こども本部調べ（平成26年4月現在） 

■認可保育所の状況（区別） 
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３ 地域の状況  

（１） 地域のつながりの変化 

本市の昼間人口と夜間人口の推移を比較すると、昼間よりも夜間の方が人口が多いことがわかり

ます。昼間は仕事に出かけるなど職と住が分離することによって、地域との結び付きや人間関係が

希薄化していくことが考えられます。 

■本市の昼間人口・夜間人口の推移

資料：総務省「国勢調査報告」（各年10月1日） 

本市の近所付き合いの程度をみると、20代、30代の若い世代では、ほとんど「あいさつをす

る程度」にとどまっています。特に20代では、「ときどき話をする」以上の付き合いはわずか１

割程度です。

かつて、子どもは親だけでなく地域のさまざまな大人の見守りのもとで、さまざまな年齢の子

ども同士の関係を築きながら成長してきましたが、都市化や核家族家庭の増加、地域での住民同

士のつながりや関わりの希薄化などから地域コミュニティの衰退が著しく、地域の大人が子ども

に関わる機会も少なくなってきたこともあり、今まさに「地域の子育て力の向上」が求められて

います。 
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16.1 
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37.1 

46.4 
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51.5 

53.0 

38.1 

34.4 

12.1 

30.9 

20.4 

8.5 

10.3 

6.2 

6.2 

0.7 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

1.4 

0.4 

1.3 

0.4 

0.7 

1.0 

0.8 

1.0 

2.9 

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

（単位：％）

家族のようにつきあっている 親しく話をする

ときどき話をする あいさつをする程度

ほとんどつきあいがない その他

無回答

■近所付き合いの程度（川崎市）

一方、子どもが低年齢であればあるほど、特に０歳児から３歳児を持つ親が地域のサークルへ参

加したいという意向が強いことがわかります。０歳児を持つ親の約45％がそういった地域サークル

への参加に興味があります。 

■保護者の地域の子育てサークルへの参加の意向（川崎市） 

資料：川崎市「子育てに関する意識調査」（平成24年） 
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43.6 

57.1 
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32.5 

33.9 

39.0 

14.3 
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1.0 

1.9 

2.4 

2.4 
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1.9 

2.2 

0.0 

全体<2,874件>

0歳 <104件>

1歳 <523件>

2歳 <491件>

3歳 <497件>

4歳 <452件>

5歳 <431件>

6歳 <369件>

年齢無回答 <7件>

あてはまる まああてはまる あまりあてはまらない あてはまらない 無回答

資料：川崎市「第3回川崎市地域福祉実態調査」（平成25年） 

（単位：％） 
<>は回答数
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近所付き合いが希薄になるなか、地域や社会全体が親子の育ちを支え、子育てを通じて親自身が

成長できる環境づくりを進める必要があります。 

地域の中では、さまざまな子育ての悩みや不安を抱えた多くの家庭が生活していますが、そうい

った家庭が孤立化しないように、区役所を中心として、こども文化センター、保育所、地域子育て

支援センターなどの身近な施設や子育てのノウハウを有効活用するとともに、地域とのつながりが

持てるような取組が必要です。 

（２）子どもの育つ環境の変化 

ア 自然体験や外遊びの場所の減少 

    近年の都市化の進展や社会環境の変化に伴い、子どもの成長過程の中で大切な遊びや自然体験

の場が減少しています。身近にあった広場など、これまでの子どもの遊び場が失われ、思いっき

り身体を動かしたり、外遊びを通じた子ども同士の交流の機会が減少し、屋内で遊ぶ子どもや一

人で遊ぶ子どもが増加しています。 

しかし、既存の公園・広場についても、ボール遊びに規制があるなど、子どもが自由に思いっ

きり遊ぶことが難しい状況にあります。 

子どもの健全な育ちのためには、子どもが主体的となって思いっきり遊べる場所が必要であり、

遊び場や居場所づくりの充実が求められています。

イ インターネットやスマートフォンの普及 

近年、スマートフォン等を所持する子どもが増加しており、インターネットを通じた犯罪やい

じめに巻き込まれる危険性が高まっています。また、長時間利用による生活リズムの乱れや有害

情報へのアクセス等トラブルに巻き込まれるケースも増えています。メッセージのやり取りや無

料 IP電話などの機能を有する「メッセンジャーアプリ注1）」や「ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワ

ーク・サービス）注2）」などにおけるいじめや犯罪も懸念されています。 

注1）メッセージのやり取りや無料 IP電話などのメッセンジャー機能を提供するアプリケーションの総称 

注2）人と人とのつながりを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネット上のサービスのこと 

子どもがインターネットやスマートフォン等を安全に利用するためには、保護者がインターネッ

ト接続機器へのフィルタリング注１）を行うなど、適切に情報を取捨選択する情報リテラシー能力注２）

を身につけることや、子どもとの話合いを通じて、子どものインターネットやスマートフォン等の

使用や利用に関するルールを決めるなど、保護者に対する啓発活動も必要です。

注1）有害な内容のウェブサイトにアクセスできないようにすること 

注2）情報を活用する能力 
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ウ 子どもの安全・安心の確保 

子どもは心身の成長に伴い好奇心が旺盛となり、行動する範囲も広くなることからも、事故や

事件などに遭遇する危険性も増えてきます。子育て世代が住環境において最も重要と思う点は、

「住宅および住宅まわりの防犯性」となっています。 

■保護者から見た子育てにおいて重要な住環境 

子どもの安全や安心を守るためには、家庭での事故防止、道路や子どもの遊び場の安全対策、地

域で子どもを守る取組や防犯対策など、地域の中で、学校やＰＴＡ、住民の力で、自分たちの住む

まちの安全を高めていくという意識を持ち、それを実践するとともに、子ども自身にも自分の身を

守る方法を教え、子ども自身が学ぶことが求められています。

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

住宅の広さ・間取り

住宅および住宅まわりの防犯

性

安全性や遮音性などの住宅の

居住性能

子供の遊び場、公園など

まわりの道路の歩行時の安全

性

託児・保育所などの利便

幼稚園・小学校などの利便

小児科などの医療機関の利便

親や親類の住宅との距離

近隣の人たちやコミュニティと

の関わり

子育て支援サービスの状況

その他

不明

川崎市

横浜市

神奈川県

全国

（単位；％）

資料：国土交通省「住生活総合調査」（平成20年） 
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４ 子ども・若者の状況 

（１）発達障害児の増加 

近年の自閉性障害、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害（LD）、注意欠陥多動性

障害（ADHD）などの発達障害のある子どもの数は、相当数に上るとされています。これらの発達

障害のある子どもについて、2012(平成 24)年に文部科学省が全国の公立小中学校を対象に実施し

た調査によると、発達障害の可能性のある児童生徒の割合は、6.5％程度の在籍率と推計されていま

す。 

■義務教育段階で特別支援教育の対象となっている児童の数 

資料：文部科学省 

注）この数値は、平成24年に文部科学省の行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくもので
あり、医師の診断によるものではない。  

発達障害は、コミュニケーション、対人関係や社会性などの障害ですが、発達障害のある子ども

にとっては、発達段階に応じた適切な支援が重要であり、適時適切な支援が行なわれないと、就学

後に学習面や生活面にさまざまな困難を抱えることが多くなり、不登校などの二次的な障害が生じ

てしまう場合もあることから、早期発見・早期支援の必要性は高く、健康診査、医学的診査の充実

や専門的な相談支援体制の強化とともに、発達障害に関する理解と、理解を深めるために必要な普

及啓発を行うことが求められています。 

保健・医療・福祉・教育などの連携・協力を図りながら、障害のある子どもやその家族に対して、

乳幼児期から青年期に至るまでの一貫した支援の提供体制が重要です。 

義務教育段階での全児童数 
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（２）児童虐待の増加 

近年の核家族世帯の増加や家庭と地域の関わりの希薄化などに伴い、妊娠や子育て中の保護者が

孤立しがちになり、子育てに不安感や負担感を持つ人が増えています。 

児童相談所や市町村に寄せられる虐待の相談・通告件数は全国的にも増加し続けており、虐待に

よる死亡事例も後を絶たない状況にあります。虐待は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な

影響を与えるとともに、将来にわたって子どもを苦しめ、最悪の場合には子どもの生命をも奪うこ

ととなる重大な人権侵害です。 

児童虐待を未然に防止するためにも、虐待の発生予防から早期発見、相談体制の充実や相談窓口

の啓発・広報、さらには虐待を受けた子どもの保護・自立支援に至るまで、総合的・継続的な支援

の充実が求められています。 

（３）居所不明児童 

近年、乳幼児を対象とする保健・福祉サービスを受けていない児童や、学齢期に至っても不就学

などの居住実態が把握できない児童の問題が社会問題化しています。その原因の多くは、海外への

出国、DV被害から逃れるためなどですが、ネグレクト（放置）などの児童虐待や事件などの関与が

心配される場合もあります。 

居所不明児童については、早期の実態把握が大変重要であることから、健診・予防接種・新生児

訪問などの母子保健分野や、児童相談所、保育所や幼稚園、学校といった関係機関相互の情報の共

有や連携による迅速かつ効果的な対応が求められています。 

（４）子どもの貧困 

近年、格差社会という切り口から貧困問題が取り上げられ、その中で、子どもの貧困が問題とな

っています。「平均所得金額の半分注）を下回る世帯で暮らす18歳未満の子どもの割合」として定義

されている「子どもの貧困率」は、2012(平成 24)年の厚生労働省の調査によると、その数値は

16.3％です。国際比較をしてみると、日本の子どもの貧困率は 2010(平成 22)年において経済協

力開発機構（OECD）に加盟する国34か国中６番目に高い結果となっており、OECD加盟国の平

均より上回っています。 

このような状況の中、国においては、2013(平成 25)年６月に「子どもの貧困対策の推進に関す

る法律」が成立し、2014(平成 26)年には同法に基づく貧困対策の推進に向け「子どもの貧困に関

する大綱」が取りまとめられました。 

大綱の中では、「子どもの貧困対策に関する基本的な方針」、「子どもの貧困率、生活保護世帯に属

する子どもの高等学校等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策」、「教育の支

援に関する事項」、「生活の支援に関する事項」、「保護者に対する就労の支援に関する事項」、「経済

的支援に関する事項」及び「調査及び研究に関する事項」を定めることとしています。 

注）平成24年の平均所得の半分にあたる貧困線（等価可処分所得の中央値の半分）は122万円（名目値） 
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とその家庭の貧困の実態を捉え、子どもが安心して自分らしく生きていけるよう、子どもとその家

庭を支援することが必要です。
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（５）自立できない若者等の増加 

現在の若者が直面する困難な状況として、完全失業率や非正規雇用率の高さ、若年無業者注１）の存

在など、「学校から社会・職業」への移行が円滑に進まないことがあげられます。2013（平成25）

年の総務省「労働力調査」によると、若年無業者が約60万人やフリーター注２）が約 182万人と依

然と高い水準にあり、内閣府が2010（平成22）年に実施した「若者の意識に関する調査（ひき

こもりに関する実態調査）」によると、平成約69.6 万人がひきこもり注３）状態として生活している

と推計されています。 

注１）若年無業者：15歳から34歳までの家事・通学をしておらず、既卒、未婚の人を指す。 

注２）フリーター：英語の「free（フリー）」と独語の「arbeit（アルバイト）」に「～する人」という意味の英・独語 「er」を

つなげた和製造語の「フリー・アルバイター」を略した造語 

注3）ひきこもり：仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせず、６か月以上続けて自宅にひきこもっている

状態 

■我が国における若年無業者数及び人口に占める割合 

資料：総務省「労働力調査」 

■我が国におけるフリーター数の推移 

資料：総務省「労働力調査」 
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■我が国のひきこもり推計数 

有効回収数に 

占める割合 
全国の推計数 

ふだんは家にいるが、 

近所のコンビニなどには出かける 
0.40％ 15.3 万人 

自室からは出るが、 

家からは出ない 
0.09％ 3.5 万人 

自室からはほとんど出ない 0.12％ 4.7 万人 

ふだんは家にいるが、 

自分の趣味に関する用事のときだけ外

出する 

1.19％ 46.0 万人 

計 1.79％ 69.6 万人 

資料：内閣府「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）」（平成22年） 

職業意識や職業観が未熟な若者や、目的意識が希薄なまま進学する若者が増えていることからも、

若者の社会的・職業的自立に向けた取組が重要です。さらに、若年無業者やひきこもり等困難を抱

える若者の自立を支援するため、社会的自立までの支援体制の整備の推進が必要です。 
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１ 計画の基本理念 

計画策定に向けた基本的な考え方を踏まえて、本市の子ども・子育て支援を推進するにあたり、 

目指すべき都市像（基本理念）として次のとおり掲げます。 

第３章 計画の基本的な方向

子どもは社会の希望、未来をつくる力であり、安心して子どもを生み、育てることので

きる社会の実現は、私たち誰もの願いです。 

この計画は、子ども・子育て家庭を社会全体で支援していくための環境づくりを推進す

るとともに、すべての子どもに良質な成育環境を保障していくことを目的としています。 

基本理念 「子どもたちの笑顔があふれるまち・かわさき」

≪基本理念の実現に向けて≫ 

☆「生まれる前から青年期に至るまでのすべての子ども・子育て支援施策を総合的

に推進」します。

☆持続可能なサービスの提供と安心して暮らせるセーフティネットづくりに向け

て、「地域包括ケアシステム」のビジョンを踏まえ、「自助」・「互助」・「共助」・「公

助」のあり方を再構築し、多様な主体の協働による取組を推進します。
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２ 計画策定の基本的な考え方 

＜課題解消に向けた基本的な考え方＞ 

 子どもを生み・育てたいと感じる社会環境の創出 

結婚や妊娠、出産は個人の考え方や価値観に関わる問題であり、個人の自由な選択が最優先される

ことは言うまでもありません。子どもを持ちたいと希望する家庭が、安心して子育てと仕事ができ、

子育てに希望が持てるよう、仕事と家庭生活の両立、経済的負担の軽減など、少子化の歯止めに向け

て社会環境の改善を目指します。 

＜課題解消に向けた基本的な考え方＞ 

 ライフステージを通した子ども・若者支援の充実 

子どもの健全な成長と発達のためには、適切な生活環境を保障するとともに、子どもの個々の成長

段階に応じたつながりのある育児が必要となります。 

子ども・子育ては家庭だけではなく、地域全体で支えていく地域づくりを目指します。 

社会的に自立した「人材」を育てるために、乳幼児期から学齢期、そして思春期、青年期に至るそ

れぞれの成長段階の特性に応じた「切れ目のない支援」を目指します。 

子どもたちの将来が、その生まれ育った環境によって左右されてしまうことがないよう、個々の家

庭の状況に応じた的確な支援を目指します。

対応すべき課題：少子高齢化と人口の減少 
◎少子高齢化に伴う人口の減少と人口構造の変化は、社会経済システムに深刻な影響を与え、

年金・医療・介護など、社会保障負担の増大と将来の費用負担のあり方について懸念をもた

らしています。また、人口の減少は消費と生産を低下させるものであり、経済成長への深刻

な影響が危惧されています。

対応すべき課題：子育ての環境の変化と支援が必要な子どもの増加 
◎従来、子育ては家庭の育児力によって支えられていましたが、女性の就業率の上昇やライ

フスタイルの多様化と暮らしの変化により、特に、乳幼児期における子育て環境が変化して

います。 

◎地域での住民同士のつながりや関わりの希薄化などから地域コミュニティの衰退が著し

く、地域の大人が子どもに関わる機会も少なくなっています。 

◎少子化の反面、社会状況や経済状況の変化などにより、児童虐待や子どもの貧困など、厳

しい環境に置かれた子どもが増加しているとともに、発達障害など、成長と発達に課題を抱

えた子どもが増加しています。 
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■ライフステージを通した子ども・若者支援の充実と対策 <イメージ> 

妊娠期 乳幼児期 学童期 思春期 老年期 成人期青年期 

0～5 歳 65 歳以上30～64 歳 16～29 歳 13～15 歳 6～12 歳 

幼稚園 
保育園 

小学校 中学校 会社 家庭 

地域 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

◎妊娠・出産包

括ケアの充実

◎女性の健康相

談・不妊・不育を

含めた妊娠に係る

相談の充実

◎周産期医療

の充実 

◎待機児童の解消

◎子ども・子育

て支援の充実 

◎要支援児童と家

庭への対応強化 

◎教育力の向上と

教育環境の整備 

◎子ども・若者

支援の充実 

◎若者の就労支援

の充実・強化

◎支援が必要な若

者への対策強化

◎働く女性へ

の支援の充実 

◎生活習慣の改善

や心のケアの充実

◎地域包括ケア

システムの構築

◎元気高齢者の

社会参画の促進
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３ 計画の基本的視点 

計画の基本的な目標を設定するにあたり、「子どもの笑顔があふれるまち・かわさき」（基本理念）

を踏まえて、次の８つを基本的視点とします。

①  一人ひとりの子どもを尊重する視点

本市では、全国に先駆けて「川崎市子どもの権利に関する条例」(以下「子どもの権利条例」という。)

を制定し、子どもの権利の保障を図ることを目的に施策を進めてきました。 

すべての子どもは、「社会の一員」として、その権利が保障される中で、豊かな子ども時代を過ごす

ことができるよう配慮されることが重要です。 

子ども施策の推進にあたっては、「子どもの権利条例」の趣旨を踏まえ、子ども一人ひとりが十分尊

重されるよう取組を進める必要があります。

②  次代の親を育む視点 

すべての子どもの健やかな育ちを保障していくためには、乳児、幼児、学童期などの特性を踏まえ、

発達段階に応じた養育環境の確保と質の高い幼児期の学校教育・保育及び子育て支援が提供されるこ

とが重要です。 

子どもは次代の親となるという認識のもと、豊かな人間性を形成し、自立して家庭を持つことがで

きるよう、教育・保健・福祉・雇用等のあらゆる分野にわたる総合的な支援が行えるよう取組を進め

る必要があります。 

③  親育ちの過程を支援する視点 

子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよう、地域や社会が保護者に寄り添

い、子育てに対する負担や不安、孤立感などを和らげることが重要です。 

子どもが地域や社会で育くまれることを通して、親として成長し、保護者が子育てについての責任

を果たすことや子育ての権利を享受することができるようにするための支援が必要となります。 

④  地域社会全体で子ども・子育てを支援する視点 

「親や保護者が子育てについての第一義的な責任を有する」という基本的な認識のもとに、子育て

は家庭のみならず、社会全体で支えていくことが重要です。 

子ども・子育て支援は、社会全体で取り組むべき課題であるという意識の醸成を図るとともに、家

庭、地域社会、企業、行政など多様な主体が、それぞれの役割のもとで協働して子ども・子育てを支

援するための環境づくりを進めることが重要となります。 
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⑤  「ワーク・ライフ・バランス」を実現する視点 

誰もが充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て等の時間や家庭、地域等に

関わる個人の時間を持てる健康で豊かな生活を送るためには、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・

バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づいて、労使を始めすべての者が

積極的に取り組むこと、国や地方自治体が支援すること等により、社会全体の運動として広げていく

ことが重要です。 

子育て世代の男性の長時間労働や出産に伴う女性の厳しい就労継続の現状を踏まえ、働く男女の職

業生活と家庭生活との両立に向けた取組を進める必要があります。 

⑥  すべての子どもと家庭を支援する視点 

子育てを取り巻く環境の変化から、児童虐待を受けた子どもや発達障害を持つ子どもなど特別な支

援が必要な子どもは増加傾向にあります。 

一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障するため、障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況

その他の事情により社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、すべての子どもと子育て

家庭を支援する必要があります。 

⑦  子ども・子育て支援の量・質両面を充実する視点 

核家族や共働き世帯の増加、子育てに対する親の意識の多様化など子育てを取り巻く環境が大きく

変化する中で、子育て世代のニーズは深化・複雑化しています。 

すべての子どもと子育て家庭のサービスへのニーズなどを踏まえ、地域の実情に応じて、子ども・

子育て支援のサービスの量や質の充実に向けた取組を総合的に推進する必要があります。 

⑧  地域の実情に応じた視点 

本市では、各区ごとに地形、人ロ構成、産業構造、社会的資源の状況等が異なっています。 

そのため、子ども・子育て支援のさらなる充実に向けては、地域の特性に応じて、既存の社会資源

を活用するなど、それぞれの地域の実情にあった効果的な取組を推進する必要があります。 
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４ 計画の基本目標と施策の展開 

この計画の推進に向けて、次の６つを基本目標として掲げ、総合的に施策を展開します。 

基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する社会づくり

「子どもの権利条例」について、子どもだけではなく大人も学び、理解が深められるよう、さら

なる普及・啓発を図るとともに、子どもの意見が尊重され、子どもが主体的に参加できるまちづく

りを推進します。 

また、児童虐待やいじめなどの子どもの権利の侵害に対する相談・支援体制や児童虐待防止対策

を充実するとともに、子どもが互いに尊重し合える環境づくりを推進します。

基本的視点 ①④

基本目標Ⅱ 子育てを社会全体で支える環境づくり

男女がともに、職場・家庭・地域など、あらゆる場面で互いの生き方を尊重し、よきパートナー

としてともに家事・育児を担うことのできる環境づくりに向けた啓発・広報を促進し、次代の親と

なる若い世代が子育てについて学べる機会や場の充実を図ります。 

また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現をめざし、企業や市民に働きかけ

るなど、仕事と家庭の両立を支援します。 

さらに、子育て家庭の経済的負担を軽減するための支援や、地域における「互助」の力を再生し、

地域の子育て力を向上します。

基本的視点 ①④⑤⑦⑧

基本目標Ⅲ 乳幼児期の保育・教育の良質な環境づくり

乳幼児期における「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」を図り、すべての子ども

が質の高い生活環境を維持できるよう、取組を推進するとともに、多様なニーズに応じた保育サー

ビスの基盤整備を推進し、利用者の個々のニーズに応じたきめ細やかな対応を図ります。 

また、安定した質の高い幼児期の学校教育・保育を継続的に実施できるよう、施設運営の安定と

充実に向けた取組を進めます。

基本的視点 ①②③④⑦
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基本目標Ⅳ 親と子が健やかに暮らせる社会づくり

次代を担う子どもが心身ともに健やかに生まれ育つために、安心して子どもを生み、育てること

ができるための支援体制の充実とともに、思春期から妊娠・出産、乳幼児期を通じ、ライフステー

ジに一貫した体系のもとに、子どもの成長と発達を総合的に支援します。 

また、学校での日々の学習を通して、子どもの社会的自立の基盤となる能力や態度を育むととも

に、放課後における様々な集団活動や地域活動を通して、人としての在り方生き方の軸となる力を

育て、将来の社会の担い手になる人材を育成します。 

基本的視点 ①②③④⑦

基本目標Ⅴ 子育てを支援する体制づくり

子育て家庭において、様々な要因により増加する児童虐待増加への対応の強化や、保護・支援を

必要とする子どもと家庭への支援体制の充実を図ります。 

また、困難を抱える子どもや若者の自立を支援するために、新たな社会的自立までの支援体制の

整備を推進します。

基本的視点 ①③④⑥⑦

基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちづくり

子どもを安心して生み育てるための良好で快適な住環境の確保や、安心して外出できる道路・交

通等の都市環境の整備などを進めるとともに、子どもの活動範囲における交通安全対策、日常生活

における事故対策や食の安全の確保に関する啓発などその活動を推進します。 

また、家庭や地域が子どもを見守り、子どもを犯罪から守り、安全・安心して暮らせるまちづく

りを進めます。 

基本的視点 ①④
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（仮称）川崎市子ども・子育て支援事業計画の施策体系と推進項目 

基本理念 子どもたちの笑顔が 

＜基本的視点＞ 
① 一人ひとりの子どもを尊重する視点 
② 次代の親を育む視点 
③ 親育ちの過程を支援する視点 
④ 地域社会全体で子ども・子育てを支援する視点

基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する社会づくり 

基本目標Ⅱ 子育てを社会全体で支える環境づくり 

基本目標Ⅲ 乳幼児期の保育・教育の良質な環境づくり 

１ 子どもの権利の尊重 

(1)子どもの権利の普及・啓発 
(2)子どもの権利保障に関する相談支援体制の充実 
(3)子どもの主体的な参加の促進 
(4)多文化共生の取組

１ 子育て家庭への支援の充実 

(1)男女がともに担う子育ての意識啓発 
(2)ワーク・ライフ・バランスの推進 
(3)子育て家庭への経済的支援

２ 地域全体で担う子育ての推進 

(1)地域の社会資源の充実に向けた取組の推進 
(2)地域が主体となった子育て支援活動の充実に向けた取組の推進
(3)子育て家庭のニーズに合った情報提供・相談支援

施
策
の
方
向
と

推
進
項
目

１ 幼児教育の充実と教育・保育の一体的な推進 

(1)幼児教育の質の向上 
(2)認定こども園への移行の促進 
(3)幼保小連携の推進

４ 多様な保育ニーズへの対応と充実 

(1)多様な保育事業の充実 

施
策
の
方
向
と

推
進
項
目

２ 保育需要への適切な対応 

(1)多様な手法による定員枠の拡大 
(2)公立保育所の民営化と施設老朽化への対応

３ 保育の質の維持・向上 

(1)多様な運営主体の参入に伴う保育の質の確保 
(2)保育士確保対策の充実 
(3)特別な支援を必要とする子どもへの対応の充実 

５ 保育サービス利用における受益と負担の適正化 

(1)保育サービスの利用における受益と負担のあり方の検討 
(2)保育料の収納率向上に向けた取組の推進

６ 待機児童対策の総合的な推進

(1)待機児童対策の総合的な推進
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（６つの基本目標と１９の施策の方向）の推進

基本目標Ⅴ 子育てを支援する体制づくり 

基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちづくり 

基本目標Ⅳ 親と子が健やかに暮らせる社会づくり 

⑤ 「ワーク・ライフ・バランス」を実現する視点 
⑥ すべての子どもと家庭を支援する視点 
⑦ 子ども・子育て支援の量・質両面を充実する視点 
⑧ 地域の実情に応じた視点

２ 自立への基盤を育てる取組の推進 

(1)「キャリア在り方生き方教育」の推進 
(2)放課後の活動・地域での活動を通した健全育成 

１ 子どもの健やかな成長 

(1)安心して妊娠・出産できる環境の整備 
(2)乳幼児の健やかな発育・発達を支える 
(3)学齢期・思春期の子どもの心と体の健康を増進

施
策
の
方
向
と

推
進
項
目

１ 社会的養護が必要な子どもへの支援の充実 

(1)家庭に近い養育環境の推進と専門的支援の充実

(2)里親制度（家庭養護）の推進

２ ひとり親家庭への支援の充実 

(1)相談・支援体制の充実 

(2)家庭の生活を支援する取組の推進 

(3)自立に向けた子どもへの支援の充実

３ 障害のある子どもと家庭への支援の充実 

(1)相談・支援体制の充実 

(2)障害児の医療・福祉サービスの提供 

(3)学校における特別支援教育の充実

４ 自立に向けて課題を抱える子ども・若者への支援の充実

(1)課題を抱える子ども・若者対策の総合的な推進

５ 児童虐待対策の推進 

(1)児童虐待防止対策の推進

６ ＤＶ防止・被害者支援の推進 

(1)ＤＶ被害者の支援体制の充実とＤＶ防止への

取組

施
策
の
方
向
と

推
進
項
目

１ 子育てに配慮した生活環境の推進 

(1)子育てに配慮した住宅の普及促進 
(2)安全・安心なまちづくりの推進 
(3)安全・安心な公園・緑地の整備 
(4)交通安全対策の推進 
(5)子どもの事故の未然防止の推進 
(6)食の安全の確保

２ 子どもを犯罪から守り犯罪を防止する活動の推進 

(1)子どもの非行防止や犯罪から守る活動の推進 施
策
の
方
向
と

推
進
項
目

あふれるまち・かわさき 
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基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する社会づくり 

Ⅰ－１ 子どもの権利の尊重 

本市では、2000(平成 12)年に全国に先駆けて、国連の「児童の権利に関する条約」（1989(平成元)

年 11 月採択）の理念を踏まえた「川崎市子どもの権利に関する条例」を制定し、子どもの権利の保障

を明文化しました。 

子どもは、それぞれが一人の人間として、個別の意思を有し、かけがえのない価値と尊厳を持ってい

ます。そして、権利の全面的な主体として、よりよく育とうとする力が発揮できる豊かな子ども時代を

過ごすことができるようになります。 

また、大人とともに社会を構成するパートナーであり、子どもが社会に参加できるよう、子どもの権

利を尊重し、その保障に努める責務が社会全体にあります。 

●「子ども夢パーク」は、「川崎市子どもの権利に関する条例」に基づいて造られた施設として、子ど

もが「やりたい」と思ったことにチャレンジできるように、「自分の責任で自由に遊ぶ」ことを理念

として運営しています。子ども夢パーク運営委員会で、子ども委員と大人委員の協議によってルー

ルやイベントを決定し、子どもの自主的・自発的な活動を促進しています。 

●「川崎市子ども会議」を設置し、メンバーである子どもが自らの活動のテーマを決め主体となって

活動しています。子どもの目線で、まちの安全性、環境保全やいじめなど、その時々の社会問題に

対して話し合った結果を提言や報告書として取りまとめ、市政に対して子どもの視点で意見表明を

行ってきました。また、７つの「行政区子ども会議」及び51の「中学校区子ども会議」と連携や

交流を図っています。

●権利侵害に関わる相談・救済機関として、「人権オンブズパーソン」が子どもの相談・救済に取り組

んできました。

●「川崎市子どもの権利に関する条例」に基づき策定した「川崎市子どもの権利に関する行動計画」

（2014(平成 26)年３月第４次計画策定）を推進するとともに、11 月 20 日に川崎市子どもの権

利の日事業を実施するなど、子どもの権利条例の普及・啓発活動を進めてきました。 

第４章  基本施策の展開

これまでの取組 
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8 30.0 60.3 1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（n=463）

知っている 聞いたことはあるが内容は良くわからない 知らない 無回答

●「川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査報告書」（2012(平成 24)年）によると、「子ども」、

「おとな」ともおよそ６割が「川崎市子どもの権利に関する条例」について「知らない」と回答して

おり、認知度の低さが課題です。 

■子どもの権利条約を知っているか（子ども） 

資料：「川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査報告書」（平成24年）

■子どもの権利条約を知っているか（おとな） 

資料：「川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査報告書」（平成24年）

●条例では虐待や体罰、いじめ等の権利侵害によって傷ついたり困ったりしている子どもを支えるこ

とが明示されています。子どもの相談を受ける相談・救済機関が必要なときに相談先として選択さ

れるために、一層の相談機関の周知を行うことが求められます。 

●川崎市子ども会議として10年の活動をしてきた中で、初年度である2002(平成 14)年から活動初

期には50人を超えていた参加者数に対し、2013(平成 25)年には20人と減少し、子どもの参加

促進が課題となっています。 

◎子どもの権利の広報・啓発事業を推進するとともに、子どもの権利に関わる学習機会を提供し、子

どもの権利の保障に努める民間団体との連携を推進するなど、市民の広い関心を得て理解を深める

ための施策・事業を充実します。 

◎国籍や性別、障害、その他家庭の環境等を理由として差別や不利益を受けることがないよう、子ど

もの置かれている状況に応じて相談できる環境づくりを推進するとともに、家庭や地域、学校等に

おける子どもの権利保障に必要な支援を行います。 

10.6 28.8 60.8 0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（n=1113）

知っている 聞いたことはあるが内容は良くわからない 知らない 無回答

現状と課題 

計画期間における方向性 

回答総数（1,113） 

回答総数（463） 
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◎「川崎市子ども会議」、「行政区子ども会議」、「中学校区子ども会議」の充実と相互の連携を推進し、

子ども会議の活性化を図るとともに、「子ども夢パーク」等の活動を通じて、広く子どもの参加を呼

びかけ、主体的な社会活動の活性化を促進します。 

推進項目 （１）子どもの権利の普及・啓発 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

かわさき子どもの権利

の日事業 

かわさき子どもの権利の日（11 月 20 日）前後において、子

どもの権利に関係する団体等と協働し、「かわさき子どもの権利

の日のつどい」をはじめとする子どもの権利に関する広報・啓

発活動を実施します。 

市民・こども

局 

子どもの権利に関する

週間 

「川崎市子どもの権利に関する週間」を中心に、学校において

権利の学習を推進します。また、これらの取組を保護者や地域

住民に公開することにより、子どもの権利の理解を地域に広め

ます。 

市民・こども

局 

推進項目 （２）子どもの権利保障に関する相談支援体制の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

人権オンブズパーソン

の周知 

子どもの権利の侵害に関する相談・救済機関である人権オンブ

ズパーソン相談・救済事業について、市民の理解と活用拡大を

図るため、子ども・親・関係機関に向けた周知に努めます。 

市民オンブ

ズマン事務

局 

子どもの権利侵害の特

性に配慮した相談・救

済 

ホームページ等により子どもが安心して気軽に相談できるよう

さまざまな相談窓口を紹介するとともに、関係機関等と連携し

て、子どもの権利侵害の特性に配慮した相談及び救済を行いま

す。 

市民オンブ

ズマン事務

局 

推進項目 （３）子どもの主体的な参加の促進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

地域における教育活動

の推進事業 

地域における子どもの育ちと意見表明を促進するため、川崎市

子ども会議及び行政区、中学校区子ども会議の活動を推進しま

す。 

教育委員会

事務局 

子ども夢パークの充実 子どもの権利条例を具現化した施設であり、子どもがありのま

まの自分でいられ、子どもが主体性を発揮して遊べる子ども夢

パーク事業を推進します。 

こども本部 

青少年フェスティバル 青少年自身が企画から運営まで主体的に関わっていく「青少年

フェスティバルを実施し、青少年の社会活動への参加を促進し

ます。 

こども本部 
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推進項目 （４）多文化共生の取組 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

ふれあい館事業 互いの人権を尊重し合い、相互のふれあい交流を進めるため各

種講座や行事を実施します。 

こども本部 
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基本目標Ⅱ 子育てを社会全体で支える環境づくり 

Ⅱ－１ 子育て家庭への支援の充実 

少子化が進む一因として、若い世代の子どもを生み育てることへの不安やためらいがあります。若い

世代が子どもを生み育てたいと感じられるようにするためには、男女がともに子育てを担う意識の啓発、

仕事と家庭生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）に向けた働き方の改善、子育て家庭に対する経済

的負担の軽減等、社会環境の整備が求められています。 

●男女平等推進学習や家庭教育学級、両親学級などを開催し、男女がともに子育てを担うことについ

ての意識啓発を進めるとともに、小学生・中学生・高校生などを対象として育児体験学習等の機会

を設けてきました。 

●ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組として、子育て家庭への各種講演会やセミナーの開

催、近隣都県市との広域連携によるポスターの作成・掲示等による普及啓発を進めてきました。 

●子育て家庭への経済的支援として、中学校修了前の子どもを養育している家庭に対して、児童手当

を支給しています。 

 ●子どもの健康保持を目的として、子どもの医療費に関わる自己負担分を助成する小児医療費助成制

度を実施しています。制度開始当初の通院助成対象年齢は０歳児から２歳児まででしたが、順次対

象年齢の拡充を行い、2014(平成 26)年度現在では、小学校１年生までを助成対象としています。 

 ●ひとり親家庭の経済的支援として、児童扶養手当の支給、ひとり親家庭等医療費助成制度を実施し

ています。また、小児ぜん息患者医療費支給制度、小児慢性特定疾患医療給付など、特定の疾患や

特定の事情を持つ子育て家庭に対しても各種助成制度等を実施し、子どもの成長と子育て家庭の生

活を経済的に支えています。 

●「川崎市子ども・子育て支援に関する調査」（2014(平成 26)年）において、子育ての日常的な関

わりを尋ねたところ、「父母ともに」が62.1%で最も多いものの、母親が34.2％、父親は1.7％で

あり、日常的に子育てに関わっているのは母親が多いことがうかがえます。次代を担う子どもが、

男女共同参画を正しく理解し実践できるよう、長期的な視野に立った教育・啓発が必要です。 

現状と課題 

これまでの取組 
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62.1 

34.2 

1.7 

12.4 

0.9 

20.0 
27.6 

1.0 

1.9 

0.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

N=6969

父母ともに

母親

父親

祖父母

認定こども園

幼稚園

保育所

障害のある子どものための施設・事業所

その他

無回答

（％）

■子育て（教育を含む）に日常的に関わっている人や施設（就学前子ども）

資料：「川崎市子ども・子育て支援に関する調査」（平成26年）

●「川崎市労働白書」（2013(平成 25)年）によると、特に中小企業における「育児・介護等による

時差勤務制度」や「勤務軽減措置」は、大企業と比較すると進んでいないのが現状です。育児休業

取得促進や、仕事と生活の調和を可能にする多様な働き方についての普及・啓発など、雇用する側

（事業主）と働く側（被雇用者）双方への働きかけが必要です。

＜市内事業所における「ワーク・ライフ・バランス」への取組状況＞  （単位：％）

区分 

調
査
数
（
か
所
）

育
児
・
介
護
等

に
よ
る
時
差
勤

務
制
度

勤
務
軽
減
措
置

在
宅
勤
務
制
度

託
児
施
設
の
設

置 休
職
中
の
経
済
的

支
援
（
社
会
保
険
料

の
援
助
等
）

休
職
前
や
復
帰
時

の
上
司
や
人
事
部

を
交
え
た
面
談

育
児
・
介
護
の
事
由

に
退
職
者
へ
の
再

雇
用
制
度

転
勤
の
要
件
を
満
た
さ

な
い
女
性
社
員
の
管
理

職
へ
の
都
用

そ
の
他

左
記
の
よ
う
な
取

組
は
い
ず
れ
も
行

っ
て
い
な
い

無
回
答

全体 778 46.3 39.1 1.3 0.8 6.3 25.6 5.8 6.9 2.1 31.2 9.0 
大企業 166 77.7 67.5 1.8 3.6 13.3 54.2 13.9 13.9 1.2 5.4 2.4 
中小企業 576 37.3 31.1 1.0 - 4.3 17.7 3.8 5.2 2.4 38.4 10.8 

資料：「川崎市労働白書」（平成25年度） 

●総務省の「就業構造基本調査」によると、雇用者の年収が20代では、1997(平成 9)年に 300万

円台が24.9％と最も多かったものが、2012(平成２４)年には18.7％となり、200万円台前半の

割合18.6％とほぼ同数となっています。また、30代では、1997(平成９)年には年収が500～699

万円が23.7％と最も多いですが、2012(平成２４)年には14.3％と割合が低下し、300万円台が

最も多くなっています。 

回答総数（6,969）
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■収入階級別雇用者構成

●「川崎市次世代育成支援に関するニーズ調査報告書」（2009(平成 21)年）では、実際に持つつも

りの子どもの数が理想よりも少ない理由として、「子育てや教育にお金がかかるから」という経済的

理由があげられています。親になる世代が経済的理由により子どもを持つことを諦めないように、

子育て家庭における子育てや教育などの経済的負担を軽減し、「もっと子どもを持ちたい」と思う家

庭を増やすことが重要です。 

２０代

３０代

3.0

6.6 7.2

10.2

17.5

16.2

24.9

10.2

3.2 0.4

0.1

5.2

9.7
10.3

11.7

18.6

14.4

18.7

7.3

2.4 0.3
0.10.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

50万円
未満

50～99
万円

100～149万円 150～199万円 200～249万円 250～299万円 300～399万円 400～499万円 500～699万円 700～999万円 1000万円以上

平成9年 平成24年

（％）

2.8
7.7

7.9 6.7

10.8 9.4

18.9

15.8
14.3

3.7

0.92.4

8.4

5.0
3.8

5.9 6.1

16.4

19.5

23.7

6.9

1.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

50万円
未満

50～99
万円

100～149万円 150～199万円 200～249万円 250～299万円 300～399万円 400～499万円 500～699万円 700～999万円 1000万円以上

平成9年 平成24年

（％）

資料：総務省「就業構造基本調査」 
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7,281
6,947 6,902 6,769

7,385
7,649

6,574

7,315
6,867

8,229

5,495
5,909 6,158 5,941 5,924 6,003

5,567

6,679
6,273

7,184

4,404 4,628 4,540 4,526

3,995 3,985
3,448

4,143 4,193

4,795

2,614 2,634 2,596 2,457
2,296 2,388

2,033 2,499 2,372

3,014

2,598 2,523 2,427 2,252
2,112 2,100 1,859 2,042 2,037

2,142

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

昭和59 昭和62 平成２ 平成５ 平成８ 平成11 平成14 平成17 平成20 平成23

0歳

20～24歳

1～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

（年）

（人口10万対）

●子どもの医療費を取り巻く状況をみると、受療率は低年齢になるほど高くなり、特に０～９歳まで

の受療率が高く、近年さらにこの傾向が強まっています。こうしたことは、家計における医療費の

負担につながっていくことから、子育て家庭の経済的格差が広がる中、必要な医療を安心して受け

ることができる環境整備が求められています。 

■年齢階級別受療率の推移

◎「男女平等かわさき条例」における「男女平等のまち・かわさき」の実現に向けて、男女が、職場、

家庭、地域などあらゆる場面で、個人として自立し自由に生き方を選ぶとともに、互いの生き方を

尊重し、責任を分かち合いながら、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を目指し、その認識

が深められるよう広報・啓発活動を推進します。 

◎将来親になる若い世代が子育てに関心を持つよう、小・中学生や高校生などを対象に、育児体験学

習の機会を設け、実際に子どもが親になった際の「自助」の力を向上させる取組を推進します。 

◎妊娠・出産・子育てを経て就業が継続でき、女性が活躍するためには仕事と家庭を両立しやすい環

境づくりが求められています。そのためにも、男女の働き方の改革に向けた取組や、意欲や能力に

応じた労働参加と、出産・育児を含め健康で豊かな生活の双方の実現を促す仕組みづくりなど、男

女がともに仕事と生活のバランスが取れた生活が送れるよう、行政、企業・事業者、関係団体、市

民と協働し、ワーク・ライフ・バランスの取組を進めます。 

◎安心して子どもを生み育てるためには家計の安定は必要であり、引き続き、経済的負担の軽減につ

ながる取組を推進します。特に、医療費の助成は子どもの健やかな成長を支えるために大きな役割

を果たす重要な施策であり、小児医療については、子育て家庭のニーズを踏まえるとともに、子ど

もの成長にとって必要な年代を十分に考慮して、制度の拡充を図ります。助成の拡充に関わる制度

設計にあたっては、持続可能なサービス提供となるよう考慮します。 

資料：厚生労働省「患者調査」 

計画期間における方向性 
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推進項目 （１）男女がともに担う子育ての意識啓発 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

男女共同参画の視点に

立った広報・啓発活動

の推進 

「男女平等推進週間」等の事業を実施するとともに、市のあら

ゆる施設を積極的に活用し、男女平等についての理解を深める

広報・啓発を行います。 

市民・こども

局 

男女共同参画の視点に

立った家庭教育の支援 

子育てセミナー等において、男性が参加しやすい講座時間・内

容を企画し、男女共同参画に対する意識啓発を推進します。 

市民・こども

局 

健全母性育成事業 思春期の男女に対して、母子保健の知識や男女がともに子育て

を担うことについての意識啓発を、学校と連携して推進します。 

こども本部 

両親学級 男性の育児参加を促進し、夫婦で子育てが楽しく行えるよう、

男女共同参画に対する意識啓発を推進します。 

こども本部 

推進項目 （２）ワーク・ライフ・バランスの推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

子育て家庭に対するワ

ーク・ライフ・バラン

スの推進に向けた普及

啓発 

子育て家庭に対するセミナーを開催し、ワーク・ライフ・バラ

ンスの普及啓発を図ります。 

こども本部 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に向けた広

報の実施 

近隣自治体と連携し、一斉定時退庁の取組の推進に向けたポス

ターの作成・掲示などを行い、仕事と生活の調和がとれる働き

方について普及啓発を行います。 

こども本部 

川崎市労働情報の発行 情報誌「かわさき労働情報」により事業者に対する情報提供・

啓発を行います。 

経済労働局 

推進項目 （３）子育て家庭への経済的支援 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

児童手当 中学校修了前の子どもを養育する家庭に対し、手当を支給する

ことにより、経済的負担を軽減し、家庭における生活の安定と

子どもの健やかな成長を支援します。 

こども本部 

児童扶養手当 父母の離婚等で、父または母と生計を同じくしていない子ども

が養育される家庭（ひとり親家庭）に対し手当を支給すること

により、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子

どもの福祉の向上を図ります。ひとり親家庭等への支援の一環

として、総合的な観点から経済的支援のあり方を検討します。 

こども本部 
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事業名 平成31年度までの主な取組 所管

小児医療費助成 小児に係る医療費の自己負担分を助成することにより、子ども

の健康保持と福祉の増進を図ります。通院医療費の助成対象に

ついて、小学校６年生までの拡大を目指します。２０１５(平成

２７)年度からは小学校２年生まで拡大し、２０１４(平成２８)

年度に小学校３年生まで段階的に拡大するための取組を進めま

す。制度の拡充にあたっては、制度の安定性・継続性に配慮し、

検討を行います。 

こども本部 
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Ⅱ－２ 地域全体で担う子育ての推進 

都市化や核家族化の進展によって地域での住民同士のつながりが薄くなり、地域コミュニティが希薄

になったことで、地域の大人が子どもに関わる機会が少なくなっています。もともと、子どもは地域の

中で様々な大人との関わりや見守りの中で成長していくものであり、家庭だけでなく住民とのコミュニ

ケーションは、子どもの成長・発達に大きな影響をもたらすものです。 

地縁組織・ボランティア団体の活動や地域住民の相互の支え合いなど、多様な主体による取組を進め、

地域の「互助」の力を強め、地域全体で子育てを見守り、支える仕組みが求められています。

●市民にとって身近な区役所を地域の子ども・子育て支援のネットワークづくりの拠点として位置付

け、区役所に「こども支援室」を設置し、区ごとの地域ニーズに応じた総合的な子ども施策を推進

してきました。 

●地域の実情に応じながら、保育所、幼稚園、学校等の子育て・教育関連施設と、社会福祉協議会、

民生委員・児童委員、主任児童委員、町内会・自治会、こども会等の地域団体等が連携を密にし、

協働して取組を進めていくために、子育てに関するネットワーク会議を開催してきました。 

●公立保育所における園庭開放や区役所における子育てグループへの支援等、行政が持つノウハウや

場を活用しながら、地域の子育て力の向上に取り組みました。 

●こども文化センター（59か所）や地域子育て支援センター（53か所）など、地域の子育て支援に

関わる事業等を実施してきました。 

●地域における子育てや仕事と育児の両立を、市民が相互に行う育児援助活動を通して支援する「ふ

れあい子育てサポート事業」を実施し、市民同士による相互支援を促進してきました。 

●子育てに関する制度やサービス、保育所等に関する情報提供を実施してきました。 

●２０１４(平成 26)年４月から「新たな公立保育所」の「地域の子ども・子育て支援」の機能の取り

組みとして、就学前児童を対象とした地域の子育て環境を取り巻く自助・互助力向上を目的とした

ネットワーク構築のためのコーディネートの役割を担いました。

●女性の社会進出に伴う保育所等の増設、児童虐待等による児童相談所相談件数の増加などの課題へ

の対応等、行政の「公助」が担う役割が増しており、持続可能なサービスを提供に向けた取組を推

進することが重要です。 

●こどもの健全な成長・発達を促すには、地域との関わりや、見守り体制の充実が重要です。地域の

子育て支援体制の充実に向けて、地域の子育て支援関係団体等と行政との協働により、地域住民が

主体となる活動の活発化や新たな活動の創出を促進するなど、地域の課題は地域の支え合いで解決

する「互助」の仕組みの充実が必要です。

これまでの取組 

現状と課題 
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●地域のニーズに応じた子育て支援事業を中心となって推進してきた区役所が行政のこれまでのノウ

ハウを活かして地域のネットワークをさらに充実させ、地域が主体となった子育て支援の取組を推

進することが求められています。 

●市の施策や取組などについての情報が市民に届いていないという課題があり、個々の子育て家庭の

ニーズに合った的確な情報提供・相談支援が必要です。 

◎こども文化センターや地域子育て支援センター等、子育て支援の場の充実を図るとともに、「子育て

サロン」など地域主体の取組について現状把握や分析を行い、地域の社会資源としての「場」の拡

充と有効活用を図ります。 

◎地域の「互助」の中核となる地域人材の把握と育成に努めます。 

◎地域の「互助」の公的な仕組みとしての「ふれあい子育てサポート事業」について、充実を図りま

す。 

◎市民にとって身近な区役所が「子育ての総合的な支援拠点」として、区ごとの子育てに関わる現状

やニーズの把握・分析を行い、地域の社会資源(場・人材)と連携しながら地域をコーディネートし、

多様な主体との協働による取組を推進します。 

◎子ども及びその保護者が、地域の教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよ

う、子育て家庭のニーズに応じた適切な情報提供・相談支援を行います。 

◎子育てに係る情報を提供しながら、子育て家庭が地域とつながる契機ともなる「乳児家庭全戸訪問

事業」の充実を図ります。 

■本市における子ども・子育て支援の全体像（イメージ） 

計画期間における方向性 
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推進項目 （１）地域の社会資源の充実に向けた取組の推進

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

地域子育て支援センター

事業 

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点

として、子育ての不安感等の緩和、子どもの健やかな育ちの

支援など、地域の子育て支援機能の充実を図ります。 

こども本部

区役所 

ふれあい子育てサポート

事業 

地域における子育てや、仕事と育児の両立を、市民が相互に

行う育児援助活動を通して支援する事業として、育児の援助

を行いたい人と、育児の援助を受けたい人との連絡、調整を

行い、会員相互による育児援助活動を推進します。 

こども本部 

こども文化センター事業 地域の社会資源としておおむね中学校区に 1 か所設置されて

いる利便性を活かした施設の活用のあり方を検討し、子育て

支援、小学生・中学生・高校生の居場所づくりとともに、乳

幼児から高齢者までの多様な世代が交流しながら主体的に活

動できる地域の拠点として、機能の強化を図ります。 

こども本部

区役所 

青少年指導員活動への支

援 

地域における青少年の健全育成の推進を担うことを目的とし

て設置している青少年指導員に対し、区青少年指導員連絡協

議会の活動に対する支援や、青少年指導員の資質向上のため

の研修を開催するなど、青少年にとって望ましい育成環境づ

くりを推進します。 

こども本部 

青少年育成連盟への支援 子ども会連盟、ボーイスカウト、ガールスカウト、海洋少年

団で構成されている川崎市青少年育成連盟の活動を支援しま

す。また、構成団体が実施する各種行事等への協力や、ジュ

ニアリーダー等の養成を行い、青少年が地域の中で様々な大

人に見守られながら健やかに成長していけるための地域づく

りを進めます。 

こども本部 

推進項目 （２）地域が主体となった子育て支援活動の充実に向けた取組の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

区役所を拠点とした子育

て支援のネットワークの

充実 

子育て支援に関わる関係機関・団体とのネットワーク会議を

開催するほか、「新たな公立保育所」の「地域の子ども・子育

て支援」の機能等を活用し、地域で活躍する様々なグループ

や団体の連携の強化・地域ネットワークの充実を図り、地域

が主体となった子育て支援事業を推進します。 

区役所 

子育て支援に関わる地域

グループの育成支援 

子育てサロンや、地域の子育てグループとの交流会の開催な

ど、活動支援を行い、子育て支援に関わる地域グループの育

成支援を図ります。 

こども本部

区役所 
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事業名 平成31年度までの主な取組 所管 

地域の子育て支援を担う

人材の育成支援 

地域において、子ども・子育て支援に興味のある方たちに対

して、子育て支援に関する様々な講座や研修を行い、地域の

子育て支援を担う子育て支援者を養成するなど、地域の人材

の育成支援を行います。 

こども本部

区役所 

地域の交流支援 土曜日等に各種講座やイベントを開催し、父親同士や家族間

の交流支援、父親の育児参加の促進等を図ります。 

区役所 

地域子ども・子育て活動

支援助成モデル事業 

地域と連携して日常的に小学生の健全育成のための活動を行

う団体の取組を育成するため、区と連携しながらモデル事業

を行います。 

こども本部 

推進項目 （３）子育て家庭のニーズに合った情報提供・相談支援

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

区役所における保育資源

等の情報収集とニーズに

応じた情報提供、相談・

コーディネート機能の充

実 

多様化する子育て家庭のニーズに的確に対応するため、地域

における教育・保育施設（保育所、認定こども園、幼稚園）

や地域型保育事業（小規模保育、家庭的保育等）、川崎認定保

育園等の情報を収集・蓄積し、利用者ニーズに応じた施設・

事業等の情報提供を行うなど、利用申請前から入所保留とな

った後まで、利用者の視点に立った切れ目のない相談・コー

ディネート機能を充実していきます。 

また、情報提供にあたっては、区役所窓口においてタブレッ

ト端末を活用した効果的な対応を図るとともに、保護者等が

自ら希望する施設・事業等を選択できるよう、ホームページ

の活用や「子育てガイドブック」等を作成するなど、きめ細

やかな支援を実施していきます。

こども本部 

区役所 

子育て情報の発信 子育てに役立つ身近な情報を、子育て親子に的確に届けるた

め、全市版の子育てガイドブックや、各区版の子育て情報誌

の作成、子育て応援ナビによる情報発信など、多様な方法に

よる情報提供を行います。 

こども本部 

区役所 

地域の場を活かした相談

支援 

こども文化センターや保育所、地域子育て支援センターなど、

市民にとって身近な場所において、情報提供を行うとともに、

子育てや地域の仲間づくりなどの相談支援を行います。 

こども本部 

区役所 

乳児家庭全戸訪問事業 親子が地域で孤立せずに安心して育児できるよう、乳児家庭

を地域の訪問員等が訪問し、地域の子育て支援情報の提供等

を行う「こんにちは赤ちゃん事業」等の充実を図るとともに、

生後4か月までの乳児家庭の全戸訪問を目指します。 

こども本部 
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事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

新たな公立保育所「地域

の子ども・子育て支援」

の機能 

「新たな公立保育所」では地域の子育て相談、情報発信を担

う機能の拡充、及び保護者・子ども相談支援機能の拡充を図

ります。 

区役所 
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基本目標Ⅲ 乳幼児期の保育・教育の良質な環境づくり 

Ⅲ－１ 幼児教育の充実と教育・保育の一体的な推進 

2012(平成24)年８月、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して、

「子ども・子育て関連３法」が制定され、2015(平成 27)年４月から「子ども・子育て支援新制度」が

導入されることとなりました。新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するために幼稚園や保

育所等が一体となった「給付制度」が導入されるとともに、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、

地域の子育て支援も行う「認定こども園」の普及を図ることとされています。 

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う大切な時期であり、このような時期に行われる幼児教

育は非常に重要なものです。そのため、子どもが周囲との信頼関係に支えられた生活の中で、一人ひと

りが安心感を持って過ごし、遊びを通した教育により様々な活動ができる環境を整えていく必要があり

ます。 

本市では、これまで幼稚園が積み上げてきた「幼児教育」に関する理念と、日々実践している教育成

果を活かし、保育施策・事業と連携して、すべての子どもが必要に応じた良質な教育・保育を受け、健

やかに成長するよう支援していきます。 

●本市では2009(平成21)年度末に市立幼稚園を廃止しており、私立幼稚園が各園の教育方針に基づ

き、特色ある教育を実践し、幼稚園での教育を全面的に担ってきました。 

●幼稚園は、地域に根付いた教育施設として長年にわたり運営してきた実績を持っています。そして、

子ども一人ひとりの発達に応じ集団生活を通して生きる力の基礎を育成するとともに、小学校教育

へ円滑につなげる幼児教育を実践するなど、子どもの健やかな成長を支える重要な役割を果たして

きました。 

●市内の私立幼稚園の運営や私立幼稚園協会の活動に対し補助を実施するとともに、特別な支援を必

要とする子どもの受入れ、預かり保育の充実、園庭開放や、講演会の開催などの子育て支援事業の

促進が図られるよう補助を実施し、総合的な幼児教育の振興を図ってきました。 

●国の幼児教育無償化の動き等に合わせた私立幼稚園保育料補助により、保護者の経済的負担の軽減

を図ってきました。 

●2010(平成 22)年４月に、幼保連携型認定こども園を民設民営で開設し、本市のモデル園として幼

児教育と保育の総合的、一体的な提供を行うとともに、教育・保育の実践研究を行ってきました。 

 ●幼稚園、認定こども園、保育所から小学校への円滑な接続を行うため、各区役所のこども支援室が

中心となり幼保小連携事業を推進してきました。 

基本目標Ⅲでは、これまで本市において保育施策を推進するための行動計画として位置付け、取組

を推進してきました「川崎市保育基本計画」の「基本目標」や「具体的な支援策」等を踏まえ、2015(平

成２７)年度から推進する施策・取組について示しています。

これまでの取組 
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●本市の３～５歳の子どもの約６割は幼稚園を利用しており、今後も、幼稚園や認定こども園、いず

れの施設においても、引き続き子どもたちへの質の高い幼児教育の提供が必要です。 

●幼児教育の重要性が高まる中、社会経済情勢の変化による女性の社会進出などに伴い保育ニーズが

増加している状況があり、都市部では待機児童解消が喫緊の課題となっています。このような保護

者の「教育と保育」の多様なニーズに対し、１号認定から３号認定のすべての子どもを受け入れ、

教育・保育を一体的に提供する認定こども園が、その受け皿として期待されています。 

＜新制度における教育・保育の利用区分＞ 

支給認定区分 年齢 保育の必要性 
教育・保育の必要量に 

応じた区分 
利用できる施設 

１号認定 満３歳以上 なし 教育標準時間 
幼稚園 

認定こども園 

２号認定 満３歳以上 あり 
保育短時間 
保育標準時間 

保育所 
認定こども園 

３号認定 満３歳未満 あり 
保育短時間 
保育標準時間 

保育所 
認定こども園 
地域型保育事業 

＜新制度における幼稚園の類型＞ 

制度 類型 給付 所管 保育料 受入園児 

子ども・子育て 
支援新制度 

幼稚園 

施設型 
給付 

川崎市 
市が定める 
保育料注） 

１号 

幼保連携型認定こども園 
１～３号 

幼稚園型認定こども園 

従来の制度 幼稚園 私学助成 神奈川県 園が定める保育料 （１号）

注）市が定める保育料：保育料の他に、園によっては、その他の諸費用（特定負担額、実費徴収）がかかる場合があります。 

●現在、市内の認定こども園は、幼保連携型認定こども園が１園、幼稚園型認定こども園が１園の合

計２園です。幼稚園の実績と環境を活かし、さらに充実した教育・保育の実施、多様なニーズへの

対応を図るため、幼稚園や保育所から認定こども園への移行を支援することが必要です。 

●認定こども園への移行にあたり、２号、３号認定の子どもを受け入れるための施設整備等が必要と

なります。また、幼稚園の立地と、２号、３号認定の子どもの需要が多い地区とのマッチング等の

調整が必要です。 

●幼稚園では、保護者の多様なニーズに対応するため、教育時間の前後に預かり保育を実施しており、

さらなる充実が期待されています。本市では、2014(平成 26)年度から認定こども園への移行を前

提とした幼稚園に対し長時間預かり保育事業への補助を開始しており、継続した支援が必要です。 

●新制度施行後は、幼稚園は事業者の意向により、新制度の施設型給付の幼稚園・認定こども園に移

行する園と、新制度に移行せずに従来の制度を継続する園があります。新制度に移行しない幼稚園

における教育・保育は、各園の教育方針に基づき、従来どおり継続して実施されます。 

現状と課題 
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●新制度に移行する幼稚園、認定こども園等は共通の給付制度（施設型給付）に一本化され、すべて

の子どもが必要に応じた教育・保育を受けることとなります。それぞれの施設類型における教育・

保育時間等を踏まえた利用する保護者の負担のあり方を検討することが必要です。 

●幼稚園教諭の確保と安定雇用や、特別な支援を必要とする子どもへの対応等について、国が定める

質の基準を踏まえながら、本市の教育・保育の質の改善を図る必要があります。 

●2015 (平成 27)年 4 月から、幼保連携型認定こども園の認可について県から権限移譲されること

から、本市における幼保連携型認定こども園の指導監査の体制整備が必要です。加えて、その他の

３類型（幼稚園型・保育所型・地方裁量型）認定こども園の認定について県から権限移譲されるこ

とから、適切な対応が求められます。 

類型 機能 

幼保連携型 
認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定

こども園としての機能を果たすタイプ 

幼稚園型 
認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所

的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ 

保育所型 
認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的

な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ 

地方裁量型 
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園と

して必要な機能を果たすタイプ 

●子ども一人ひとりが安心して就学を迎え、実り多い学校教育を受けられるよう、幼稚園、認定こど

も園、保育所と、小学校、地域療育センター等の専門機関が連携して就学前後の子どもへの支援を

行うことによって、子どもの学びの連続性を確保することが重要です。 

◎子どもたちが安心して過ごし、充実した活動ができる教育・保育環境を整えていくよう、幼稚園の

これまでの実績を活かし、引き続き充実した教育・保育を推進します。 

◎特別な支援を必要とする子どもの受入れの推進など、特色ある幼稚園における教育の充実を図るた

め、必要な経費の助成や幼児教育相談員の巡回等、幼稚園における教育の振興や支援に取り組みま

す。 

◎幼稚園利用者の多様なニーズに対応するため、保育所の開所時間と同等の運営をする長時間預かり

保育事業を行う幼稚園への支援など、幼稚園の預かり保育事業の充実を図ります。 

◎多様な教育・保育ニーズへの柔軟な対応を図るために、幼稚園から認定こども園への移行を促進し、

移行に向けて計画的な整備を進めるとともに、保育所から認定こども園への移行も支援します。 

◎認定こども園への移行にあたっては、幼保連携型認定こども園への移行を最終的な目標として見据

え、円滑に移行が進むように、希望する幼稚園や保育所に対して個別の状況に応じた支援と段階を

踏んだ取組を行います。 

計画期間における方向性 
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◎幼稚園、認定こども園の教育・保育の質の向上のために、国が定める質の基準を踏まえながら、市

としての運営水準の向上を図ります。あわせて、2016(平成 28)年度以降の利用する保護者の受益

と適正な負担について検討し、国の幼児教育無償化の動きや他都市の状況にも留意しながら、適切

な補助水準及び保育料の設定について一定の方向性を確定します。 

◎幼保連携型認定こども園における指導監査の体制を確立するとともに、施設型給付施設への確認・

指導を実施する等、質の高い教育・保育の提供の推進に取り組みます。また、認定こども園の認可

及び認定は、本市の基準等に基づき適切に行います。 

◎幼稚園、認定こども園、保育所と小学校、地域療育センター等の専門機関と連携して情報交換や研

修の実施、子どもたちとの交流等を通して、相互に教育内容や子どもの状況等を把握するなど、幼

保小の連携を図りながら、子どもたちが安心して小学校生活をスタートできるように、小学校教育

との円滑な接続を行います。 

推進項目 （１）幼児教育の質の向上 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

私立幼稚園に対する助

成事業 

質の高い幼児教育を推進するために、特別支援教育事業や子育

て支援事業、預かり保育事業等の事業を実施する市内の私立幼

稚園に対し、必要な経費の助成や、幼児教育相談員の巡回等を

実施し、教育の充実に積極的に取り組む幼稚園への支援を行い

ます。 

また、子ども・子育て支援新制度による施設型給付を幼稚園、

認定こども園に対し給付するとともに、教育・保育の質の向上

のために、国における質の改善を踏まえながら、運営水準の向

上を図ります。 

こども本部 

私立幼稚園保育料補助

事業 

私立幼稚園に園児を通園させる保護者に対し、保育料の一部を

助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

こども本部 

幼児園保育料補助事業 幼児園（幼稚園類似の幼児教育施設で、市が認定する施設）に

園児を通園させる保護者に対し、経済的負担の軽減を図ります。 

こども本部 

幼児教育への支援 幼児教育に携わる幼稚園教諭、保育士等を対象とした講座や研

修を実施することにより、幼児教育の充実を図ります。 

こども本部 

推進項目 （２）認定こども園への移行の促進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

認定こども園整備事業 認定こども園への移行を進めるため、必要な整備を計画的に行

います。 

こども本部 
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事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

認定こども園保育士等

資格取得支援事業 

認定こども園における保育教諭は、幼稚園教諭と保育士資格両

方の免許・資格を有するものとされていることから、有してい

ない資格取得の支援を推進します。 

こども本部 

長時間預かり保育事業 保育所の開所時間と同等の運営を実施するとともに、認定こど

も園への移行を前提とした幼稚園に対し、長時間の預かり保育

事業に対する助成を実施します。 

こども本部 

推進項目 （３）幼保小連携の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

校長・園長連絡会等の

実施 

小学校校長と幼稚園・認定こども園・保育所園長との連絡会、

教諭や保育士等実務担当者の連絡会等を通じ、様々なネットワ

ークにより幼保小の連携を図ります。 

こども本部 

区役所 

各小学校における園

児・児童の交流 

幼稚園・認定こども園・保育所年長児の小学校行事への参加等

を通じて、園児と児童の交流を実施し、就学前の子どもが安心

して就学を迎えられるような取組を推進します。 

こども本部 

区役所 

就学に向けたリーフレ

ット等の作成・配布

幼稚園・認定こども園・保育所年長児とその保護者に向けたリ

ーフレット等を作成・配布し、就学前の準備と就学後の生活に

ついて啓発を図ります。

区役所
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Ⅲ－２ 保育需要への適切な対応 

本市では、人口の増加に伴い就学前児童数が増加しているとともに、核家族化、共働きをする子育て

家庭の増加などの社会状況の影響などから、保育所利用申請数は毎年増加しています。 

そのため、これまでも大幅な保育受入枠の拡大を図ってきましたが、今後、さらなる保育需要への対

応に向けて保育環境の整備が求められています。地域ごとの保育需要に効率的かつ効果的な対応をして

いくため、多様な手法を用いた確保策を実施していく必要があります。 

●高まる保育需要や多様化する保育ニーズに対応するため、2002(平成 14)年２月に「川崎市保育基

本計画」を策定し、保育受入枠や多様な保育サービスの拡充を図ってきました。 

●2011(平成 23)年３月には「第２期川崎市保育基本計画（かわさき保育プラン）」を策定し、認可

保育所の整備については、公募型の民間事業者活用型保育所整備を中心に、新たに鉄道事業者との

連携や、土地所有者と保育事業者のマッチング、国有地の活用などの整備手法に取り組むとともに、

民間活力の積極的な導入により、2011(平成23)年度から2013(平成 25)年度までの間に4,420

人の定員増を図りました。2014(平成 26)年度には 2015(平成２７)年４月の待機児童解消の実現

に向け、1,790人の定員増を図り、全市で20,325人の定員枠を確保しました。 

●公立保育所の民営化を 2005(平成 17)年度から実施し、2015(平成 27)年４月１日現在で 36 か

所39園の民営化を図り、625人の定員増を図りました。 

●認可外保育事業については、2013(平成 25)年１月に策定した「川崎市認可外保育事業再構築基本

方針」に基づき、複数あった本市の独自制度については一元化を図り、本市が定める基準を満たし

た「川崎認定保育園」の制度へと再編を進め、家庭保育福祉員（保育ママ）、おなかま保育室、川崎

市認定保育園等を含めて、2014(平成 26)年４月現在、4,130人の受入枠を確保しています。 

＜認可保育所の整備状況の推移＞ 

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

認可保育所

の定員枠の

拡大 

目標 
20 か所 1,585 人増 

（180か所 15,905 人） 

20 か所 1,465 人増 

（203 か所 17,490 人） 

20 か所 1,270 人増 

（223 か所 18,955 人） 

22 か所 1,540 人増 

（243 か所 20,225 人） 

実績 
23 か所 1,585 人増 
（180か所 15,905 人） 

18 か所 1,505 人増 

（203 か所 17,490 人） 

20 か所 1,330 人増 

（221 か所 18,995 人） 

32 か所 1,790 人増 

（241 か所 20,325 人） 

※目標・実績各欄の上段は、当該年度の保育所の建設箇所数と定員枠の拡大人数を、下段（ ）内は、各年度の 4 月当初

の箇所数と、定員を示す。 

●首都圏における待機児童解消への期待感が高まっており、新たな需要に対して適切かつ迅速な対応

が必要です。 

これまでの取組 

現状と課題 
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●大規模住宅開発等に伴い保育需要が急増している地域があり、重点的な保育所整備が必要です。 

●引き続き低年齢児の利用申請が多くなっており、受入枠の拡充が課題となっています。 

●横浜市との市境の地域で保育所整備に適した土地等がなく、保育資源が不足している地域がありま

す。 

●既存の公立保育所の中から、各区３か所を本市の保育施策の中心を担う施設として「新たな公立保

育所」として位置付け、３つの機能（「地域の子ども・子育て支援」、「民間保育所等への支援」、「公・

民保育所人材育成」）の強化を柱とした取り組みを推進していますが、一方では施設の老朽化が進ん

でおり、その対策が課題となっています。 

●「新たな公立保育所」以外の公立保育所については、保育需要や築年数を考慮した民営化が課題と

なっています。 

●公立保育所の指定管理園（公設民営）については、民設民営化に向けて、順次進めていくことが必

要です。 

●改築を必要とする時期にきている民間保育所も複数あることから、その対策が課題となっています。 

●認可外保育事業である川崎認定保育園等の事業継続と保育の質の担保・向上に向けた取組が課題で

す。 

◎保育需要に対応し、重点的に保育所の整備が必要な箇所を定める一方で、整備手法については多様

な手法を用いることによって、必要な場所に必要な量の整備を効率的に推進します。 

◎低年齢児の受入枠の拡充策として、定員60人以上の保育所を補完する０～２歳児を対象とした定

員１９人以下の小規模保育事業所の整備を進めていきます。 

◎「横浜市と川崎市との待機児童対策に関する協定」（2014(平成 26)年 10月 27日締結）に基づ

き、市境にある市有地や国有地、民有地等で周辺の保育需要を双方に補完し合える土地等を活用し

て、保育所等の共同整備を進めていきます。 

◎「新たな公立保育所」については、早期に建替えるべき保育所と長寿命化を進めるべき保育所を分

けることで、効率的で計画的な維持保全を進め、公立保育所全体のライフサイクルコストの低減を

図っていきます。 

◎公立保育所の民営化については、譲渡や貸付など建替え以外の手法を含め、さらに効率的に推進で

きるよう検討を進めます。 

◎公立保育所の指定管理園（公設民営）については、施設の形態により手法の方向性を定め、指定期

間の終了時に順次、民設民営化を進めます。 

◎民間保育所の建替えについては、その手法や資金調達の関係も含み、運営法人と調整を図っていき

ます。 

◎川崎認定保育園については、当面は制度を継続するとともに、施設の認可化や小規模保育事業への

移行を推進します。 

計画期間における方向性 
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推進項目 （１）多様な手法による定員枠の拡大 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

重点整備箇所への認可

保育所の整備 

認可保育所の整備は、待機児童解消への期待感により新たに掘

り起こされる保育需要や、引き続き大規模住宅開発等により保

育需要の急増が見込まれる地域の状況を見極め、必要とされる

場所に的確かつ効果的に整備を行い、待機児童解消の継続を図

っていきます。 

整備地域の選定にあたっては、教育・保育施設（保育所、認定

こども園、幼稚園）や地域型保育事業（小規模保育、家庭的保

育等）、川崎認定保育園等の入所や空き状況、入所保留者の地域

（町丁）別、児童年齢別、ランク別件数等の把握・分析を行い、

保育需要が見込まれる重点整備地域の絞り込みを行います。ま

た、保育所等に適した物件の掘り起こしが課題となっているこ

とから、保育所等の整備に向けては、区役所とこども本部が連

携しながら、対応を図ります。 

こども本部 

小規模保育事業所の整

備 

小規模保育事業所については、面積的に認可保育所の整備が困

難な既成市街地においても重点的で柔軟な整備がしやすいこと

から、保育需要の高い市街地等に指定する緊急整備地区を中心

に、効果的な整備を推進していきます。

こども本部 

横浜市との協定に基づ

く認可保育所の共同整

備

「横浜市と川崎市との待機児童対策に関する協定」（2014(平

成 26)年 10月 27日締結）に基づき、本市と横浜市との市境

にある市有地や国有地、民有地等を活用しながら、市境周辺に

おける保育需要を双方に補完し合える土地等に、保育所等の共

同整備を進めていきます。

こども本部 

川崎認定保育園におけ

る受入枠の確保 

本市独自の認可外保育事業である川崎認定保育園については、

一定の受入枠を継続して確保するとともに、保護者の保育料負

担軽減を実施します。

こども本部 

推進項目 （２）公立保育所の民営化と施設老朽化への対応 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

「新たな公立保育所」

の老朽化対策と機能強

化の推進 

建替えるべき保育所と長寿命化を進めるべき保育所を早期に切

り分け、総合的な老朽化対策を推進するとともに、建替えにつ

いては、「新たな公立保育所」の機能や役割を果たすために民間

資金を活用した新たな手法を含め、効率的に進めます。

こども本部 

68



事業名 平成31年度までの主な取組 所管

公立保育所の民営化 公表済みの公立保育所８か所の民営化を 2016(平成 28)年４

月に４か所、2017(平成29)年４月に４か所と、それぞれ進め

ていくとともに、今後民営化を予定している公立保育所につい

ても、2021(平成 33)年４月を目途に、適切な手法を見極めな

がら、民営化を推進します。 

こども本部 

指定管理の公立保育所

の民設民営化 

建物が単体施設の場合は、建物・工作物を有償譲渡し土地は無

償貸付することを原則として、建物が複合施設の場合は、建物

も土地も無償貸付することを原則として、民設民営化の取組を

進めます。

こども本部 

民間保育所の老朽化対

策の推進 

民間保育所の改築については、運営法人と調整を図りながら、

適切な時期に実施できるよう検討を進めます。 

こども本部 
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Ⅲ－３ 保育の質の維持・向上 

高まる保育需要に迅速に対応していくために、本市はこれまで「民間で出来ることは民間で」という

基本原則のもと、民間活力を積極的に導入するとともに、大幅な保育受入枠の拡大のための保育所整備

を進めてきました。今後も、高まる保育需要への対応、効果的な保育所運営費の財源確保、多様な保育

サービスの効率的な提供の観点から、引き続き民間の多様な運営主体の参画を促進していきます。 

一方で、多様な運営主体による保育事業の推進にあたっては、保育サービスの質の維持と向上も併せ

て求められています。したがって、認可保育所、地域型保育事業や川崎認定保育園などの認可外保育施

設において、安定した質の高い保育を継続的に実施できるよう、運営主体に対して必要な支援を行って

いくとともに、「保育士の確保・人材育成」に努めます。 

≪多様な運営主体の参入に伴う保育の質の確保≫ 

●「第２期川崎市保育基本計画」に基づき、多様な手法による保育所整備を推進してきましたが、安

定した保育の提供と質の向上を図るため、設置・運営法人の選考にあたっては、有識者による選考

委員会を実施するとともに、運営開始後においても、指導監査体制の充実を図り、保育の質の維持・

向上に努めてきました。 

●民間保育所の運営に関し、条例の基準を上回る職員配置や嘱託医による健康診断の実施等を着実に

推進するとともに、2013(平成 25)年度から、国の保育士等処遇改善事業を活用し、民間保育所職

員の処遇改善を図ってきました。 

●平成26年４月から「新たな公立保育所」の「民間保育所等への支援」「公・民保育所人材育成」の

機能強化により、民間保育所等との連携を深めながら、市内全体の保育の質の維持・向上に向けた

取り組みを全区で開始しました。 

●「福祉サービス第三者評価」の受審の促進を図り、利用者への情報提供を行うとともに、保育の質

の向上に向けた自主的な取組を支援してきました。 

≪認可外保育事業の保育の質の向上≫ 

●認可外保育施設に対しては、本市独自の運営基準を定め、基準を満たす施設に対し運営費を助成す

ることにより、施設運営の安定と保育内容の向上等に努めてきました。 

●「川崎市認可外保育事業再構築基本方針」に基づき、認可外保育施設の保育の質の向上を図るため、

新たに「川崎認定保育園」を創設し、複数あった認可外保育事業の一元化を進めるとともに、「子ど

も・子育て支援新制度」における施設型給付・地域型保育給付の対象となる施設・事業への段階的

な移行を促進することとしました。 

●認可外保育施設における適正な保育環境や児童の安全を確保するため、指導体制を強化し、「認可外

保育施設指導監督基準」に基づく立入調査・指導の充実を図りました。 

≪保育士確保対策の充実≫

●首都圏における保育所整備の推進に伴う深刻な保育士不足に対応するため、2013(平成 25)年度か
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ら「かながわ保育士・保育所支援センター」を県内自治体で共同運営し、保育士を持ちながら就職

していない潜在保育士の再就職支援を行うとともに、本市独自でも就職相談会や就職支援セミナー

を開催しました。 

≪特別な支援を必要とする子どもへの対応≫ 

●本市では、すべての保育所で障害を持つ子どもも受け入れることを基本としており、保育体制の充

実に努めてきました。 

●公立保育所の児童を対象に実施していた障害を持つ子どもに対する心理学的な相談支援（発達相

談・巡回相談事業）体制を強化し、2013(平成 25)年度からは民間保育所の児童も対象とするなど、

発達障害等が疑われる子どもへの対応や支援の充実を図りました。 

●２０１４(平成 26)年４月から「新たな公立保育所」の「地域の子ども・子育て支援」の機能として、

公立保育所の集団保育の環境等を有効活用しながら、発達が気になる子ども等を持つ親への適切な

助言等を行ってきました。 

●「子ども・子育て支援新制度」においては、認可保育所に加え、新たに地域型保育事業（家庭的保

育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育）が創設され、本市に参入する事業者が、今後ま

すます多様化することが見込まれます。したがって、保育の質の向上に向け、これまで以上に民間

事業者への支援を充実していく必要があります。 

●本市では、川崎認定保育園も保育受入枠の一つとして位置付けていますので、保育の質の維持・向

上に向けた支援の充実を図る必要があります。 

●必要な保育の量（受入枠）を確保するためには、施設の整備だけでなく、保育を支える人材の確保

が喫緊の課題となっています。また、職員の離職を防止するため、労働環境のさらなる改善も検討

していく必要があります。 

●発達障害が疑われる子どもが増加しており、保育所等に通っている子どもに対しては、小学校への

円滑な接続を視野に入れた早い段階からの保護者との連携や、子どもの特性に応じた保育の提供が

求められています。また、保育を必要としながらも、集団保育環境下での医療的ケアの困難な子ど

もへの対応も課題となっています。 

現状と課題 
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◎多様な運営主体が事業を展開していくなかで、保育の質の維持・向上に向けて、実践的な知識や保

育技術を様々な機会を捉え共有するとともに、本市独自の運営費の補助等により、児童及び職員の

処遇の向上を支援します。 

◎保育士確保にあたっては、保育士養成施設との連携を強化するとともに、保育士を持ちながら就職

していない潜在保育士の再就職や認可外保育施設の保育従事者の保育士資格取得を支援します。 

◎特別な支援が必要な子どもへの支援に際しては、小学校への円滑な接続を視野に入れ、保護者、療

育センター、小学校等との連携の取組を進めていきます。また、これまで保育所での保育が困難で

あった医療的ケアが必要な子どもの受け入れに向け、「新たな公立保育所」を中心として障害のある

なしにかかわらず保育を享受できる体制の整備を検討します。 

推進項目 （１）多様な運営主体の参入に伴う保育の質の確保 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

「新たな公立保育所」

の推進 

各区に３か所設置する「新たな公立保育所」の役割として、身近

な地域の中で、実践的な知識や保育技術について民間事業者との

共有を図り、支援等を実施するとともに、公・民合同の研修等に

より保育人材を育成します。

こども本部 

区役所 

指導監査等の充実 新たに創設された地域型保育事業（家庭的保育、小規模保育、事

業所内保育、居宅訪問型保育）についても、認可保育所と同様に、

指導監査の項目を検討するとともに、年１回以上の指導監査を実

施し、保育の質の向上に努めます。 

また、認可外保育施設等についても、立入による指導監督の充実

を図り、保育の質の向上に努めます。 

こども本部 

「福祉サービス第三者

評価」等の推進 

これまで実施してきた認可保育所における福祉サービス第三者

評価の受審のさらなる促進を図るとともに、地域型保育事業（家

庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育）におけ

る評価（自己評価・外部評価）の仕組みを検討し、評価の実施や

結果の公表の促進に努めます。

こども本部 

計画期間における方向性 
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推進項目 （２）保育士確保対策の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

保育士確保事業の推進

と人材育成 

保育士確保にあたっては、県内の自治体と共同運営する「かなが

わ保育士・保育所支援センター」や保育士養成施設との連携を強

化し、就職相談会や就職支援セミナーを開催します。特に、潜在

保育士に対しては、保育現場から離れている不安を解消するた

め、保育所での実習等の実践的な研修の機会を提供し、円滑な再

就職を支援します。 

また、地域型保育事業や認可外保育施設に勤務する保育従事者に

対しても、研修の機会を提供するとともに、保育士資格取得支援

の充実を図り、認可保育所や小規模保育事業への移行を支援しま

す。 

こども本部 

働きやすい職場環境づ

くりの推進 

保育士の安定雇用や離職防止のため、職員の処遇改善等さらなる

労働環境の改善を進めていきます。 

こども本部 

■「新たな公立保育所」機能・連携イメージ

「新たな公立保育所」を中心とした地域支援体制
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■保育士確保対策の取組

推進項目 （３）特別な支援を必要とする子どもへの対応の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

障害児保育の推進 小学校への円滑な接続を視野に入れ、保護者や関係機関と連携

し、一人ひとりの子どもの特性に合わせた支援ができるよう保育

体制の充実を図るとともに、本市が独自で実施する発達相談・巡

回相談事業の積極的な活用を促します。 

また、医療的ケアが必要な子どもの受入れについて検討し、その

ための人材育成を進めていきます。 

こども本部 

高 校 

市社会福祉協議会【福祉人材バンク】 

指定保育士養成施設 

（大学・短大・専門学校） 

◎保育士養成校学生の確保 

◎高校生の職業体験 

◎認可外保育施設等の 

保育従事者の資格取得支援 

連携

ハローワーク 

かながわ保育士・保育所支援センター 
◎潜在保育士の再就職支援 

神奈川県・横浜市・相模原市・横須賀市との連携 

川

崎

市

連携

連携
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Ⅲ－４ 多様な保育ニーズへの対応と充実 

保護者の就労形態の多様化に伴い、保育を必要とする時間や曜日、頻度、場面などが多様になってき

ています。また、就労だけなく、在宅で子どもを養育している保護者においても、核家族化の進行等に

より、急な病気や育児疲れ等によるリフレッシュなど、保育を必要とする機会が増えてきています。 

そのため、平日の日中に行う通常保育に加えて、延長保育や一時保育（一時預かり）、休日保育、病児・

病後児保育などの多様な保育メニューが求められています。 

●本市では、1983(昭和５８)年度から延長保育事業を開始し、2002(平成１４)年度からは 20時ま

での長時間延長保育を実施しています。 

 ＜過去５年間の延長保育の実施状況（各年度とも４月１日の実施か所数）＞ 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
１時間延長 88 87  80  73  67

２時間延長 73 93 123 148 174

●保護者のパートタイム就労や急病、育児疲れ等によるリフレッシュなどのため、1996(平成８)年度

から、一時保育事業を開始しています。また、日曜や休日の保護者の就労等により家庭で保育できな

い場合への対応として、2004(平成１６)年度から、認可保育所に平日入所している児童に対して休

日保育事業を実施しています。 

＜過去５年間の一時、休日保育の実施状況（各年度での実施か所数）＞ 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
一時保育 32 35 43 50 55

休日保育  6  6  6  6  6

●川崎市医師会との協働によって、病気の回復期にあるものの普段通園している保育所等にはまだ通

えない、保護者の就労等により保育を必要とする児童の病後児保育事業を、1995(平成７)年度から

実施しています。また、2014(平成 26)年度からは、病気の回復期に至っていない病児も対象とし

た病児保育事業を開始しました。 

＜過去５年間の病児・病後児保育の実施状況（各年度での実施か所数）＞ 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
病児保育 － － － － 1

病後児保育 3 3 3 3 3

●本市では、民間保育所の新設、公立保育所の民営化等に併せて、長時間延長保育や一時保育、休日

保育、病児・病後児保育の各事業を推進してきましたが、多様な保育に対するニーズはさらに細分

化・複雑化しており、各事業においてもきめ細やかな対応とより一層の拡大が期待されています。 

●延長保育事業については、延長保育時間の細分化や土曜日実施の促進が必要とされています。一時

現状と課題 
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保育事業においても、実施箇所の拡大や土曜日の実施や保育時間の延長などが求められています。 

●休日保育事業については、麻生区での実施保育所が未整備であるほか、中原区、高津区、宮前区な

どにおいては、利用者の大幅増により日によって利用できないこともあるため、拡充が必要です。 

●病児・病後児保育事業については、幸・中原・高津・多摩の４区（ただし、病児保育については中

原区の１か所のみ）において、施設が整備されていますが、未整備区域への整備と全施設での病児

保育の実施が期待されています。 

◎増大する多様な保育ニーズに的確に対応するため、多様な保育事業の未整備区域の解消など、延長、

一時、休日、病児・病後児保育事業の拡充に努めます。 

◎加えて、細分化・複雑化する多様な保育ニーズにも適切に対応できるよう延長・一時保育事業等に

おける実施内容の細分化、実施日・実施時間等の拡大に努めます。 

推進項目 （１）多様な保育事業の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

延長保育事業の拡充と

実施内容の充実 

民間保育所や認定こども園の新設等に併せて、延長保育事業の実

施施設の拡充を図ります。 

また、保育所の延長保育時間の区分を現行の１時間単位から30

分単位に細分化し、きめ細やかな対応が図れるようにするととも

に、土曜日においても延長保育の実施の促進が図られるよう取組

を進めます。 

こども本部 

一時預かり事業の拡充

と実施内容の充実 

民間保育所や認定こども園の新設、公立保育所の民営化、川崎認

定保育園の認可化等に併せて、一時預かり事業の実施施設の拡充

を図ります。また、一時預かり事業の土曜日の実施や保育時間の

延長等が図られるよう「基幹型一時預かり」の実施を推進すると

ともに、小規模保育事業等における「少人数制一時預かり（時間

預かり）」の事業化を推進します。 

こども本部 

休日保育事業の拡充 休日保育事業を行う施設の未整備区域への整備を進めるととも

に、利用者が増え、ますます利用ニーズが見込まれる区域の実施

施設の定員増を図ります。 

こども本部 

病児・病後児保育事業

の拡充 

川崎市医師会と連携し、未整備区域への整備を進めるとともに、

既存の病後児保育施設での病児保育の事業化を検討します。 

こども本部 

夜間、年末保育事業の

推進 

現在、市内１か所で行っている夜間保育事業や各区で公立保育所

が行っている年末保育事業についても、引き続き利用ニーズがあ

ることから、事業を継続実施します。 

こども本部 

計画期間における方向性 

76



147 143 151 149 158 170 187 194 192 196
7 8 9 12 14 17

20 24 28 33

33 35 38 39 44
48

51 59 69 77
11,295 

11,590 12,250 12,785 13,605 
14,675 

15,905 
17,490 

18,995 20,325 

-4,000

1,000

6,000

11,000

16,000

21,000

0

50

100

150

200

250

300

350

平成17平成18平成19平成20平成21平成22平成23平成24平成25平成26

市費 国費 保護者負担 保育所定員数
（年）

（人）（億円）

Ⅲ－５ 保育サービス利用における受益と負担の適正化 

本市では、これまで増大する保育需要に対応するため、保育所整備を推進するとともに、延長保育や

一時保育などの、多様な保育サービスの充実を図ってきました。 

 認可保育所の保育料については、世帯の所得の状況に応じて費用負担を求めてきましたが、運営費の

増加に対応する適正な費用負担を将来にわたって見直していく必要があります。本市の他の行政サービ

スの利用における受益と負担の状況や、国の制度改正、他都市における状況にも留意しながら、保育サ

ービスの利用における受益と負担の適正化を検討していきます。 

●高まる保育需要に対応するために、認可保育所の整備を推進し、入所定員の拡大に努めてきたこと

により保育所の運営費は年々増加し、2014(平成 26)年度の保育所運営費の予算は 300 億円を超

えている状況です。利用児童の処遇向上と保育料負担軽減のために独自の施策を展開していること

もあり、児童1人当たりで換算すると、月額約１２万２千円となっています。 

■保育所入所定員数及び保育所運営費の推移  

資料：川崎市こども本部調べ（各年4月） 
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■保育所の児童１人あたり月額負担の内訳

資料：川崎市こども本部調べ 

注１） 保護者負担軽減のため、市費を投入 

注２） 保育の質の向上のため、上乗せの市費を投入 

●2011(平成 23)年度に、学識経験者、幼稚園・保育所運営事業者、保護者代表等で組織する「保育

サービス利用のあり方検討委員会」を設置し、保育料の改定に向けた検討を行いました。就学前児

童数の増加傾向が継続する予測から、第 2 期保育基本計画に基づく保育所整備の継続と施設数拡大

に伴う運営経費の増加が見込まれることから、これらの要因を考慮した検討結果として次の報告を

受けました。 

・サービスの受給における保護者からの応分の負担を求めること。 

・保護者負担割合を国基準保育料に対し75%程度とすること。 

・低所得者層及び中間層へ配慮した保育料額とすること。 

・保護者負担能力に応じた所得税の間差額の設定や保育料額の設定を見直すこと。 

  この報告を受けて 2012(平成 24)年度から３年間で、保育料の負担割合を 66.4%から 75.0%ま

で段階的に引き上げました。また、家庭保育福祉員制度及びおなかま保育室の利用者負担額につい

ても引き上げを行いました。 

●認可保育所の保育料は、公営も民営も市が徴収を行います。認可保育所に入所していない家庭や在

宅で子育てをする家庭、さらには一般の納税家庭との公平性の観点から、保育料の収納対策を強化

してきました。保育料の収納率の向上に向け、電話催告や納付面談、さらには、法令の規定による

債権差押を中心とした滞納処分も行いました。 

＜保育料改定（国基準額に対する負担率）の経過＞                  （単位：％） 

平成 7年度 平成 8年度 平成 9年度 平成10年度 平成24年度 平成 25年度 平成26年度 
62.2 63.7 65.0 66.4 69.4 72.4 75.0 

＜収納率の推移＞                                                                （単位：％） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度
95.2 96.0 96.4 97.1 97.3 

約75,000円（月） 

約122,000円（月） 

注１） 注2） 
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●2015(平成 27)年度に施行される「子ども・子育て支援新制度」においては、国基準利用者負担額

が現行制度の水準で示されているため、本市の保育料は現行水準としますが、第２期保育基本計画

に基づき、2012(平成 24)年度以降も高まる保育ニーズへの対応のため、年間20施設程度の保育

所整備を継続していることから、保育所の運営経費は増加傾向にあり、安定的な運営の確保と質の

維持・向上を図るためにも、適切な負担率の改定に向けた検討が必要です。 

●新制度における地域型保育事業（小規模保育・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問型保育）の保

育料の設定については、認可外保育施設である家庭保育福祉員、おなかま保育室及び川崎認定保育

園から移行することも考慮し、それぞれの現行の保育料を基本の水準として設定しているため、保

育所保育料負担率の改定と連動することが必要です。 

●保育所における一時保育や病児保育施設の利用料については、保育所保育料を基に設定していまし

たが、事業実施の状況、国の制度改正等を考慮した負担のあり方を検討することが必要です。 

●保育料の徴収については、現年度分は各種取組により収納率の向上の成果をあげていますが、滞納

繰越分については、年月の経過が進むことで徴収が困難になるため、その対策の強化が必要です。 

◎認可保育所の保育料や一時保育、病児保育などの保育サービスに関する利用料金については、

2016(平成 28)年度以降の受益と適正な負担のあり方を検討するために、2015(平成 27)年度にお

いて検討組織を設置し、国の制度改正、他都市の状況にも留意しながら、適切な保育料や利用料金

の設定について一定の方向性を確定します。 

◎保育料の滞納については、引き続き口座振替の促進を図り、コンビニ収納を開始するなど、収納率

向上に向けた取組を強化・推進します。 

●認可施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業）等の保育料負担割合の適正化 

  ※2016(平成 28)年度の改定に向けた検討を行います。 

施設種別 平成 27 年度の負担割合 施設の有資格者割合 

認可保育所 国基準の    75％ 100％ 

認定こども園（２号、３号） 国基準の    75％ 100％ 

小規模保育事業 A型 国基準の    75％ 100％ 

小規模保育事業 B型 市認可保育所の 80％ 50％以上 

小規模保育事業 C型 市認可保育所の 65％ 家庭的保育者 

家庭的保育事業 市認可保育所の 65％ 家庭的保育者 

事業所内保育事業 A型 国基準の    75％ 100％ 

事業所内保育事業 B型 市認可保育所の 80％ 50％以上 

現状と課題 

計画期間における方向性 

79



施設種別 平成 27 年度の負担割合 施設の有資格者割合 

居宅訪問型保育事業 国基準の    75％ 家庭的保育者 

おなかま保育室（認可外） 市認可保育所の 80％ ３分の１以上 

●多様な保育サービスの利用料金のあり方の検討 

  ※サービス提供に対する応分の負担に向けた検討を行います。 

事業種別 平成 27 年度利用料金 備考 

延長保育事業（保育所関係） 30 分  1,000 円 別途補食代 1,500 円程度 

一時保育事業（保育所関係） 日 額 2,300 円 食事・おやつ代は別 

年末保育事業 日 額 2,500 円 弁当持参・おやつ代含む 

病児・病後児保育事業 日 額 2,500 円 食事・おやつ代含む 

※生活保護世帯及び市民税非課税世帯は減免制度があります。 

●川崎認定保育園の保育料負担の軽減 

川崎認定保育園の保育料は運営事業者が独自に設定していますが、市が定めた保育を必要としてい

る事由に該当していることを要件に保育料の負担軽減を目的とした補助制度を、保育需要や施設の

利用状況を踏まえ実施しています。現行の保育料補助金額は０～２歳児は所得により１万円または

２万円、３歳以上児は５千円です。 

推進項目 （１）保育サービスの利用における受益と負担のあり方の検討 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

認可保育所等の保育料

負担割合の適正化 

保育所、認定こども園、小規模保育事業等の施設種別に応じた保

育料負担割合の適正化を図ります。 

こども本部 

多様な保育サービスの

利用料金のあり方の検

討 

延長保育、一時保育、年末保育及び病児・病後児保育事業の利用

における受益と負担の適正化に向けた検討を行います。 

こども本部 

川崎認定保育園の保育

料負担の軽減 

本市独自の認可外保育事業における保育料について、認可保育所

利用者との負担の差の緩和を図ります。 

こども本部 

推進項目 （２）保育料の収納率向上に向けた取組の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

収納率向上の取組 保育料の口座振替を推奨するとともに、納付書の取扱いについ

て、金融機関に加えコンビニエンスストアでも可能にし、利便性

の向上を図ります。 

こども本部 

滞納対策の強化 電話催告や納付面談を実施するとともに、専門的な知識を持つ経

験者等の助言を得て、法令の規定による滞納処分を行います。 

こども本部 
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Ⅲ－６ 待機児童対策の総合的な推進 

「待機児童の解消」は本市の最重要課題の一つであり、2013(平成 25)年 12月に市長をトップとし

た「待機児童ゼロ対策推進本部」を、区長をトップとした「区役所待機児童ゼロ対策推進会議」をそれ

ぞれ設置し、職員が一丸となって待機児童の解消に向けた検討を進め、組織体制の整備をはじめ、予算

編成、具体的な施策の検討や実施など、スピード感を持って取組を進めてきました。

 「子ども・子育て支援新制度」が導入された後も、待機児童の解消を継続するため、新制度における

施策・事業を的確に実行することなどにより、待機児童対策を総合的に推進していきます。

●2014(平成 26)年２月に待機児童対策の基本方針として策定した「待機児童ゼロの実現に向けた新

たな挑戦」に基づき、認可保育所の整備のほか川崎認定保育園の拡充や保育料補助の増額など、迅

速に効果的な施策を推進してきました。 

●区役所においては、保育所入所不承諾となった方に対して、きめ細やかな相談・アフターフォロー

を実施し、保護者の多様な保育ニーズと保育施設やサービス等を適切に結びつけるマッチングを図

ったことなど、市民視点に立った取組を積極的に行いました。 

●待機児童の解消においては、保育の質の担保・向上が重要であり、その対策として、2013(平成25)

年度は川崎区と宮前区で実施していた「新たな公立保育所」の機能を2014(平成 26)年４月から全

区で展開し、民間保育所等との交流・支援、公・民保育所人材育成を図るなど、市全体の保育の質

の維持と向上に取り組んでいます。 

●こうした取組の結果、2014(平成 26)年４月の保育所待機児童数は62人となり、前年同月の438

人から大幅に減少し、待機児童減少数（376人の減）で全国２位という具体的な成果につながりま

した。 

●川崎市からの働きかけにより、2014(平成 26)年 10月 27日に「横浜市と川崎市との待機児童対

策に関する協定」を締結し、「ともに子育てしやすいまち」を目指して、市境における保育所等の共

同整備など、両市が連携・協力して相乗効果が期待される取組を推進しています。 

これまでの取組 
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●これまでの取組を着実に実施し、2015(平成 27)年４月の待機児童の解消を実現します。 

●待機児童の解消は、2015(平成 27)年度以降も継続していく必要があります。 

●待機児童の解消の後は、保育所等に入所できるという期待感から転入者が増え、新たな需要を掘り

起こし、当分の間は利用申請者数が増え続けることが想定されるため、その対策が必要です。 

＜平成27年4月 1日の待機児童ゼロの実現に向けた保育受入枠の拡充＞  

施 設 内   容 施設数 人 数 

認可保育所 

新設（公立保育所の民営化、既存保育所の増改築による定員増を含む） 32 施設 1,790 人 

既存保育所の定員変更 11 施設 120 人 

川崎認定保育園の認可化 4施設 225 人 

地域型保育事業 

小規模保育事業の新設 4施設 68人 

事業所内保育事業の新設 2施設 38人 

地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業）への移行及び新設 37 施設 258 人 

川崎認定保育園 新規認定による受入枠の拡充 25 施設 771 人 

合   計 115 施設 3,270 人 

※認可保育所等の新設や、地域型保育事業への移行・新設等により、115施設、3,270人の保育受入枠

を拡充しました。 

現状と課題 
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◎待機児童の解消を継続するため、教育・保育の量の見込みに対応する確保策において、保育所等の

整備などを計画的に実施し、必要な教育・保育の提供体制を確保していきます。 

◎今後も多くの民間保育所等が整備され、保育士の確保と質の担保が重要な課題となるため、その対

策に力を傾注していきます。 

◎区役所においては、2015(平成 27)年４月の子ども・子育て支援法の本格実施に伴う利用者支援事

業の中で、保育所等の利用申請前から保護者等の視点に立った情報提供や相談を実施し、入所保留

となった後も、きめ細やかな相談・支援を継続して実施していきます。 

◎「横浜市と川崎市との待機児童対策に関する協定」（2014(平成 26)年 10月 27日締結）に基づく

取組を横浜市と連携・協力して推進し、待機児童対策の更なる促進を図ります。 

【連携・協力事項】 

 ・市境における保育所等の共同整備に関すること。 

・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに横浜保育室及び川崎認定保育園の広域入所に

関すること。 

・保育士の確保対策に関すること。 

・保育施策に関する研究及び情報共有に関すること。 

・国等への要請に関すること。 

・その他この協定の目的の達成に向けて連携及び協力が必要と認められる事項 

計画期間における方向性 
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推進項目 （１）待機児童対策の総合的な推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

区役所における保育資

源等の情報収集とニー

ズに応じた情報提供、

相談・コーディネート

機能の充実 

【再掲：Ⅱ-２-（３）】 

多様化する子育て家庭のニーズに的確に対応するため、地域に

おける教育・保育施設（保育所、認定こども園、幼稚園）や地

域型保育事業（小規模保育、家庭的保育等）、川崎認定保育園等

の情報を収集・蓄積し、利用者ニーズに応じた施設・事業等の

情報提供を行うなど、利用申請前から入所保留となった後まで、

利用者の視点に立った切れ目のない相談・コーディネート機能

を充実していきます。 

また、情報提供にあたっては、区役所窓口においてタブレット

端末を活用した効果的な対応を図るとともに、保護者等が自ら

希望する施設・事業等を選択できるよう、ホームページの活用

や「子育てガイドブック」等を作成するなど、きめ細やかな支

援を実施していきます。

こども本部 

区役所 

重点整備箇所への認可

保育所の整備 

【再掲：Ⅲ-２-（１）】

認可保育所の整備は、待機児童解消への期待感により新たに掘

り起こされる保育需要や、引き続き大規模住宅開発等により保

育需要の急増が見込まれる地域の状況を見極め、必要とされる

場所に的確かつ効果的に整備を行い、待機児童解消の継続を図

っていきます。 

整備地域の選定にあたっては、教育・保育施設（保育所、認定

こども園、幼稚園）や地域型保育事業（小規模保育、家庭的保

育等）、川崎認定保育園等の入所や空き状況、入所保留者の地域

（町丁）別、児童年齢別、ランク別件数等の把握・分析を行い、

保育需要が見込まれる重点整備地域の絞り込みを行います。ま

た、保育所等に適した物件の掘り起こしが課題となっているこ

とから、保育所等の整備に向けては、区役所とこども本部が連

携しながら、対応を図ります。

こども本部 

小規模保育事業所の整

備 

【再掲：Ⅲ-２-（１）】

小規模保育事業所については、面積的に認可保育所の整備が困

難な既成市街地においても重点的で柔軟な整備がしやすいこと

から、保育需要の高い市街地等に指定する緊急整備地区を中心

に、効果的な整備を推進していきます。 

こども本部 

横浜市との協定に基づ

く認可保育所の共同整

備 

【再掲：Ⅲ-２-（１）】

「横浜市と川崎市との待機児童対策に関する協定」（2014(平

成 26)年 10月 27日締結）に基づき、本市と横浜市との市境

にある市有地や国有地、民有地等を活用しながら、市境周辺に

おける保育需要を双方に補完し合える土地等に、保育所等の共

同整備を進めていきます。

こども本部 
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事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

川崎認定保育園におけ

る受入枠の確保 

【再掲：Ⅲ-２-（１）】

本市独自の認可外保育事業である川崎認定保育園については、

一定の受入枠を継続して確保するとともに、保護者の保育料負

担軽減を実施します。

こども本部 

保育士確保事業の推進

と人材育成 

【再掲：Ⅲ-３-（２）】

保育士確保にあたっては、県内の自治体と共同運営する「かな

がわ保育士・保育所支援センター」や保育士養成施設との連携

を強化し、就職相談会や就職支援セミナーを開催します。特に、

潜在保育士に対しては、保育現場から離れている不安を解消す

るため、保育所での実習等の実践的な研修の機会を提供し、円

滑な再就職を支援します。 

また、地域型保育事業や認可外保育施設に勤務する保育従事者

に対しても、研修の機会を提供するとともに、保育士資格取得

支援の充実を図り、認可保育所や小規模保育事業への移行を支

援します。 

こども本部 

「新たな公立保育所」

の推進 

【再掲：Ⅲ-３-（１）】

各区に３か所設置する「新たな公立保育所」の役割として、身

近な地域の中で、実践的な知識や保育技術について民間事業者

との共有を図り、支援等を実施するとともに、公・民合同の研

修等により保育人材を育成します。

こども本部 

区役所 

85



基本目標Ⅳ 親と子が健やかに暮らせる社会づくり 

Ⅳ－１ 子どもの健やかな成長 

乳幼児の健やかな育ちを促し、生涯を通した健康づくりの出発点である母子保健については、子ども

の成長を支えるうえで、切れ目のない支援を行うことが非常に重要な役割を担っています。 

これまで国が21世紀の母子保健の取組の方向性と目標を国民運動として示した「健やか親子21」を

受け、本市においても2002(平成 14)年度に本市の母子保健に関わる計画として「かわさき健やか親子

21」を策定し、施策・事業を推進してきました。 

2015(平成 27)年度からは、本計画の中で母子保健対策を推進し、子どもの健やかな成長を支え、思

春期及び妊娠・出産・育児まで、各時期の課題に合わせた一貫した支援に向けて取組を推進します。 

●母子健康手帳の交付時をはじめとする、母子の健康や子育てに関する相談支援体制を構築するとと

もに、安心安全な妊娠・出産・子育てに向けて、妊婦健康診査を適切に受診できる環境づくりを推

進しました。 

＜母子健康手帳交付数＞ 

年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

交付数 16,377 16,186 16,427 16,148 

●両親学級を開催し、妊娠・出産・子育てに関する学習の場を提供するとともに、地域における仲間

づくりの場を提供しました。 

＜両親学級実施状況＞ 

年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

開催回数 102 104 109 100 

受講者数 6,127 5,991 5,808 5,826 

●妊産婦に優しい環境づくりを推進するため、マタニティマークの普及に努めました。 

●産後間もない母子共に不安定な時期に安心して過ごせるよう、2014(平成 26)年 10月から産後ケ

ア事業を含む、妊娠・出産包括支援モデル事業を実施して、支援の充実を図りました。 

●出産後、早期に子育てに必要な情報提供や支援を行うとともに、親子が地域で孤立せずに安心して

育児ができるよう、乳児家庭全戸訪問事業の充実を図りました。 

これまでの取組 

これまで本市において母子保健施策を推進するための行動計画として位置付け、取組を推進して

きました「川崎市母子保健計画 かわさき健やか親子21」の「基本理念」や「施策の方向性と取組」、

等を踏まえ、2015(平成27)年度から推進する施策・取組について示しています。 
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＜乳児家庭全戸訪問事業＞ 

年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

出生数 14,729 14,445 14,453 14,469 

訪問数 12,343 11,793 12,913 13,295 

実施率 83.8% 81.6% 89.3% 91.9% 

●特定不妊治療を受ける夫婦が安心して治療を受けられるよう、治療費の一部を助成するとともに、

不妊・不育専門相談センターによる相談事業を実施することで、経済的負担や精神的負担の軽減を

図りました。 

＜特定不妊治療費助成件数＞ 

年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

助成件数 1,487 1,824 2,378 2,656 

●難病児等の健全育成を目的として、小児慢性特定疾患医療等を助成しました。 

●乳幼児の健やかな発達や保護者の育児を支援するため、乳幼児健康診査において乳幼児の発育の確

認を行い、疾病や障害を早期に発見するとともに、安心して育児ができるよう各家庭の状況に合わ

せた支援を行い、必要な家庭を早期に把握し、相談支援などの対応を行いました。 

●学童・思春期の子どもの心と身体の健康を増進するため、学校保健と地域保健との連携により、保

健や育児に関する普及啓発を行いました。 

●核家族化や近隣との関係の希薄化により、乳幼児と接した経験なく親になる人が増加しているとと

もに、近くに相談相手がいないなど、妊産婦や子育て家庭が出産・子育てに不安を抱くことが考え

られます。また、子育てに対し、孤立感や閉塞感を感じる親も少なくありません。妊娠・出産・育

児に関する知識の普及啓発とともに、妊産婦や各子育て家庭の状況に応じた相談・支援を提供でき

る体制の強化が求められています。 

●心身ともに安定した環境における子育てに向けて、支援の必要な妊産婦に対し的確な支援をより早

期に実施するとともに、特に産後間もない時期の子育て家庭への支援を充実することが必要です。

そのため、個別ニーズの的確な早期把握と支援の充実、産婦人科等医療機関との連携の仕組みの構

築などが課題となっています。 

●不妊治療を受ける夫婦が年々増加しており、不妊治療の支援のあり方について検討が必要です。 

●晩産化等に伴うハイリスク妊娠・出産の増加など、妊娠と出産を取り巻く環境は大きく変化してお

り、周産期救急医療における高度な医療体制が求められています。 

●小児救急医療体制については、休日診療を担う休日（夜間）急患診療所や、夜間診療のための小児

急病センターを設置するなど、体制の充実に取り組んできましたが、小児科医の不足が大きな課題

となっています。 

●成長発達の各時期に実施する乳幼児健康診査事業は、全ての親子の状況に合わせた的確な支援を行

う重要な機会となっていますが、今日の子育て家庭を取り巻く状況を踏まえ、より効果的な事業を

現状と課題 
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推進できるよう、健診の実施時期や方法を見直すことが必要です。 

●乳幼児健康診査の未受診は児童虐待のハイリスク要因の一つとされることから、未受診者の現状を

迅速かつ的確に把握し、要支援家庭に対して、状況に合わせた支援を実施する必要があります。 

●多様化する子どもの心身の問題に対応するとともに、思春期から妊娠・出産・育児にいたるライフ

プランを考える仕組みが必要です。

◎妊産婦が地域で孤立することなく、安心して出産や育児にのぞめるよう、妊娠・出産・育児に関す

る知識の普及啓発や相談・支援体制を強化します。 

◎医療機関と連携して産前・産後のケアの充実を図り、支援が必要な妊産婦のケア、心身ともに不安

定になりやすい出産直後の母子のケアを行います。 

◎妊娠出産に関する啓発とともに、不妊治療に対する効果的な助成制度のあり方を検討します。また、

不育や不妊の悩みに対する精神的支援として相談体制の充実を図ります。 

◎難病をり患した子どもの健全育成と自立促進を支援します。 

◎安心して妊娠・出産ができるように、新生児集中治療管理室（NICU）の新たな整備や増床を図る医

療機関を支援し、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターを中心とした周産

期医療ネットワークを推進します。 

◎休日（夜間）急患診療所や小児急病センターにおける小児科医療の維持をはじめ、病院群輪番制に

よる小児科の第二次救急医療体制の確保に努めます。 

◎子どもの成長発達の状況を確認し、疾病などの早期発見や保健指導及び継続した相談支援を地域の

医療機関と連携しながら効果的に実施できるよう、乳幼児健康診査事業の再構築を図ります。 

◎子どもの成長や家庭の育児等の状況について把握した情報を確実かつ的確に活用し、必要な支援を

迅速に実施するため、母子保健情報システムを導入し、効果的・効率的な母子保健情報の管理と分

析を行います。 

◎思春期から妊娠・出産・育児までの切れ目のない支援の充実を目的として、学校保健と地域保健と

の連携の強化を図り、保健や育児に関する普及啓発を行います。 

推進項目 （１）安心して妊娠・出産できる環境の整備 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

特定不妊治療費助成事

業 

特定不妊治療を受ける夫婦が安心して治療を受けられるよう、経

済的負担や精神的負担の軽減を図ります。 

こども本部 

母子保健指導事業 母子健康手帳交付時における妊娠・出産・育児に関する相談支援

や情報提供の充実を図り、母性の保護及び乳幼児の健康の保持・

増進を図ります。 

こども本部 

計画期間における方向性 
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事業名 平成31年度までの主な取組 所管

妊婦健康診査事業 母子ともに安心・安全な出産を迎えるため、妊娠中に必要な健康

診査を受診できるよう費用の助成を行います。また、妊婦健診を

通じた支援の充実を図るため、産婦人科医療機関との連携を強化

するとともに、母子保健情報システムを導入し、健診未受診者へ

の対応を強化します。 

こども本部 

妊娠出産包括支援事業 産後ケア事業を本格的に実施し、出産直後の不安定になりやすい

母子への心身のケアを行うとともに産婦人科医療機関との連携

強化を図ることで、育児不安を早期に軽減し、児童虐待の未然防

止を推進します。 

こども本部 

周産期医療ネットワー

クの推進 

産科医療機関と助産所も含めた周産期医療ネットワークを推進

し、総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センター

の運営を支援します。 

健康福祉局 

産前・産後ヘルパー派

遣事業 

母親の出産前後における体調不良等のため、育児または家事を行

うことが困難な家庭にヘルパーを派遣し、育児・家事援助を行い、

子育て家庭の負担の軽減を図ります。 

こども本部 

推進項目 （２）乳幼児の健やかな発育・発達を支える 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

乳児家庭全戸訪問事業 

【再掲：Ⅱ-２-（３）】 

親子が地域で孤立せずに安心して育児できるよう、乳児家庭を地

域の訪問員等が訪問し、地域の子育て支援情報の提供等を行う

「こんにちは赤ちゃん事業」等の充実を図るとともに、生後 4

か月までの乳児家庭の全戸訪問を目指します。 

こども本部 

乳幼児健康診査事業 乳幼児の健やかな成長発達を支え、保護者が安心して育児ができ

るよう、地域の医療機関などと連携しながら一貫した支援を効果

的に実施するため、乳幼児健康診査の実施時期や方法について検

討します。また、母子保健情報システムを導入して、乳幼児健康

診査を通じた的確な相談支援の充実や未受診者への対応の強化

を図ります。 

こども本部 

小児慢性特定疾病医療

費助成事業 

小児慢性特定疾病医療費を助成するとともに、慢性的な疾病を抱

える子どもの健全育成や自立相談を行い、子どもとその家族を支

援します。 

こども本部 

小児救急医療体制の確

保 

休日（夜間）急患診療所や小児急病センターを運営し、小児患者

の救急医療の確保に努めます。 

健康福祉局 
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推進項目 （３）学齢期・思春期の子どもの心と体の健康を増進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

健全母性育成事業 思春期から妊娠・出産・育児までの切れ目のない支援の充実を目

的として、学校保健と地域保健との連携の強化を図り、保健や育

児に関する普及啓発を行います。 

こども本部 
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Ⅳ－２ 自立への基盤を育てる取組の推進 

 学齢期は、親・家族等を中心とした生活環境から徐々に自立し、活動の場が学校や地域に移るととも

に、友人・学校の先生・地域の大人など、人間関係も広がりを見せ始めます。学校や地域における集団

活動を通して、友人や地域の大人等の様々な人々との人間関係を築く力、自己理解・自己管理能力、課

題対応能力などを身につけていくこの時期は、将来の社会的自立に向けて基盤を築く大切な時期です。 

 学校における日々の学習を通して、子どもの社会的自立の基盤となる能力や態度を育むとともに、放

課後における遊び・様々な体験等の集団活動や地域活動を通して、人間としての「在り方生き方」の軸

となる力を育て、将来の社会の担い手となる人材を育成します。 

●「かわさき教育プラン」に基づき、「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健康・体力」の調和を重視す

る「生きる力」を身につけるために、学校における学習内容の充実・指導環境の充実とともに、家庭

の教育力・地域の教育力の向上に取り組んできました。 

●地域の子どもの遊びを中心とした活動の拠点として、おおむね中学校区に１か所こども文化センタ

ーを設置し、子どもの健全育成を図ってきました。 

●平成１５年度から全ての市立小学校（113校）で、保護者の就労のいかんを問わず、全ての小学生

を対象とした「わくわくプラザ事業」を午後６時まで実施し、子どもの安全な居場所の提供と仲間

づくりを促進してきました。平成２０年度から、午後６時までに保護者のお迎えが難しい家庭の子

育て支援として、「子育て支援・わくわくプラザ事業」を午後７時まで実施しています。 

わくわくプラザ事業は、「放課後児童健全育成事業」と「放課後子供教室」を連携または一体的に行

う国の「放課後子ども総合プラン」に位置づけて実施しています。 

＜川崎市立小学校在校児童数とわくわくプラザの登録・利用状況＞       （単位：人、%） 

利 用 者 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
在校児童数（人） 69,794 70,048 70,013 70,127 70,343 71,207 

登録児童数（人） 30,322 29,704 30,779 30,931 32,179 32,538 

登 録 率 43.4 42.4 44.0 44.1 45.7 45.7 

注） わくわくプラザ登録児童数は月平均（平成２６年度は推計値） 

これまでの取組 
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●子どもを取り巻く家庭環境・地域環境の変化により、子どものコミュニケーション能力の不足、低

い自己肯定感、他者を思いやる意識の低さ、規範意識の低下などが課題となっています。 
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■「自分にはよいところがあると思う、どちらかといえばあると思う」と回答した子どもの割合（中３） 

現状と課題 

■「自分にはよいところがあると思う、どちらかといえばあると思う」と回答した子どもの割合（小６）

資料：国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」 

資料：国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」 
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●将来への夢や希望が持てない中、学校での学習の意義が見いだせずに学習意欲が低下したり、子ど

もたちが将来に不安を感じたりしていることが課題となっています。 

●子どもが地域の様々な大人と交流し、対人関係能力などの社会的自立に必要な力を身につけていけ

るよう、おおむね中学校区ごとにある貴重な社会資源であるこども文化センターをいかに有効活用

していくか、検討していく必要があります。 

●子どもの小学校入学を機に仕事と育児の両立が困難になる、いわゆる「小１の壁」の打破が問題と

なっています。子育て家庭のニーズを踏まえ、「わくわくプラザ事業」の長期休業期間などにおける

開所時間の拡充が求められています。 
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■「将来の夢や目標を持っている、どちらかといえば持っている」と回答した子どもの割合（小６） 

■「将来の夢や目標を持っている、どちらかといえば持っている」と回答した子どもの割合（中３） 

資料：国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」 

資料：国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」 
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●「わくわくプラザ事業」は放課後児童健全育成事業を包含して全児童を対象として実施しており、

放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に沿った運営を行っていく必要があります。また、

民間の事業者が放課後児童健全育成事業を実施する場合も基準に沿った運営となるよう、指導・助

言を行う必要があります。 

●「わくわくプラザ事業」では希望する全児童を受け入れていることから、利用児童数の増加や障害

のある子どもも含めた多様なニーズに対して、設備や人的な対応等を図っていく必要があります。 

◎「キャリア在り方生き方教育」として、将来の社会的自立に必要な能力や態度を育てていく教育を

全ての学校で実践し、子どもたちの自尊感情や規範意識、学ぶ意欲、人と関わる力などについて、

小学校段階から系統的・計画的に育んでいきます。 

◎こども文化センターについて、社会状況の変化に伴って子ども・若者が抱える課題に対応できる施

設として、更なる機能強化を検討するとともに、子どもと地域の大人との交流など、地域における

主体的な活動の拠点となるよう、施設のあり方を再構築します。 

◎全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごせる場所を提供するとともに、発達・成長段階に応 

じた主体的な遊びや異年齢の子ども同士の交流、多様な体験プログラムを通した学びなど、総合的

な放課後対策の推進に向けて、わくわくプラザ事業の質の維持・向上に取り組みます。 

◎子育て家庭のニーズを踏まえて、開所時間の拡充に向けた検討を進めるとともに、わくわくプラザ

におけるサービスの受益と負担の適正化について検討を進めます。 

◎放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例を踏まえて、わくわくプラザ事業の適

切な運営を行っていくとともに、民間の事業者が放課後児童健全育成事業を実施する場合も基準に

計画期間における方向性 

資料：「川崎市子ども・子育て支援に関する調査」（平成26年2月） 

■わくわくプラザに今後望むこと 

48.2 

33.3 

31.7 

13.7 

24.5 

8.2 

41.1 

7.2 

12.6 

2.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

N=649

活動内容の充実

スタッフの体制の充実

施設の充実

保護者との連携強化

学校との連携強化

地域との連携強化

児童の安全確保

その他

特になし

無回答

（％）

（回答総数：649件） 
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沿った運営となるよう、指導・助言を行います。 

◎学齢期の子どもの成長について、「学校教育」、「児童の健全育成」、「地域ぐるみの活動」、それぞれ

の視点を切り離すことなく、学校、行政、青少年育成団体等が相互に連携した複合的な取組を進め、

子どもの教育や健全育成を総合的に支援します。 

推進項目 （１）「キャリア在り方生き方教育」の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

「キャリア在り方生き

方教育推進事業」 

将来の社会的自立に必要な能力や態度を育てていく教育を、

2016(平成 28)年度から全校で実践するため、手引の配布や研

修により、「キャリア在り方生き方教育」についての理解を深め

るとともに、指導体制の構築を図ります。また、家庭との連携を

意識した「キャリア在り方生き方教育」の推進を図ります。 

教育委員会

事務局 

推進項目 （２）放課後の活動・地域での活動を通した健全育成 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

こども文化センター事

業 

【再掲：Ⅱ-２-（１）】

地域の社会資源としておおむね中学校区に１か所設置されてい

る利便性を活かした施設の活用のあり方を検討し、子育て支援、

小学生・中学生・高校生の居場所づくりとともに、乳幼児から高

齢者までの多様な世代が交流しながら主体的に活動できる地域

の拠点として、機能の強化を図ります。 

こども本部 

区役所 

わくわくプラザ事業 全ての児童を対象として異年齢の子どもが遊びを通じて交流を

促進できるよう、国の「放課後子ども総合プラン」に基づき放課

後子供教室と放課後児童健全育成事業を一体的に行うわくわく

プラザについて、引き続き事業の質の向上を図っていきます。ま

た、開所時間の拡充や適正な受益と負担の関係についての検討を

進めます。 

こども本部 

青少年育成連盟への支

援 

【再掲：Ⅱ-２-（１）】

子ども会連盟、ボーイスカウト、ガールスカウト、海洋少年団で

構成されている川崎市青少年育成連盟の活動を支援します。ま

た、構成団体が実施する各種行事等への協力や、ジュニアリーダ

ー等の養成を行い、青少年が地域の中で様々な大人に見守られな

がら健やかに成長していけるための地域づくりを進めます。 

こども本部 
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■わくわくプラザ事業■ 

「放課後子ども総合プラン」における放課後児童健全育成事業と放課後子供教室を一体的に実施 

■わくわくプラザ事業■ 

利用児童が順次来室

授業終了

順次退室（帰宅）

全ての児童を対象とする一体的な運営 

＊放課後の安全・安心な居場所の確保と仲間づくり 

＊遊び、読書、学習、休息など児童が主体的に活動 

＊多様なプログラムで活動（工作、読み聞かせ、スポーツ等） 

特別教室、体育館、校庭等の学校施設を活用して実施 

＊児童の放課後の様子や学校での様子

などについて日常的に情報交換

＊施設使用等の協議

学校（教職員） 
連携

家庭（保護者） 

＊お迎え時等に児童の体調や活動の様子

などについて説明

連携

放課後児童健全育成事業 
（安全な居場所の確保、健全育成） 

放 課 後 子 供 教 室 
 （多様なプログラム、学習支援） 

18:00まで 

多様な活動 

スタッフ 

児童の安全の確保  児童の活動の見守り 

【 スタッフリーダー、チーフサポーター、サポーターによる支援 】 

◎利用児童数や利用状況・活動内容などを勘案して適正な人数を配置する

◎わくわくプラザ事業を「放課後子ども総合プラン」として推進 

【推進方策】 

・全市立小学校で小学校１～６年生の全ての児童を対象にわくわくプラザ事業を実施 

・全わくわくプラザで放課後児童健全育成事業と放課後子供教室を引き続き一体的に実施する。 

・学校と調整し、支障のない範囲で余裕教室等を活用して実施している。 

・事業開始時（２００３(平成 15)年度）に学校施設の使用、管理、費用負担等について学校・

教育委員会及び所管局で協議を行い、開始した。円滑な事業の実施のために学校・教育委員会

との情報共有、協議を随時行う。 

・子育て家庭のニーズを踏まえて、引き続き事業の質の向上を図る。 

【目標事業量】 

 平成２７年度 平成３１年度 

登録児童数 32,795人 35,135人 

実施箇所数 全市立小学校（113校） 全市立小学校（113校） 

わくわくプラザ

※19:00 まで子育て支援・わくわくプラザ事業を実施 
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基本目標Ⅴ 子育てを支援する体制づくり 

Ⅴ－１ 社会的養護が必要な子どもへの支援の充実

 子どもの養育・養護は、一義的には家庭の責務ですが、保護者が亡くなった家庭、保護者が疾病等で

子どもの養育・養護ができなくなった家庭、児童虐待等により保護者に養育・養護させることが適当で

なくなった家庭など、やむを得ない理由により、子どもが家庭で生活することが困難な状況もあります。 

「社会的養護」は、そのような状況に置かれた子どもに対し、公的責任で社会的に養育・養護するも

のであり、子どもの基本的な人権を守るために、家庭に代わる子どもの生活の場を確保し、子どもの健

全な成長・発達を保障します。 

●2009(平成 21)年 10 月に策定した「要保護児童注１）施設整備に向けた基本方針」に基づく取組を

推進し、乳児院は既存の１施設に加えて新たに１施設を新設、児童養護施設は既存の２施設に加え

て新たに２施設を新設しました。 

●新設した児童養護施設は家庭的な養育環境に配慮（施設の家庭的養護）し、６人程度のグループで

生活する「小規模グループケア注２）」に対応した施設としました。 

●社会的養護が必要な子どもの中には、心理的精神的な課題を抱えた子どももいることから、専門的

な医療ケアに配慮した情緒障害児短期治療施設（児童心理治療施設）を整備しています。 

●2011(平成 23)年１月に策定した「里親の支援・拡充推進に向けた基本方針」に基づく取組を推進

し、里親の互助組織である里親会と協働して、里親制度の拡充と里親への支援の強化に努めてきま

した。 

●施設と里親の中間的形態として、グループホーム注３）の拡充を推進してきました。 

＜本市の社会的養護の現況（２０１４(平成 26)年 10月１日現在）＞ 

 （単位：か所数 ※1：組） 

施設等名称 施設数等 
児童養護施設 ４ 
乳児院 ２ 
里親 ※1 112 

グループホーム ５ 
自立援助ホーム １ 

情緒障害児短期治療施設 
（児童心理治療施設） 

１（建設中） 

注１）「要保護児童」：保護者のいない子どもまたは保護者に監護させることが不適当であると認められる子ども 

注２）「小規模グループケア」：本体施設や民間住宅において、６人程度の生活グループで家庭的養護を行うことを小規模グループケアと

呼ぶ。また、分園型として、施設本体から分けて、施設近隣の民間住宅などを活用し、児童の養護を行うこともできる。 

注３）「グループホーム」：施設（本体）から分散された地域小規模児童養護施設を指す。家庭的養護の一形態。本体施設の支援のもと民

間住宅などを活用して６人程度の児童の養護を行う。ただし、設置は本体施設１か所につき原則２か所までとなっている。

これまでの取組 
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●社会的養護については、国の「社会的養護の課題と将来像」においても、一般家庭の環境に近い養

育環境を目指し、「児童養護施設や乳児院・グループホーム・里親をそれぞれおおむね３分の１」と

する考え方が示されています。そのため、長期的な視点で家庭養護並びに家庭的養護を推進する取

り組みが必要です。 

●既存の児童養護施設について、老朽化への対応として改築を行っていますが、新設の児童養護施設

と合わせて「小規模グループケア」に対応した整備が必要です。 

●グループホームは、施設と里親の中間形態として、社会的養護において重要な役割を果たすもので

あり、今後の社会的養護の需要の増加に対する効果的な対応策です。また、里親については、登録

里親が高齢化してきており、新規の里親の登録拡充が必要です。 

●里親は、子どもへの愛情とボランティア精神に基づく制度であり、社会的養護の専門性を里親個人

の資質に頼っており、精神的な負担の大きさも課題となっています。 

●厚生労働省「社会的養護の課題と将来像の実現に向けて」によると、児童養護施設退所後の進路に

ついて、大学・専門学校等への進路の割合は 22.6%で、高等学校卒業者全体の 76.9%に比べても

低く、一方、就職者の割合は高等学校卒業者全体が 16.9％であるのに対し、児童養護施設児童は

69.8%と高い割合になっています。特に、高校卒業後において、多くの子どもは自ら収入を得て自

立しなければならないため、住居・生活資金・進学資金の面で課題があります。 

◎国の「社会的養護の課題と将来像」の考え方をもとに、本市の将来人口推計や社会的養護に関わる

現状の課題等を踏まえ、平成２７年度から平成４１年度を対象期間として策定する「（仮称）川崎市

社会的養護の推進に向けた基本方針」において本市における社会的養護推進の考え方を示します。

本市では、社会的養護が必要な子どもへの支援環境として、「里親・ファミリーホームを３分の１、

施設・グループホームを３分の２」とすることを基本的な方針とします。 

◎既存の児童養護施設の改築について、新設の児童養護施設と同様に、家庭的な養育環境に配慮（施

設の家庭的養護）し、６人程度のグループで生活する「小規模グループケア」に対応した施設とし

ます。 

◎グループホームは、施設に付随する機能とともに施設と里親の中間形態を持ち、家庭的養護の役割

を担うことから、そのあり方について再構築し、グループホームの拡充に向けた検討を推進します。 

◎里親制度の拡充にあたって、里親制度の周知だけでなく、担い手の発掘・育成等において効果的な

普及・啓発の手法を検討します。 

◎社会的養護によって養育された子どもが適切に社会的自立を果たすよう、施設・里親における養育

の時点から長期的に子どもの自立を支援するとともに、施設や里親における養育を離れて自立した

後も継続的な支援を行えるような総合的な仕組みを構築します。 

現状と課題 

計画期間における方向性 
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推進項目 （１）家庭に近い養育環境の推進と専門的支援の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

児童養護施設等整備の推

進 

既存児童養護施設について、建て替えに合わせて小規模グル

ープケアを実施します。 

こども本部 

グループホーム等運営事

業 

今後の要保護児童に対する重要な取り組みの一つとして、グ

ループホームの整備を推進します。また、そのための整備の

手法について検討します。 

こども本部 

子育て短期支援事業 育児疲れなどの場合に短期間こどもを預かり、家庭での養育

を支援するため、既存児童養護施設において建て替え後に、

子育て短期支援事業を実施します。 

こども本部 

退所後児童支援事業 18歳を迎え児童福祉施設等を退所となる児童に対して、就労

支援や就労後の定着支援を実施します。また、退所後の負担

軽減のために市営住宅の活用・民間賃貸住宅の利用策や、進

学費用の援助など18歳以降の継続的な支援策を検討します。 

こども本部 

推進項目 （２）里親制度（家庭養護）の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

里親制度実施事業 里親の登録数の増加には、里親制度そのものの普及啓発が重

要であることから、里親支援機関と連携したPR活動の強化等

に努めます。 

こども本部 

里親支援機関運営事業 里親の相談支援活動の中でニーズを把握し、里親研修の充実

や専門性の向上を目指すとともに、NPO法人等による支援の

強化を図っていきます。また、さらに関係機関とのネットワ

ークを推進し、里親候補者の新規開拓及び里親登録者の増加

を目指します。 

こども本部 
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Ⅴ－２ ひとり親家庭への支援の充実 

ひとり親家庭は、経済的にも、育児や家事などの生活面においても、肉体的・精神的負担が大きい中、 

近年の経済状況の変化、核家族化や地域の繋がりの希薄化などの社会環境の変化は、一般の家庭以上に

ひとり親家庭への影響が大きく、取り巻く状況は厳しいものとなっています。 

 ひとり親家庭への支援の充実に向けて、子育て・生活・就業・経済的負担などの多方面の視点から総

合的な対策を推進します。 

●児童扶養手当や貸付など経済的支援を中心とする施策から、就業による自立を総合的に支援する施

策に転換を図ってきました。 

●ひとり親家庭における専門支援機関として、母子・父子福祉センターにおける生活支援・就業支援

の取組を進めるとともに、市民に身近な区役所保健福祉センター等において、相談・支援の充実に

取り組んできました。 

＜母子・父子福祉センターにおける生活相談件数、生活相談人数（平成25年度）＞ 

（単位：件）                   （単位：人）

＜母子・父子福祉センターにおける就業相談件数（平成25年度）＞ 

（単位：件） 

相談内容別内訳 

子育て・生活相談 788 

日常生活支援事業派遣依頼 181 

離婚相談 52 

法律相談 30 

養育費相談 29 

その他（住宅等） 72 

計 1,152 

相談形態別内訳 

来所 238 

電話 666 

計 904 

相談形態別内訳 
来所 454 
電話 803 

計 1,257 

これまでの取組 

これまで本市において母子家庭、父子家庭、寡婦の方の生活の安定と向上のための施策を推進す

る自立促進計画として位置付け、取組を推進してきました「川崎市母子家庭等自立促進計画」の「基

本理念」や「基本目標」に基づく施策・事業の展開等を踏まえ、2015(平成 27)年度から推進する

施策・取組について示しています。 
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＜就業支援に向けた講習会等の実施（平成25年度）＞ 

講習会等の内容 

日商簿記検定資格取得講座 

延 206 人 
パソコン講座 
電子会計ソフト講座 
各種資格取得セミナー 

＜無料職業紹介所の設置（平成25年度）＞ 

取扱内訳 
求職登録 166 名 
就職決定者 109 名（常勤・正社員 52 名、パート 57 名） 
求人登録事業所 75 社 
求人数 594 名 

 ●これまで母子家庭への支援を中心として施策・事業を推進してきましたが、母子及び父子並びに寡

婦福祉法の施行（2014(平成 26)年 10月）により、父子福祉資金の創設をはじめ、各種支援施策

の父子家庭への拡充等も図っています。 

 ●増加傾向にある未婚のひとり親について、各種制度利用における婚姻歴の有無による負担額の差異

について解消を図るため、寡婦（夫）控除をみなしで適用し、子どもが育成されるひとり親家庭の

生活の安定を図っています。 

●支援が必要なひとり親家庭を早期に把握するため、市民に身近な区役所保健福祉センター等におけ

る相談窓口としての機能の強化が必要です。また、必要に応じて専門的な支援に繋げられるよう、

区役所保健福祉センター等と母子・父子福祉センターの連携が重要です。 

●２０１４(平成２６)年度実施の「川崎市ひとり親家庭生活・就労状況等実態調査」（対象２，０００

世帯、回答４９８世帯）によると、全国的な状況と同様、本市でも、母子家庭の母親については非

正規の就業割合が高く、平均収入は低くなっていますが、父子家庭の父親については、正規就労の

割合が高くなっています。支援情報の入手方法については、市政だよりや市ホームページ等の広報

による入手が多いものの、父子家庭については、支援情報を得られていない割合も高い状況にあり、

母子家庭と父子家庭ではそれぞれ異なった課題を抱えています。 

現状と課題 
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■現在の就業状況 

資料：「川崎市ひとり親家庭生活・就労状況等実態調査」（平成２６年度） 

■支援情報の入手方法 

資料：「川崎市ひとり親家庭生活・就労状況等実態調査」（平成２６年度） 
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●ひとり親家庭では、生計の維持と子育てを一人で担っており、収入・子どもの養育等をはじめとし

て困難な状況に直面しています。実態調査で最も必要性の高い施策として回答されたものは、「児童

扶養手当」が約６３％、「ひとり親家庭医療費助成」が約１８％となっています。継続的に安定した

生活を送るためには、子育てをしながら、収入・雇用条件等でよりよい職業につき、経済的に自立

していくことが、親自身や子どもの将来のためにも重要です。 

●平成２５年度国民生活基礎調査によると、子どものいる世帯全体の貧困率に対して、ひとり親世帯

の貧困率は３倍以上高く、子どもの生まれ育った家庭の事情で、子どもの将来が左右されてしまう

状況が少なくありません。実態調査の中でも、母子家庭、父子家庭ともに、子どもの勉強・進学へ

の不安や進学に伴う経済的な不安が、子どものことに関する悩みとして上位に挙がっており、子ど

もの自立に向けた支援について検討が必要です。 

■子どものことに関する悩み 

資料：「川崎市ひとり親家庭生活・就労状況等実態調査」（平成２６年度） 
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子どもの食事（栄養）が十分か不安である

子どもの成績がよくないので、進学できるか不

安である

仕事と子育ての両立が困難

子どもの勉強を見てやれていない

子どもを進学させたいが経済的に可能か不安

である

（％）

※１～３番目の悩みの合計

子どものことに関する悩み上位５つ

（母子家庭）
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0 10 20 30

子どもの成績がよくないので、進学できるか不安であ

る

子どもの食事（栄養）が十分か不安である

仕事と子育ての両立が困難

子どもを進学させたいが経済的に可能か不安である

子どもの勉強を見てやれていない

（％）

※１～３番目の悩みの合計

子どものことに関する悩み上位５つ

（父子家庭）
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◎区役所保健福祉センター等において、児童扶養手当、保育所入所、母子父子寡婦福祉資金貸付等の

受付・相談を通して、ひとり親家庭の支援ニーズを的確に把握するとともに、必要に応じて、健康

や子育て相談等、保健師や社会福祉職等の専門職による総合的な支援を行います。 

◎母子・父子福祉センターにおいて、ひとり親家庭に特化した支援施策を提供し、自立支援計画策定

や家事・子育ての家庭生活支援員の派遣、講習会の開催等、ひとり親家庭の支援のための総合拠点

としての機能のさらなる強化に努めます。 

◎相談窓口としての区役所保健福祉センター等と専門支援機関としての母子・父子福祉センターとの

連携体制のさらなる強化に努めます。さらに、家庭の状況に応じて、児童相談所、男女共同参画セ

ンター、生活自立・仕事相談センター、養育費相談支援センターなど、多様な関係機関との連携を

充実します。 

◎非正規の就労では、低賃金や不安定な雇用条件により自立が困難な場合が多いことから、ひとり親

を対象とした正規就労に向けた資格取得や就業支援講習会を充実します。 

◎ひとり親家庭の負担を軽減するために、生活支援に関わる講習会や家事・育児に関わる支援員の派

遣事業を拡充し、ひとり親が仕事と子育てを両立できるよう、支援を充実します。 

◎ひとり親家庭の子どもが、その置かれた環境によって社会的自立が阻害されないよう、学習支援な

ど、子どもが健やかに成長できるよう支援を検討します。 

申請受しんせい
・保育所入所

・児童扶養手当

・母子父子寡婦福祉資金 等

・母子保健指導・相談事業

・継続した個別的支援ニーズに対する相談支援

・離婚前相談も含む生活相談

・女性弁護士による法律相談

・日常生活支援事業（エンゼルパートナー制度）

・自立支援プログラム策定事業

・就業・自立支援センター事業

・具体的な支援施策の利用

・総合的な支援を求める相談

・ひとり親に特化した支

援を求める相談

ひとり親家庭

連 携

生活自立・仕事

相談センター

児童相談所 男女共同参画

センター

養育費相談支援

センター ・・・その他関係機関

連 携
区役所・地区健康福祉ステーション 母子・父子福祉センター

申請受付

計画期間における方向性 
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推進項目 （１）相談・支援体制の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

相談支援機能の充実 区役所保健福祉センターにおいて、ひとり親家庭への支援を

総合的に行うために職員への研修等機能の充実を図り、母

子・父子福祉センター等関係機関との連携を推進します。 

こども本部 

情報提供の推進 施策・事業について、リーフレットを作成するとともに、ホ

ームページで発信するなど、情報の周知・提供の充実を進め、

活用を促進します。 

こども本部 

相談員等の人材育成 区役所保健福祉センター等や母子・父子福祉センターにおい

て、個々の家庭の状況に応じた必要な支援を行うことができ

るよう、職員に対する研修を実施します。 

こども本部 

推進項目 （２）家庭の生活を支援する取組の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

日常生活支援事業の充実 ひとり親家庭の子育て、就業及び修業を支援するため、一時

的に生活援助や保育が必要な家庭に対して家庭生活支援員を

派遣する日常生活支援事業を充実します。 

こども本部 

自立支援プログラム策定

事業の実施 

就職や転職に向けて個々のニーズに合った支援を行うため

に、自立の目標や支援内容等についての「自立支援計画書」

を母子・父子福祉センターで策定し、継続的に支援します。 

こども本部 

自立支援給付金事業の実

施 

就業に必要な資格や技能の習得を支援するため、「教育訓練給

付金事業注１）」及び「高等職業訓練促進給付金等事業注２）」を

実施します。 

こども本部 

就業・自立支援センター

事業の実施 

就業相談員を配置し、就業相談をはじめ、就業支援講習会を

開催、資格取得・就業情報の提供、職業紹介まで、一貫した

就業支援サービスを提供します。 

こども本部 

母子生活支援施設の運営 経済的理由等により母子家庭等が自立のために入所する施設

で、生活や就労、子育ての相談等を行い、総合的に自立を支

援します。 

こども本部 

注１）就業に必要な資格や技能を習得するために、講座受講や養成校への通学にあたり、経費の２割を給付金として支給する（所得制あ

り）。 

注２）看護師等の資格取得を目的とする養成校で２年以上修業する際に、就業又は育児と修業の両立が困難な場合、生活の負担軽減のた

め給付金を支給する（所得制限あり）。 
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推進項目 （３）自立に向けた子どもへの支援の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

子どもへの就業支援の実

施 

就業・自立支援センターにおける支援を、ひとり親家庭の児

童にも拡充し、就業支援サービスを提供します。 

こども本部 

学習支援の検討 家庭の状況を理由に修学や修学継続を断念することのないよ

う、子どもの社会参加や修学機会の提供等について検討しま

す。 

こども本部 
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Ⅴ－３ 障害のある子どもと家庭への支援の充実 

 障害のある子どもに対する支援は、障害のない子どもに対する支援と同じく、その能力や可能性を伸

ばしていけるよう支援することが必要です。こうした「ノーマライゼーション」の理念に基づき、障害

のある子どもが地域で暮らしていくために、必要な支援が総合的に提供される体制を目指してこれまで

取組を進めてきました。 

 障害やその疑いのあることを早期に把握し、その子に合った支援をすることにより、出来ることや可

能性を伸ばしていくことができます。個々の子どもの状況と成長の段階に見合った適切な支援と、障害

のある子ども等が、安心して伸び伸びと地域社会で生活できる環境を目指します。 

●市民に身近な相談窓口としての区役所保健福祉センターについて、保健師・社会福祉職・心理職等

の専門職を配置するなど相談機能を充実してきました。 

 ●障害のある子どもの専門的な相談支援機関として、市内４か所の地域療育センターの再編整備を進

めるとともに、発達相談支援センターを１か所設置し、支援に対するネットワークの構築を進めて

きました。 

 ●身近な地域における障害児通所支援事業所として乳幼児を対象とする児童発達支援事業所15か所、

学齢児を対象とする放課後等デイサービス事業所21か所の指定を行いました。 

●障害の状況、保護者等の諸事情や児童虐待などにより家庭での生活が難しい障害のある子どもに対

し、市内１か所の福祉型障害児入所施設である中央療育センター（入所部）において日常生活上の

支援を行いました。また、市内１か所の医療型障害児入所施設において、重度・重複障害や被虐待

児等への支援を行いました。 

●就学後の学齢期の子どものために、小・中・高・特別支援学校における特別支援教育の充実を図っ

てきました。 

 ●障害のある子どもを持つ家庭への支援と地域における交流の支援を充実してきました。 

これまでの取組 
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注） 網掛けの部分は、障害児福祉施策として実施しているものです。 

小学校 中学校 高校

0歳～1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳～11歳 12～14歳
15歳～
18歳未満

18歳～

妊娠
～出産

乳幼児期

健診

相談支援
（区役所）

療
育
・
専
門
的
支
援

発
達
障
害
等
へ
の
対
応

相談支援
事業所

入所施設

乳児院（市内2か所）／児童養護施設（市内2か所）

障害児保育 障害児タイムケア
モデル事業

児童発達支援・放課後等デイサービス

医療型障害児入所施設…ソレイユ川崎

福祉型障害児入所施設…中央療育センター（入所部門）

障害者更生相談所

区役所保健福祉センター（主として児童家庭課）
◎第一次相談・支援の実施

地域療育センター（児童発達支援センター）

幼稚園・保育所・認定こども園
◎園生活における児童を支える体制・支援

児童相談所 ☆児童家庭相談支援

発達障害者支援センター（川崎市発達相談支援センター）
◎専門的相談支援
◎研修実施・普及啓発・支援機関間のコーディネート

障害児・者日中一時預かり事業

障害者就労援助センター

◎専門的な助言

巡回相談

小学校・中学校・高校
◎児童支援コーディネーター・特別支援
教育コーディネーターを中心とした校内

支援

区保健福祉センター（高齢・障害課）
◎障害児通所支援の利用申請・支給決定

障害児相談支援事業・・・通所サービスの利用に関する相談等

◎発達相談支援コーディネーターの養成研修
乳幼児期の身近な生活の場所である幼稚園・保育所
において「気付きからきめ細やかな支援」を実施するた
めのコーディネーターの養成

こども家庭センターにおける支援

専門的支援

精神保健福祉センター

乳幼児健診等における早期発見

聾学校聴覚支援センター（乳幼児相談・難聴通級・地域支援）

通級指導教室
（言語・情緒）

特別支援学校（地域支援）

総合教育センター

（特別支援教育センター）
◎特別支援教育に関わる
教育相談
（児童・生徒とその保護者）

◎就学相談
（就学予定児とその保護者）

特別支援教育

かわ■川崎市における障害児等への支援施策 概要
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●子どもの状態が重度化し、家庭が混乱する前に支援を実施していくことが望まれることから、障害

等の早期発見・早期療育に向けて、区役所保健福祉センター等や地域療育センターを中心として、

関係機関相互の連携体制の構築が必要です。 

●障害やその疑いのある子どもは、家庭を含む地域社会で生活していくことが基本という考えのもと

に、地域社会全体で支えていけるよう、地域の子育て関係機関や関係者に向けた研修・普及啓発や

ネットワークづくりが必要です。 

●児童福祉法改正によりサービスを受給するにあたっては、障害児支援利用計画の作成が必要となり

ますが、利用計画を作成する民間事業所の確保が必要です。 

●障害児通所支援を利用する児童は、年々増加しており、特に放課後等デイサービスを利用する児童

は保護者の就労の増加などにより 161人（2012(平成 24)年度）から 355 人（2013(平成 25)

年度）へと約２倍になっています。児童発達支援事業所、及び放課後等デイサービス事業所の増加

に向けた取組みを進める必要があります。 

●障害児入所施設に入所している子どもの障害者入所施設への円滑な移行が課題となっています。 

●施設への短期入所は、保護者や家族の入院や通院、兄弟姉妹のための学校行事、冠婚葬祭や地域活

動への参加等、障害のある子どもを安心して家庭で育てていくためにも、さらなる充実が必要です。 

●特別支援学校・特別支援学級に在籍している子どもは増加傾向にあり、障害の内容の重度・重複化、

多様化が課題となっていること、また、通常の学級においても発達障害等の教育的ニーズのある子

どもが増加していることから、校内支援体制の充実や指導の専門性の向上、学級経営力の向上など

に取り組む必要があります。 

●学齢期の障害児の放課後や長期休暇中の居場所づくりを推進するため放課後等デイサービス事業の

拡充が求められています。 

◎市民に身近な相談窓口としての区役所保健福祉センター等の役割、地域で子どもと家庭を支える民

間事業者の役割、民間事業者も含めた関係機関の機関支援と地域の拠点となる地域療育センターの

役割、本市の障害支援に関わる事業を支える高度専門支援機関の役割など、それぞれの機関におけ

る役割、専門性などを再度精査し、総合的な相談支援体制の構築を図ります。 

◎地域の民間事業者を拡充し、身近な地域において、丁寧な相談支援を踏まえた支援利用計画の作成

を推進するとともに、地域療育センターにおいては、専門的機関としての相談支援及び地域支援を

実施できるよう検討を進めます。 

◎地域療育センターの発達相談支援機能の強化に合わせて、発達相談支援体制の充実に向けた発達相

談支援センターの役割や体制の見直しを行い、関係機関とのネットワーク構築とコーディネート及

び各種研修の実施や普及啓発活動を行います。 

◎障害児入所施設の安定した運営を推進するとともに、障害児・者サービスの連携を強化し、障害児

入所施設から障害者入所施設への円滑な移行を促進します。 

現状と課題 

計画期間における方向性 
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◎短期入所のニーズの増加により、２か所の障害児入所施設だけでの実施では不足しており、障害者

支援施策と連携し事業の充実に努めます。 

◎特別支援教育推進計画に基づき、発達障害を含め、障害のある子どもの一人ひとりの教育的ニーズ

に応じた特別支援教育のさらなる充実に向けた取組を推進します。 

◎地域における放課後や夏休み等の支援として、放課後等デイサービス事業を拡充します。 

推進項目 （１）相談・支援体制の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

総合的な支援体制の構築 区役所保健福祉センター、相談支援事業所、地域療育センタ

ー及び発達相談支援センターなどの専門機関との連携、ネッ

トワーク化による支援体制の強化を検討・推進します。 

区役所保健福祉センターの役割、計画作成を含めた身近な地

域の相談機関としての相談支援事業所の充実及び地域療育セ

ンターの家庭や地域を含めた支援体制の強化を行うととも

に、発達相談支援センターにおける相談支援・発達支援・就

労支援等を子どもの段階から成人期までの一貫した支援の実

施、役割及び体制の見直しを行います。 

こども本部 

区役所 

推進項目 （２）障害児の医療・福祉サービスの提供 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

障害児通所支援事業 児童福祉法に基づく障害児通所支援について、地域療育セン

ターにおいて、０歳から幼児期、学齢期までの専門的支援の

充実を図ります。 

乳幼児を対象とした児童発達支援事業所、及び学齢児を対象

とした放課後等デイサービス事業所において「身近な地域で

質の高い療育の提供」を推進します。 

こども本部 

障害児入所施設事業 福祉型障害児入所施設の安定した運営、及び年齢超過者の障

害者支援施設やグループホーム等への移行を促進します。ま

た、医療型障害児入所施設における入所支援を提供します。 

短期入所による在宅支援について、障害者施策と連携し事業

の充実に努めます。 

こども本部 
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推進項目 （３）学校における特別支援教育の充実 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

特別支援教育推進事業 共生社会の形成をめざした支援教育の推進に向けたインクル

ーシブ教育システム注）の構築や教育的ニーズに応じた多様な

学びの場の整備、小・中・高等学校における支援体制の整備、

教職員の専門性の向上を図るとともに、就学相談や保護者支

援のあり方を検討します。 

教育委員会

事務局 

注）インクルーシブ教育システム：人間の多様性の尊重等、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な

社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に教育を受ける仕組み。
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Ⅴ－４ 自立に向けて課題を抱える子ども・若者への支援の充実 

学齢期は、親・家族等を中心とした生活環境から徐々に自立し友人をはじめとする他者との人間関係

を築いていくとともに、将来の社会的自立に向けて様々な力を養う非常に重要な時期です。しかしなが

ら、子ども自身の心身の状況、子どもを取り巻く家庭生活や学校生活の状況により、子どもが目的意識、

達成感、自己肯定感などを感じられる機会がないまま社会性を身につけていくことが困難な状況に陥っ

たり、子どもが学校や地域の中で居場所を見いだせない状況に陥るケースも見受けられます。 

 このような課題を抱える子ども・若者の個々の状況に配慮した適切な支援を通じて、自立した「大人」

として次代を担うことができるよう、行政・関係機関等が連携した取組を進めます。 

●「子ども・若者支援推進法」に基づき、不登校、ひきこもり、家庭の貧困などの困難を有する子ど

も・若者への支援を進めるため、庁内関係部署による「子ども・若者育成支援連絡会議」を設置し、

困難を有する子ども・若者への支援策に関する情報共有や連携を進めてきました。 

●関係機関とのネットワークの強化を目的として、相談機関の情報を一元化した「川崎市子ども・若

者支援機関マップ」を作成し、関係機関等への配布、ホームページへの掲載を行いました。 

●子ども夢パーク内において「フリースペースえん」を運営し、様々な事情により学校や家庭に居場

所のない子ども・若者がありのままの自分でいられる場を提供してきました。また、フリースペー

ス「こどもサポート旭町」（川崎区）、「こどもサポート南野川」（宮前区）において、不登校・ひき

こもりなどの課題や悩みを抱えている子どもと保護者に対する支援を行ってきました。 

●地域の支援団体の力を活かし、ひきこもり・不登校の児童に対してボランティアによる支援を行う

「ひきこもり等児童福祉対策事業」を2014(平成 26)年からモデル実施し、学習支援や交流、レク

リエーションなど、課題を抱えた子ども・若者への個々の支援に向けた取組を進めてきました。 

●学校において、いじめ・不登校の早期発見・未然防止に向けた取組を進めるとともに、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用したきめ細やかな相談支援を実施しています。ま

た、不登校となっている児童生徒の居場所として適応指導教室（ゆうゆう広場）の運営などを実施

してきました。 

●厚生労働省の事業である「かわさき若者サポートステーション」は、NPO法人と川崎市が協働で運

営しています。若年無業者やひきこもり等の未就労の状態にある若者の職業的自立を支援するため

の相談事業や就労支援プログラム、保護者向けのセミナー等を実施してきました。 

●生活保護を受けているひきこもりの若者（15歳～29歳）に対する、若者就労自立支援事業「ブリ

ュッケ」を設置し、支援を実施してきました。 

●生活保護世帯の中学生に対して、「学習支援・居場所づくり事業」を実施し、高校進学の支援を行っ

てきました。 

●精神保健福祉センターにおいて、思春期相談や社会的ひきこもり相談を通した本人・家族支援や、

ひきこもりに対する理解を広げるための啓発等を実施してきました。 

これまでの取組 
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＜フリースペースえんの登録者数＞                   （単位：人） 

年齢 小学生 中学生 高校生年齢 １８歳以上 合  計 

平成 22年度 20 21 16 34 91 

平成 23 年度 19 27 17 38 101 

平成 24 年度 25 21 27 38 111 

平成 25 年度 24 23 26 36 109 

平成 26 年度 22 26 25 32 105 

注）平成26年度は９月末現在の登録者数 

＜かわさき若者サポートステーション利用者実績＞          （単位：人） 

来所延べ数 相談件数（来所） 
相談者 本  人 保護者他 合  計 本  人 保護者他 合  計 

平成 22 年度 1,704 272 1,976 1,101 236 1,337 

平成 23 年度 3,667 226 3,893 1,462 177 1,639 

平成 24 年度 3,694 310 4,004 1,754 220 1,974 

平成 25 年度 3,675 177 3,852 2,364 104 2,468 

●不登校やひきこもりが長期化することで、若者が抱える問題がより複雑化・複合化し、支援もより

困難になりやすいため、困難を抱える若者の実態を早期に把握することや、支援につながっていな

い若者をどのように相談・支援機関につなげていくかが課題となっています。 

●子ども・若者がその成長段階に応じた適切な支援が受けられるよう、切れ目のない支援を行うこと

が必要です。 

●子ども・若者の自立を阻む要因は様々であり、一人ひとりの状況に応じた支援を行うため、教育、

福祉、精神保健、就労支援等の様々な専門機関相互の連携の強化を図り、総合的な支援ネットワー

クを構築していく必要があります。 

●子ども・若者育成支援推進法や本市の青少年問題協議会からの意見具申の趣旨に基づき、子ども・

若者が社会との関わりを自覚しつつ、自尊感情や自己肯定感を育みながら自己を確立し、成長でき

るよう、地域の中で子ども・若者が社会参加できる場や機会を作り、地域全体で支援していく体制

づくりが求められています。 

●生活保護世帯の高校進学の支援とともに、高校卒業の支援も新たな課題となっています。 

◎現行の「青少年プラン（改訂版）」の後継計画である「（仮称）川崎市子ども・若者プラン」を2015(平

成 27)年度に策定し、子ども・若者の自立に向けた施策を体系的に整理し、自立に向けて課題を抱

えた子ども・若者に対する政策を総合的に推進します。

◎学校、区役所、精神保健福祉センター、若者サポートステーション、地域の関係機関等が連携して、

支援が必要であるにも関わらず支援につながらない子ども・若者の把握に努め、相談機関等につな

計画期間における方向性 

現状と課題 
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げるとともに、一人ひとりの状況に応じた重層的・横断的支援を行う仕組みづくりを進めます。 

◎子ども・若者が自尊感情や自己肯定感を感じながら社会と関わって成長・自立できる環境を整える

ため、地域の中で若者が社会参加できる場・機会について、地域の団体や企業など、多様な主体と

連携して創出していきます。 

◎子ども・若者の貧困の連鎖を防止するため、学習支援等の事業の充実を図ります。 

推進項目 （１）課題を抱える子ども・若者対策の総合的な推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

（仮称）子ども・若者プ

ラン策定事業 

（仮称）子ども・若者プランを2015(平成 27)年度に策定し、

すべての青少年に対する施策を総合的に推進します。学齢期

以降の青少年の施策推進に向けては、学校教育・精神保健・

就労支援の施策分野との緊密な連携が重要であり、これらの

分野との整合・連携のあり方について、位置づけを明確にし

ます。 

こども本部 

ひきこもり等児童福祉対

策事業 

地域で若者の支援を行っているNPO法人と連携し、問題を抱

えて引きこもっている児童・若者に近い年代の若者による支

援や集団づくりの取組を推進します。 

こども本部 

課題を抱える子ども・若

者への支援体制の確立 

課題を抱える子ども・若者を支援する行政機関や関係機関・

団体が連携し、効果的な支援を進めるための体制づくりを進

めます。 

こども本部 

フリースペースえんの運

営 

様々な事情により、学校や家庭に居場所のない子ども・若者

が安心して過ごせる場として「フリースペースえん」を運営

し支援します。 

こども本部 

若年者職業自立支援事業 厚生労働省の「若者サポートステーション事業」を運営法人

と協働運営し、15～39 歳の若年無業者等を対象に職業的自

立に向けた個別・継続的な支援を行います。また、保護者へ

の子どもの自立に関する相談・セミナーの実施や、市内高等

学校等との連携による中退防止や無業化の未然防止等を行い

ます。 

経済労働局 

児童生徒指導・相談業務 スクールカウンセラーを市立全中学校に配置するとともに、

市立小学校・高等学校に学校巡回カウンセラーを派遣し、各

学校で不登校やいじめの問題だけでなく、子どもたちの豊か

な心を育むためにその活用を促進し、充実させます。また、

子どもが置かれている環境の調整を行うスクールソーシャル

ワーカーを各区１名配置し、医療機関や児童相談所等の関係

機関との連携により問題の解決を図ります。 

教育委員会

事務局 
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■子ども・若者に対する総合的な支援（イメージ） 
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Ⅴ－５ 児童虐待対策の推進 

児童虐待は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって子ど

もを苦しめる重大な人権侵害であり、時には子どもを死に至らしめるという重大な事件に発展すること

もあります。虐待のないまちづくりを推進するため、本市では 2013(平成 25)年 4 月から「川崎市子

どもを虐待から守る条例」を施行しました。さらに、条例の基本理念を推進し、児童家庭支援・児童虐

待対策を強化・充実するために、2013(平成 25)年 3 月に「川崎市児童家庭支援・虐待対策基本方針」

を策定しました。 

 虐待を見逃さず、子どもの健やかな成長が守られる社会の形成に努めるとともに、子どもの最善の利

益や安全を最優先に考えるなど、子どもと家庭に関わる総合的な相談・支援体制の構築と強化に取り組

みます。 

●子育て家庭が孤立することのないよう、相談支援体制の充実を図るため、児童相談所と区役所保健

福祉センター等による連携の仕組みを構築しました。 

●児童虐待の相談・通告の急増を踏まえて、児童相談所の再編を行い、市内３か所の児童相談所によ

る相談・支援体制を整備しました。 

●民生委員児童委員・主任児童委員をはじめ市内関係団体等と協働して 11 月の「児童虐待防止推進

月間」を中心に啓発活動を実施しました。 

●区役所保健福祉センターに児童家庭課を設置し、保健師や助産師、社会福祉職、心理職、保育士か

らなる多職種協働による専門的な相談・支援を総合的に提供できる体制を整備しました。 

●児童虐待対策を総合的に推進する本庁所管部署を強化し、一貫性・継続性のある支援を提供するた

めの体制を整備するとともに、人材の育成や関係機関との重層的な支援ネットワークの充実を図り

ました。 

●虐待通告への対応については、児童相談所と区役所保健福祉センター等がそれぞれの役割と機能を

活かし連携して迅速に対応するとともに、要保護児童対策地域協議会により、要保護児童等への対

応について関係機関での円滑な連携、情報の共有を図り、適切な支援を行いました。 

●市内４か所に児童家庭支援センターを設置し、児童相談所や区役所保健福祉センター等と連携しな

がら、地域の子育て家庭の育児支援等を行いました。 

●2011(平成 23)年度から民間のコンビニエンスストアと提携し、児童虐待防止における地域の子ど

もの見守り体制を強化しました。さらに、2014(平成 26)年度からガス検針会社、新聞販売店等の

地域の民間事業者と連携した「川崎市地域見守りネットワーク」に子ども分野も参画し、身近な地

域で児童虐待や気になる家庭の早期発見の取組を推進しました。

これまでの取組 
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●児童相談所における虐待に関する相談・通告件数は、2010(平成 22)年度以降、毎年 1,000 件を

超える状況で、年々増加傾向にあります。虐待を未然に防ぐためには、子育て家庭に対する虐待の

発生予防策を推進することが必要です。 

■虐待相談・通告件数の推移 

●児童虐待を早期に発見し対応するためには、子育てに必要な情報を積極的に提供するとともに、育

児不安等の様々な相談・支援ニーズを早期に把握し、継続した個別支援が実施できる相談支援体制

の充実が必要です。 

●新たな課題となっている居所不明児童への対応について、関係部署と連携を図り、迅速かつ適切に

状況の把握に努め、要保護児童対策地域協議会を有効に活用するとともに、個人情報の取り扱い等

適切に情報共有できる仕組みづくり及び連携した支援を行うことが必要です。 

●児童虐待の要因の一つとして、子育て家庭の孤立が挙げられています。子育て家庭を地域で支え、

見守ることができる環境を整備することが重要です。 

●児童の健全な成長と保護者への適切な支援を行うため、一時保護児童を含む被虐待児童及びその保

護者に対する個別・継続的な支援を充実させ、家庭復帰に向けた取組を推進する必要があります。 

●虐待ケースを適切に管理するための組織マネジメントや人材の確保・育成が求められています。 

●児童虐待防止対策には、地域住民や関係機関のほか、日ごろから地域住民と接触する機会の多い様々

な民間事業者等とのより一層の連携の強化が求められています。 
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現状と課題 
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◎居所不明児童をはじめ、子育て家庭の情報について的確に把握、支援できるよう母子保健情報等を有

効に活用するとともに、児童相談所と区保健福祉センターが情報を円滑に共有できる仕組みを構築し、

乳幼児期から学齢期までの一貫した支援の充実を図ります。 

◎虐待対応件数が増加する中、児童相談所が児童福祉法等の法的権限に基づく支援を実施する一方、地

域に身近な行政機関である区役所保健福祉センター等による支援や見守りなど、児童相談所及び区保

健福祉センター等がそれぞれの役割と専門性に基づき支援を実施します。 

◎複雑・多様化する支援ニーズに対して多角的かつ総合的な支援を実施するため、中・長期的な視点に

立った専門職の育成、組織マネジメント力の向上を図るなど、児童相談所の専門的支援体制の強化を

図ります。 

◎児童家庭支援センターによる支援を充実させるため、市内児童養護施設の建替えに伴い新たに開設し、

在宅で育児不安を抱えている家庭に対し、地域での見守りや保護者への支援を行います。 

◎児童虐待を地域において早期発見するため、要保護児童地域対策協議会との連携と併せ、地域見守り

ネットワークを活用した民間事業者との協働による地域における支え合いの仕組みを推進します。 

◎行政をはじめ民生委員児童委員・主任児童委員、社会福祉協議会等関係団体との協働による広報・啓

発活動を充実させ、児童虐待に対する市民の理解を促し、社会全体で児童虐待の発生予防に取り組む

ための市民意識の向上を図ります。 

推進項目 （１）児童虐待防止対策の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

児童虐待対策推進事業 年々増加する児童虐待相談通告件数や複雑・多様化する市民

ニーズに的確かつ迅速に対応するため、関係機関との連携強

化、職員の資質向上のための研修の実践、人材の育成等、児

童虐待対策を推進します。 

こども本部 

要保護児童対策地域協議

会の運営 

児童福祉法第 25 条の 2 に規定されている要保護児童等を支

援するため必要な情報交換、普及啓発、研修等を行うととも

に、要保護児童等に対する支援内容に関する協議を行います。 

こども本部 

オレンジリボンキャンペ

ーン実施事業 

条例第13条に規定されている11月の児童虐待防止推進月間

を中心に、児童虐待防止は社会全体で取組むべき課題である

ことを広く市民に周知するために、広報啓発活動を実施しま

す。 

こども本部 

児童家庭支援センターの

運営 

児童福祉法第 44 条の 2 に基づく児童福祉施設として、子ど

もや家庭の悩みについて、区役所や児童相談所と連携しなが

ら地域における相談支援機関として対応します。 

こども本部 

計画期間における方向性 
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事業名 平成31年度までの主な取組 所管

地域見守りネットワーク

事業 

児童虐待の早期発見のため、川崎市地域見守りネットワーク

を活用した民間事業者との協働による地域における支え合い

の仕組みを推進します。 

こども本部 

注）児童虐待防止を含む児童家庭支援に関する施策については、別途2014(平成26)年2月に策定した「川崎市児童家庭支援・児童虐

待防止事業推進計画」と連携を図りながら着実に事業を推進します。 
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Ⅴ－６ DV 防止・被害者支援の推進 

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。）は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害です。 

国においては、DVの防止と被害者の保護を図ることを目的として、2001(平成13)年４月に、「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下、「DV防止法」という。）を制定しました。

2007(平成19)年度の法改正では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本計画の策定」と、「市町村が設置する適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとして

の機能を果たすこと」が市町村の努力義務となり、身近な市町村が地域に根差したDV被害者支援を行っ

ていくことが求められています。 

●DV防止法に基づき、2010(平成 22)年 3月に「川崎市DV被害者支援基本計画」を策定し、総合

的な市のDV対策を積極的に推進してきました。 

●各区役所保健福祉センター等において、被害者の個々の状況に応じた的確な支援を実施しています。

2013(平成 25)年度には組織を改編し、多職種の専門職を配置し、それぞれの専門職が連携して支

援を実施しています。 

●男女共同参画センターでは女性総合相談事業を、人権オンブズパーソンでは男女平等に関する人権

侵害や子どもの権利の侵害について相談事業を実施しています。緊急事案や困難事案については、

保健福祉センター等と連携を図っています。 

●被害者と同伴する子ども等の安全確保は最優先課題であり、被害者の意思を尊重しながら、神奈川

県等と連携して一時保護支援を行い、被害者とその子ども等の安全を確保しています。 

●被害者の自立に向けた支援については、この問題に取り組む民間団体が大きな役割を担っているた

め、民間団体の運営に係る経費を財政支援しています。 

これまでの取組 
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●DV 相談件数は、2012(平成 24)年度に減少しましたが、ここ５年間の推移では増加傾向にありま

す。 

■川崎市のＤＶ相談件数 

資料：川崎市こども本部調べ 

●さまざまな事情から転居が困難なケース、経済的困窮や児童虐待など複数の問題を抱えるケースな

ど被害者の置かれている状況は多様です。このような状況に適切に対応するためには、被害者の安

全確保のための情報の保護と管理を徹底しながら、関係機関がそれぞれの専門性を発揮しながら相

互に連携していくことが必要です。 

●本市のＤＶ防止法に基づく一時保護件数は、毎年度50件前後で推移していますが、その60％以上

が子どもを伴なった保護となっています。DVを身近に見てきた子どもたちは、身体に暴力をうけて

いなくてもさまざまな心の傷を抱えており、その心理的影響を考慮して、子どもの心のケアを充実

させていくことが必要です。 

●被害者が自立して生活しようとする場合、住宅の確保、経済的基盤の確立、子どもの養育、心身の

ケアなど、多様な自立支援が必要です。 

●2014(平成 26)年度実施の「かわさきの男女共同参画に関するアンケート」によると、「DVについ

て相談できる窓口を知らない」と答えた人は63.5％でした。被害者が一人で抱えこまず、相談しや

すくするためには、相談窓口を広く周知していくことが必要です。 

●DVを未然に防ぎ、DVを許さない社会の実現のためには、DVは犯罪となる行為をも含む重大な人

権侵害であるということを普及啓発していくことが必要です。 

現状と課題 
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◎多様化かつ複雑化する被害者の支援ニーズに対応するために、関係機関が相互に連携するための仕

組みの構築、関係者の研修の企画・実施など、DV施策を総合的に推進するための体制を整備し、相

談・支援の専門性の確保と向上に向けた取組を進めます。 

◎被害者が「どこに相談してよいかわからなかった」ために相談できず被害が深刻化してしまうとい

うことがないよう、DV被害にかかわる総合相談窓口の機能を整備し、広く周知していきます。 

◎ＤＶは児童虐待と密接に関係しているため、児童相談所をはじめ、子どもに対応する関係機関は連

携を一層密にし、被害者の状況と子どもの状況について十分把握し、子どもの心のケアなど、継続

的な支援を行います。 

◎被害者の自立に向けて、民間団体との連携をさらに強化するとともに、住居の確保に向けた支援、

就労の支援、生活保護・健康保険・児童手当など各種制度の円滑な手続きに関わる支援などを充実

します。 

◎暴力防止への理解を広く市民に促すためには、さまざまな機会をとらえて幅広い普及啓発を行うと

ともに、家庭や地域、学校において命の大切さや人を思いやる心を養う教育を行い、お互いを尊重

しDVを許さない社会づくりを進めていくことが重要です。 

推進項目 （１）DV被害者の支援体制の充実とDV防止への取組 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

DV 相談支援センター機

能の整備 

保健福祉センター等の相談・支援機能、こども本部の所管部

署における連絡・調整機能及び企画・立案機能、新たに整備

する総合的な窓口機能をあわせて川崎市 DV 相談支援センタ

ー機能と位置づけ、その役割を果たすとともに、広く周知し

ていきます。 

こども本部 

民間団体等支援事業 被害者の自立支援に向けて、民間団体等との連携を充実しま

す。 

こども本部 

暴力を許さない教育の推

進 

暴力を許さない教育や、男女平等観に基づいた一人ひとりを

大切にする教育等の人権に関する教育の一層の推進を図りま

す。 

市民・こど

も局 

こども本部 

計画期間における方向性 
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基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちづくり 

Ⅵ－１ 子育てに配慮した生活環境の推進 

子どもを安心して生み育てるためには、良好で快適な居住環境の確保や、安全で安心して外出できる

都市環境の整備が重要です。また、子どもの活動範囲における交通安全対策として、移動中の安全、遊

び場の安全に対する取組みと日常生活における事故や食中毒等の危険から子どもを守る取組の充実が重

要です。 

そのため、子育て家庭に配慮した住宅の普及や、子ども連れでも外出しやすい道路交通環境や公共施

設の整備などを進めるとともに、主な遊び場となる公園等の安全対策や、子どもを交通事故から守るた

めの交通安全対策、家庭内での不慮の事故防止、食の安全の確保に関する啓発活動を推進します。 

●住環境では、子育て世帯に適した居住環境を確保するため、良質なファミリー向け賃貸住宅である

特定優良賃貸住宅等の入居促進に向けた取組や、「川崎市子育て等あんしんマンション認定制度」に

より、子育て世帯の居住環境の向上を支援してきました。 

●「川崎市福祉のまちづくり条例」やバリアフリー基本構想等に基づき、誰もが安全かつ快適に利用

できるよう公共的施設等の整備、市内主要駅周辺地区における点字ブロックの設置や歩道の改良等

による歩行空間の整備に取り組み、バリアフリー化を推進してきました。 

●鉄道駅舎へのエレベーター等の設置の促進や、通園・通学、ベビーカーでの買い物等、安全に歩行

できる道路環境の整備として、子ども連れでも安心して外出できるよう、市民生活に密着した道路

の拡幅を推進してきました。 

●公園は、子どもの健全な育成の一翼を担うものであるため、街区公園の整備、生田緑地、菅生緑地

など里山の自然的環境を活かした大規模公園や緑地の整備・保全等に取り組んできました。 

●「川崎市交通安全計画」を５年ごと、「川崎市交通安全実施計画」を毎年度策定するなど、日常生活

における子どもの安全を図ることを含めた総合的な交通安全対策を推進しています。 

●地域の方々の意見をふまえて、地区内の交通事故の発生状況と、ヒヤリハット箇所を把握し、交通

事故の発生要因の特定とその安全対策をもとに「あんしん歩行エリア」を整備・指定し、安全対策

これまでの取組 

子育て世帯に適した居住環境を整えるため、

安心・安全・バリアフリー等、一定の要件を

満たしているマンションを川崎市子育て等あ

んしんマンションとして認定いたします。 
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の効果の検証をおこなっています。 

■「あんしん歩行エリア」（15 か所）

●乳幼児の事故は、「不慮の事故」が大きな割合を占めており、家庭における乳幼児の事故発生を未然

に防ぐことが必要なことから、「川崎市子どもの事故予防」リーフレットを、乳幼児健診受診時など

各々の機会や保育所等において配布するなど、広く不慮の事故予防や安全対策の必要性についての

情報提供を行ってきました。 

■不慮の事故死における事故区分別構成割合 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」（平成２５年） 
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最低居住面積水準未満

最低居住面積水準以上誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上

●食中毒などの「食品による健康被害」を防止するために、飲食店等営業施設の監視指導を行うとと

もに従事者や市民に対する衛生講習会を実施してきました。また、ホームページやリーフレットに

よる食の安全確保に関する情報提供などの啓発活動に取り組んできました。 

●若年の子育て世帯やひとり親世帯が、それぞれ望む場所で十分な広さの住宅に居住するのは収入の

面等から難しく、子育て世帯における最低居住面積水準未満率は、2003(平成 15)年と 2008(平

成 20)年で比べてみると３％減少しているものの、全国や神奈川県、横浜市と比較するとまだまだ

高い値であり、子育て環境として望ましい居住面積の確保への取組が求められています。 

■子育て世帯における誘導居住面積水準比率（国特別集計） 

●良質なファミリー向け賃貸住宅である特定優良賃貸住宅等や、子育てに配慮したマンション等の普

及に向けた取組など、さらなる子育て世帯の居住環境向上への支援が重要です。 

●ホルムアルデヒドなどの住宅建材に含まれる化学物質による人体への悪影響、住居内における健康

上の危害発生などの問題に対して、情報提供や相談場所の提供等が必要です。 

●子ども連れでも安心して外出できる環境整備として、鉄道駅舎等でのエレベーター等の設置など、

バリアフリー化やユニバーサルデザインの促進が重要です。 

●通学児童やベビーカー等の歩行者が安全で安心して利用ができるよう道路拡幅やガードレール設

置等による歩行空間の確保や交通事故の削減を目指した取組が求められています。 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」特別集計（平成20年度） 
子育て世帯は、『「家計を主に支えるもの」「その配偶者」』以外に18歳未満の者がいる世帯として、集計をしている。 

現状と課題 

２００３(平成 15)年 

２００８(平成 20)年 

２００８(平成 20)年 

２００８(平成 20)年 

２００８(平成 20)年 
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●都市化の進展に伴い、自然的環境が失われつつある中、子どもの健全な育成の一翼を担う身近な公

園の整備や里山の自然的環境の保全など、自然的環境を大切にした公園や緑地づくりが必要です。

●子どもの関係する人身交通事故の発生件数は減少していますが、子どもの行動範囲が成長とともに

広がり、交通事故に対する不安も大きくなることから、交通安全対策への継続的な取組みが求めら

れています。 

＜交通事故発生状況の推移＞            （単位：件、人） 

区分 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

子
ど
も

発生件数 766 711 446 463 432 484 505 448 448 374 

死者数 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

負傷者数 821 747 647 592 590 509 522 469 476 385 
全人身 

事故件数
7,390 7,097 6,257 5,791 5,138 4,960 4,852 4,526 4,470 3,915 

注１）各年12月末現在である。 

注２）子どもは１５歳以下である。 

資料：川崎市「平成26年度川崎市交通安全実施計画付属書類」 

●食べ物の詰まりやベッド中の窒息など、乳幼児の事故は、「不慮の事故」が大きな割合を占めている

ため、家庭における乳幼児の事故の未然防止対策の推進が必要です。

●基準値を超える残留農薬や放射性物質を含む食品の流通を防止する必要があります。 

●近年、集団給食施設等において大規模食中毒が発生していることから、食の安全を確保するための

対策が必要です。事業者等に対する監視指導や衛生教育を実施するとともに、市民に向けて正しい

知識や情報を提供し、食の安全を確保することが重要です。

◎子育て世帯の居住環境の向上に向け、良質なファミリー向け賃貸住宅の普及や、住居内における健

康上の危害の発生予防や快適で安全な居住環境を確保するための情報提供・啓発・相談の実施を推

進します。 

◎安全で快適な公共空間の整備に向け、妊婦や子ども連れが安心して外出できるよう、歩行空間のバ

リアフリー化を促進します。 

◎安心・安全な公園・緑地の整備に向け、子どもたちの自然的環境における遊びや体験の場としても

活用できるよう、自然的環境を活かした公園や緑地づくりを促進します。

◎子どもの安全を確保するため、交通安全教育や啓発活動を充実し、自動車乗車時のシートベルト・

チャイルドシートの着用の徹底と自転車乗車時の幼児用座席におけるシートベルト・ヘルメットの

着用の徹底など交通安全対策を推進します。

◎妊娠期から乳幼児の事故防止に対する意識の向上を図り、家庭における乳幼児の事故の未然防止に

向けた取組を行います。

◎食中毒防止の周知・啓発、食品中の放射性物質の検査など、子どもの食の安全の確保に向けた取組

を行います。 

計画期間における方向性 
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推進項目 （１）子育てに配慮した住宅の普及促進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

健康リビング推進事業 住居内における健康上の危害の発生防止や快適で安全な居住

環境の確保を支援するため、情報提供、啓発活動、市民相談

等健康リビング推進事業の充実を図ります。 

健康福祉局 

公的賃貸住宅の供給 既存の公営住宅や、良質なファミリー向け住宅である特定優

良賃貸住宅等を子育て世帯に供給します。 

まちづくり

局 

子育て等あんしんマンシ

ョンの認定 

子育てに適した居住環境を整えるため、子育て等あんしんマ

ンションを認定します。 

まちづくり

局 

推進項目 （２）安全・安心なまちづくりの推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

福祉のまちづくりの推進 市民にやさしいまちづくりを進めるため、「川崎市福祉のまち

づくり条例」の整備基準に基づいた建築物等の整備を進める

など、福祉のまちづくりを推進します。 

まちづくり

局 

バリアフリーのまちづく

りの推進 

鉄道駅を中心とした一体的なバリアフリーのまちづくりを推

進します。 

まちづくり

局 

歩行空間の整備 基本構想、推進構想に基づき、歩行空間の整備等を重点的に

実施します。 

建設緑政局 

道路の整備 安全で快適な利用に配慮した道路の新設・改築等の道路整備

を進め、交通安全対策を推進します。 

建設緑政局 

推進項目 （３）安全・安心な公園・緑地の整備 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

街区公園の整備 子どもや高齢者が歩いて行ける範囲に、街区公園などの身近

な公園を整備します。 

建設緑政局 

大規模公園等の整備 里山の自然的環境など立地特性を生かした個性と魅力ある大

規模公園緑地づくりを推進します。 

建設緑政局 

リフレッシュパーク事業

の推進 

老朽化した近隣・地区公園を活性化するために、市民との協

働により整備計画を策定するリフレッシュパーク事業を推進

します。 

建設緑政局 

推進項目 （４）交通安全対策の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

交通安全市民総ぐるみ運

動事業 

市民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故のない安全で住

みよい社会の実現を目指し交通安全市民総ぐるみ運動を推進

します。 

市民・こど

も局 
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事業名 平成31年度までの主な取組 所管

交通安全教育事業 幼児から高齢者に至るまでの年齢段階に応じた交通安全教育

を推進し、交通安全意識の高揚とマナーの向上を図ります。 

市民・こど

も局 

スクールゾーン対策事業 児童・生徒の登下校時における安全を確保するため、小学校

を中心とした半径500ｍのスクールゾーン内に路面標示、電

柱巻付標示を設置し、交通事故防止を図ります。 

市民・こど

も局 

推進項目 （５）子どもの事故の未然防止の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

乳幼児健康診査などの母

子保健事業 

子どもの事故防止に関する知識や安全対策の必要性につい

て、母子健康手帳や両親学級テキストへの掲載、両親学級で

の講話、乳幼児健康診査でのリーフレットの配布などにより、

普及啓発を推進します。 

こども本部 

推進項目 （６）食の安全の確保 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

食品安全推進事業 「川崎市食品衛生監視指導計画」に基づき、食品営業施設等

の監視指導や食品等の検査を行い、その結果を公表するとと

もに、食品衛生に関する正しい知識の普及のため、衛生教育

などの啓発活動を行います。 

健康福祉局 
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Ⅵ－２ 子どもを犯罪から守り犯罪を防止する活動の推進 

地域社会におけるつながりの希薄化により、子どもが地域の大人と接する機会が減少しており、地域

全体で子どもを見守る力が低下していることから、子どもが犠牲となる痛ましい犯罪等が後を絶たず、

子どもを取り巻く環境は危険が多くなっています。 

 さらにインターネットの普及など、情報化社会の進展は、生活の利便性を向上させる一方で、有害な

情報を容易に閲覧したり、個人情報を安易にネット上に載せる等の行為により、保護者等の知らないと

ころで子どもがインターネットを利用したいじめ、犯罪に巻き込まれる可能性もあります。 

 現在の社会状況に合わせて、家庭や地域が子どもを見守り、子どもを犯罪から守り、安全・安心して

暮らせるまちづくりが求められています。 

●子どもを犯罪等の被害から守るため、「こども110番」事業の協力店舗等の拡充を図りました。 

●神奈川県と連携し、青少年指導員や少年補導員の協力を得て社会環境実態調査を実施し、有害図書

類区分陳列の立入調査等を行いました。 

●７月の非行防止月間や 11 月の子ども・若者支援月間において、街頭キャンペーンや懸垂幕、ポス

ターによる啓発活動を実施しました。 

●インターネットの使用についての注意喚起のため、９都県市共同による啓発ポスターを作成し、啓

発・広報を実施しました。 

 ●神奈川県及び県下政令市と共同で「子どもたちのネット利用に係る実態調査」を実施しました。 

●学校と警察、児童相談所等で構成する「川崎市学校警察連絡協議会」において、児童生徒の安全と

非行防止、健全育成を図る取組を行っています。 

●子どもたちが巻き込まれる犯罪が多発していることから、地域全体で子どもを守る取組が必要です。 

●子どもたちにとって、地域の中で安心して頼れる大人がいることが、犯罪防止等につながるだけで

なく、日頃の関わりを通じて自分の住む町に対しての愛着にもつながることから、地域全体で子ど

もを見守る体制づくりが必要です。 

●近年、スマートフォン等を所持する児童が増加しており、インターネットを通じた犯罪やいじめに

巻き込まれる危険性が高まっていることから、スマートフォン等の安全な利用について実効性のあ

る啓発活動を行うことが重要です。 

●近年、「格安スマホ」として販売されているスマートフォンについてはフィルタリングに対応してい

ないことや、携帯ゲーム機・タブレット等、インターネットに接続できる機器が多様化しており、 

現状と課題 

これまでの取組 
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30分未満,
9.2 

1時間未満,
12.0 

2時間未満,
20.4 

3時間未満,
15.8 

4時間未満,
13.5 

5時間未満,
8.1 

5時間以上,
20.9 

（単位：％）

 子どもがインターネット上の有害情報を閲覧しないよう、保護者に対しての一層の啓発が求められ

ています。 

●近年、街頭やインターネット等で簡単に「危険ドラッグ」が手に入り、その服用による健康被害等

が起きていることから、薬物乱用の危険性について青少年に対する啓発が必要です。 

●児童等が犯罪の被害者・加害者とならないよう、関係機関の連携強化が求められています。 

■スマートフォンの普及率   ■スマートフォンの 1日の利用時間 

資料：神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市「子どもたちのネット利用に係る実態調査報告書（2014(平成26)年10月） 

◎「こども110番」については、今後も区ごとに各小学校こども110番実施委員会等との情報交換

会を実施し、子どもを取り巻く危険等について情報共有を進めます。 

◎地域の中で子どもを見守り健全育成を進める川崎市青少年指導員連絡協議会への支援を行うことに

より、子どもを温かく見守り育てる地域づくりを進めます。 

◎「川崎市青少年の健全な育成環境推進協議会」を構成している行政、関係機関・団体、学校、民間

企業等が連携して、こども110番への支援、非行防止、薬物乱用の危険性に対する啓発など青少年

を犯罪等から守る取組を進めていきます。 

◎インターネットやスマートフォンの利用については、ネットに接続できる端末やネット上のコミュ

ニケーションツールの多様化に対応していくため、引き続き九都県市、四県市と連携して、保護者

に対し、家庭内での利用のルールを決めることやフィルタリングの必要性について啓発を行います。 

◎青少年の安易な危険ドラッグ服用を未然に防止するため、毎年７月の青少年非行防止月間や１１月

の子ども・若者支援月間などにおいて、薬物乱用の危険性について周知していきます。 

◎「川崎市学校警察連絡協議会」については、今後も、関係機関と連携して児童生徒の安全と健全育

成を図っていきます。 

計画期間における方向性 
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推進項目 （１）子どもの非行防止や犯罪から守る活動の推進 

事業名 平成 31年度までの主な取組 所管 

「川崎市青少年の健全な

育成環境推進協議会」に

よる非行防止等の取組の

推進 

行政、青少年育成団体、関係機関、民間企業等が一体となっ

て、市内各小学校区（地域によっては中学校区）で実施して

いる「こども110番」の協力店舗・家庭の拡大を図るととも

に、区ごとの情報交換会を開催し、実施主体同士の情報共有

や取組事例等についての情報交換を行い、子どもを地域で見

守る体制を支援します。また、非行防止や子どもを巻き込む

犯罪防止等の啓発活動を進めていきます。 

こども本部 

青少年指導員活動への支

援 

【再掲：Ⅱ-２-（１）】

地域における青少年の健全育成の推進を担うことを目的とし

て設置している青少年指導員に対し、区青少年指導員連絡協

議会の活動に対する支援や、青少年指導員の資質向上のため

の研修を開催するなど、青少年にとって望ましい育成環境づ

くりを推進します。 

こども本部 

子どもが安全にインター

ネットを利用できる環境

づくり 

９都県市、４県市と連携しながら、インターネットを利用し

た青少年を巻き込む犯罪の未然防止や、安全なインターネッ

トの利用に関する家庭でのルール作り等に関する啓発等を進

めます。取組を進めるに当たっては、教育委員会など関係部

署と連携しながら進めていきます。 

こども本部 

「川崎市学校警察連絡協

議会」による取組の推進 

川崎の学校と警察、児童相談所等が相互理解の推進と緊密な

連携を図って全市的な児童生徒の安全と非行防止について研

究協議し、その健全な育成を図ることを目的として次の事業

を行います。 

(1) 全市的な少年非行等に関する情報の収集と交換 

(2) 全市的な少年非行等の防止対策の研究と活動 

(3) 全市的な児童生徒の健全育成のための環境浄化対策の研

究 

(4) 全市的な児童生徒の校外生徒指導についての研究 

(5) その他 

教育委員会 
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 この計画では、すべての子どもの健やかな成長のために、適切な環境が等しく確保されるよう、子ど

も及びその保護者に必要な取組を総合的かつ計画的に進めることとしています。 

また、子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な

施設や事業から、良質かつ適切な教育及び保育、その他子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供

されるよう、その取組を位置づけています。 

第５章では、この計画が子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画として、「教

育・保育施設、地域型保育事業」と「地域子ども・子育て支援事業」について、２０１５(平成 27)年度

から５年間の「量の見込み」（利用に関するニーズ量）及び「確保方策」（量の見込みに対応する整備量

と実施時期）を定めています。 

＜教育・保育施設・地域型保育事業及び地域子ども・子育て支援事業＞ 

教育・保育施設・地域型保育事業 地域子ども・子育て支援事業 

●施設型給付 

・認定こども園 
・幼稚園 
・保育園 

●地域型保育給付 

・小規模保育 
・家庭的保育 
・事業所内保育 
・居宅訪問型保育 

●妊婦健康診査 
●乳児家庭全戸訪問事業 
●子育て短期支援事業（ショートステイ） 
●養育支援訪問事業等 
●病児保育事業（病児・病後児保育事業） 
●利用者支援事業 
●延長保育事業 
●放課後児童健全育成事業 
●地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター事業） 
●一時預かり事業 
●ファミリー・サポート・センター事業（ふれあい子育てサポート事業） 
●実費徴収に係る補足給付を行う事業 
●多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 量の見込みは、第４章までの施策の方向性等に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

に相当する利用状況や児童の人口推計を踏まえて量を見込み、確保方策として量の見込みに対応する提

供体制の確保の内容及び実施時期を定めます。 

１ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

（１）教育・保育の提供区域の設定 

教育・保育の提供区域は、子ども・子育て支援事業の量の見込み（目標事業量）を把握し、確保

方策を検討する単位となる地域区分を設定するものであり、地域の実情に応じて保護者や子どもが

居宅より容易に移動することが可能な区域として設定することとされています。

本市においては、教育・保育の提供区域について、各行政区を一つの区域として設定します。 

（２）教育・保育に関する施設・地域型保育事業 

ア 教育・保育に関する施設 

（ア）認定こども園 

第５章 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
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幼稚園と保育所のそれぞれの機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う教育・保

育施設です。 

     幼保連携型 認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な運営をする「学校及び児童福祉

施設」に位置付けられる教育・保育施設です。 

     幼稚園型  認可幼稚園が保育所的な機能を備えて運営する教育・保育施設です。 

     保育所型  認可保育所が幼稚園的な機能を備えて運営する教育・保育施設です。 

     地方裁量型 幼稚園・保育所のいずれの認可もない地域の教育・保育施設です。 

（イ）幼稚園 

       ３歳から就学前の幼児が、さまざまな遊びを中心とした教育により、小学校以降の学習の

基盤を培うことができる「学校」です。 

（ウ）保育所 

      保護者が就労などのため、家庭で保育できない乳幼児を、保護者に代わって保育し、地域

の子育て支援も行う「児童福祉施設」です。 

イ 地域型保育事業  

家庭的保育 家庭的雰囲気のもとで、少人数（定員５人以下）を対象にきめ細やかな保育を行います。

     小規模保育 少人数（定員６～１９人）を対象に、家庭的保育に近いきめ細やかな保育を行います。 

     事業所内保育 事業所内の保育施設等で従業員及び地域の子どもを一緒に保育を行います。 

     居宅訪問型 障害・疾患などで個別にケアが必要な場合等、保護者の自宅で１対１の保育を

行います。 

（３）教育・保育の利用区分

子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設及び事業の利用にあたっては、保育の必要性に

応じた支給認定を受ける必要があります。保育の量は、本市の保育の必要性の認定基準を踏まえて

見込みます。 

支給認定区分 年齢 保育の必要性 
教育・保育の必要
量に応じた区分 

利用できる施設 

１号認定 満３歳以上 なし 教育標準時間 
幼稚園 

認定こども園 

２号認定 満３歳以上 あり 
保育短時間 
保育標準時間 

保育所 
認定こども園 

３号認定 満３歳未満 あり 
保育短時間 
保育標準時間 

保育所 
認定こども園 
地域型保育事業 

※幼稚園については、「子ども・子育て支援新制度へ移行する施設」と従来からの「私学助成を受ける施設」とを事業者が選択できます。

■認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の仕組み

認定こども園（０～５歳） 

幼保連携型
・認可を一本化 
・学校及び児童福祉施設と
しての法的位置付け 

幼稚園型

保育所型

地方裁量型

※幼稚園
３～５歳 

保育所
０～５歳 

施
設
型
給
付

地
域
型
保
育

給
付

（０～２歳） 
小規模保育 
家庭的保育 
居宅訪問型保育 
事業所内保育 
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（４）教育・保育の量の見込みの考え方 

ア 教育・保育の量の見込みについて 

２０１３(平成 25)年度に実施した「川崎市子ども・子育てに関する調査」の結果から、「量の

見込みの算出等のための手引き（2014(平成２６)年１月 内閣府）」に基づき算出した数値を元

に、利用実態に即したものとなるよう補正を行い、量を見込みます。 

イ 保育の必要性の認定基準との関係 

保育の必要性の認定について、「標準時間」（主にフルタイムの就労を想定。現行の11時間の

開所時間に相当）及び「短時間」（主にパートタイムの就労を想定）の２区分を設けることにな

ります。「短時間」の認定は、保護者の１か月の就労時間が市町村の定める下限時間以上120時

間未満にあたる家庭を対象としており、市町村は月48時間から月64時間の間で下限時間を定

めることとなっております。 

本市では、現行の入所要件（月16日以上かつ１日あたり４時間以上の就労）を踏まえ、下限

時間を「月64時間（ただし、月16日以上かつ１日あたり４時間以上）」として「量の見込み」

を算出するものとします。 

   ウ 児童人口推計 

計画期間中の各歳児の年度当初（４月１日）の時点での推計児童数を算出しています。 

各認定区分における推計児童数              （単位：人）

１号認定また
は２号認定 
（３～５歳） 

３号認定 
（０歳） 

３号認定 
（１～２歳）

合計 

平成 27 年度 39,380 13,959 26,705 80,044
平成 28 年度 38,769 13,663 26,146 78,578
平成 29 年度 38,203 13,387 25,617 77,207
平成 30 年度 37,639 13,110 25,092 75,841
平成 31 年度 37,078 12,837 24,566 74,481

（５）計画期間中の量の見込みと確保方策 

２０１５(平成27)年度から２０１９(平成 31)年度の４月１日時点での量の見込と確保方策は次

のとおりです。なお、確保方策は、認定こども園、幼稚園、保育所、私学助成を受ける幼稚園、地

域型保育事業、認可外保育施設（市が一定の施設基準に基づき運営支援等を行っている川崎認定保

育園及びおなかま保育室を対象）を内訳としています。 

＜川崎市子ども・子育てに関する調査＞ 
● 実施時期：2013(平成 25)年 9 月 27 日（金）から 10月 18 日（金）まで 
● 調 査 数：無作為抽出により就学前児童の保護者 15,000 件、就学児童の保護者 3,000 件 
● 回 収 率：46.5％（就学前）、44.6％（就学）
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■ 全市域                               （単位：人）

計画 
年度 

量の見込みと確保方策 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

計 
３歳以上 ３歳以上 ０歳 １・２歳

２７ 

量の見込み 22,096 15,537 2,422 10,910 50,965

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 22,096 14,187 1,625 8,202 46,110

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 13,286 1,625 8,202 23,113
幼稚園・認定こども園(1号) 598 22 - - 620
私学助成を受ける幼稚園 21,498 879 - - 22,377

地域型保育事業 - - 133 341 474
認可外保育施設 - 1,350 664 2,367 4,381

合計 22,096 15,537 2,422 10,910 50,965

２８ 

量の見込み 20,975 17,103 2,492 11,209 51,779

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 20,975 15,885 1,653 8,482 46,995

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 14,848 1,653 8,482 24,983
幼稚園・認定こども園(1号) 3,125 47 - - 3,172
私学助成を受ける幼稚園 17,850 990 - - 18,840

地域型保育事業 - - 245 604 849
認可外保育施設 - 1,218 594 2,123 3,935

合計 20,975 17,103 2,492 11,209 51,779

２９ 

量の見込み 20,043 17,827 2,688 11,909 52,467

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 20,043 16,689 1,810 9,129 47,671

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 15,907 1,810 9,129 26,846
幼稚園・認定こども園(1号) 6,412 125 - - 6,537
私学助成を受ける幼稚園 13,631 657 - - 14,288

地域型保育事業 - - 334 822 1,156
認可外保育施設 - 1,138 544 1,958 3,640

合計 20,043 17,827 2,688 11,909 52,467

３０ 

量の見込み 19,367 18,189 2,874 12,937 53,367

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 19,367 17,131 1,955 10,123 48,576

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 16,821 1,955 10,123 28,899
幼稚園・認定こども園(1号) 11,757 94 - - 11,851
私学助成を受ける幼稚園 7,610 216 - - 7,826

地域型保育事業 - - 405 1,001 1,406
認可外保育施設 - 1,058 514 1,813 3,385

合計 19,367 18,189 2,874 12,937 53,367

３１ 

量の見込み 18,766 18,227 2,965 13,563 53,521

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 18,766 17,649 2,005 10,715 49,135

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 17,649 2,005 10,715 30,369
幼稚園・認定こども園(1号) 15,508 0 - - 15,508
私学助成を受ける幼稚園 3,258 0 - - 3,258

地域型保育事業 - - 476 1,180 1,656
認可外保育施設 - 578 484 1,668 2,730

合計 18,766 18,227 2,965 13,563 53,521

（参考）各認定区分のニーズ割合（推計児童数に対する量の見込みの割合）              （単位：%） 

ニーズ割合 

１号（３～５歳） ２号（３～５歳） ３号（０歳） ３号（１～２歳）
３号全体の 
保育利用率 

平成 27 年度 56.1 39.5 17.4 40.9 32.8
平成 28 年度 54.1 44.1 18.2 42.9 34.4

平成 29 年度 52.5 46.7 20.1 46.5 37.4

平成 30 年度 51.5 48.3 21.9 51.6 41.4
平成 31 年度 50.6 49.2 23.1 55.2 44.2
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■ 川崎区                               （単位：人）

計画 
年度 

量の見込みと確保方策 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

計 
３歳以上 ３歳以上 ０歳 １・２歳

２７ 

量の見込み 3,003 2,167 328 1,352 6,850

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,003 2,052 244 1,085 6,384

内
訳

保育所・認定こども園(2・3号) - 1,824 244 1,085 3,153
幼稚園・認定こども園(1号) 185 15 - - 200
私学助成を受ける幼稚園 2,818 213 - - 3,031

地域型保育事業 - - 25 58 83
認可外保育施設 - 115 59 209 383

合計 3,003 2,167 328 1,352 6,850

２８ 

量の見込み 2,853 2,381 332 1,377 6,943

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,853 2,261 246 1,103 6,463

内
訳

保育所・認定こども園(2・3号) - 1,960 246 1,103 3,309
幼稚園・認定こども園(1号) 399 20 - - 419
私学助成を受ける幼稚園 2,454 281 - - 2,735

地域型保育事業 - - 36 90 126
認可外保育施設 - 120 50 184 354

合計 2,853 2,381 332 1,377 6,943

２９ 

量の見込み 2,741 2,434 353 1,427 6,955

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,741 2,315 266 1,150 6,472

内
訳

保育所・認定こども園(2・3号) - 2,058 266 1,150 3,474
幼稚園・認定こども園(1号) 978 40 - - 1,018
私学助成を受ける幼稚園 1,763 217 - - 1,980

地域型保育事業 - - 48 117 165
認可外保育施設 - 119 39 160 318

合計 2,741 2,434 353 1,427 6,955

３０ 

量の見込み 2,628 2,502 384 1,620 7,134

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,628 2,391 290 1,325 6,634

内
訳

保育所・認定こども園(2・3号) - 2,196 290 1,325 3,811
幼稚園・認定こども園(1号) 1,194 40 - - 1,234
私学助成を受ける幼稚園 1,434 155 - - 1,589

地域型保育事業 - - 57 147 204
認可外保育施設 - 111 37 148 296

合計 2,628 2,502 384 1,620 7,134

３１ 

量の見込み 2,559 2,508 395 1,710 7,172

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,559 2,447 295 1,410 6,711

内
訳

保育所・認定こども園(2・3号) - 2,447 295 1,410 4,152
幼稚園・認定こども園(1号) 2,005 0 - - 2,005
私学助成を受ける幼稚園 554 0 - - 554

地域型保育事業 - - 65 164 229
認可外保育施設 - 61 35 136 232

合計 2,559 2,508 395 1,710 7,172

（参考）各認定区分のニーズ割合（推計児童数に対する量の見込みの割合）              （単位：%） 

ニーズ割合 

１号（３～５歳） ２号（３～５歳） ３号（０歳） ３号（１～２歳）
３号全体の 
保育利用率 

平成 27 年度 56.3 40.6 16.7 36.3 29.6
平成 28 年度 54.2 45.2 17.3 37.7 30.7

平成 29 年度 52.7 46.8 18.7 39.8 32.6

平成 30 年度 51.2 48.7 20.7 46.1 37.4
平成 31 年度 50.5 49.4 21.8 49.7 40.0
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■ 幸区                                （単位：人）

計画 
年度 

量の見込みと確保方策 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

計 
３歳以上 ３歳以上 ０歳 １・２歳

２７ 

量の見込み 2,611 1,828 264 1,181 5,884

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,611 1,715 197 951 5,474

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,617 197 951 2,765
幼稚園・認定こども園(1号) 0 0 - - 0
私学助成を受ける幼稚園 2,611 98 - - 2,709

地域型保育事業 - - 18 44 62
認可外保育施設 - 113 49 186 348

合計 2,611 1,828 264 1,181 5,884

２８ 

量の見込み 2,425 2,100 275 1,255 6,055

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,425 2,007 199 967 5,598

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,878 199 967 3,044
幼稚園・認定こども園(1号) 0 0 - - 0
私学助成を受ける幼稚園 2,425 129 - - 2,554

地域型保育事業 - - 27 74 101
認可外保育施設 - 93 49 214 356

合計 2,425 2,100 275 1,255 6,055

２９ 

量の見込み 2,271 2,196 304 1,339 6,110

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,271 2,106 214 1,139 5,630

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,068 214 1,139 3,321
幼稚園・認定こども園(1号) 1,073 33 - - 1,106
私学助成を受ける幼稚園 1,198 5 - - 1,203

地域型保育事業 - - 47 117 164
認可外保育施設 - 90 43 183 316

合計 2,271 2,196 304 1,339 6,110

３０ 

量の見込み 2,200 2,244 342 1,448 6,234

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,200 2,160 246 1,132 5,738

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,157 246 1,132 3,535
幼稚園・認定こども園(1号) 1,404 1 - - 1,405
私学助成を受ける幼稚園 796 2 - - 798

地域型保育事業 - - 56 147 203
認可外保育施設 - 84 40 169 293

合計 2,200 2,244 342 1,448 6,324

３１ 

量の見込み 2,113 2,266 365 1,540 6,284

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,113 2,220 252 1,195 5,780

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,220 252 1,195 3,667
幼稚園・認定こども園(1号) 1,921 0 - - 1,921
私学助を受ける幼稚園 192 0 - - 192

地域型保育事業 - - 76 190 266
認可外保育施設 - 46 37 155 238

合計 2,113 2,266 365 1,540 6,284

（参考）各認定区分のニーズ割合（推計児童数に対する量の見込みの割合）              （単位：%） 

ニーズ割合 

１号（３～５歳） ２号（３～５歳） ３号（０歳） ３号（１～２歳）
３号全体の 
保育利用率 

平成 27 年度 56.1 39.3 15.2 36.6 29.1
平成 28 年度 52.9 45.8 16.2 40.0 31.6

平成 29 年度 50.3 48.6 18.4 43.8 34.9

平成 30 年度 49.4 50.4 21.3 48.6 39.0
平成 31 年度 48.2 51.7 23.3 53.1 42.7
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■ 中原区                               （単位：人）

計画 
年度 

量の見込みと確保方策 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

計 
３歳以上 ３歳以上 ０歳 １・２歳

２７ 

量の見込み 3,560 3,196 543 2,531 9,830

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,560 2,786 314 1,748 8,408

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,741 314 1,748 4,803
幼稚園・認定こども園(1号) 90 0 - - 90
私学助成を受ける幼稚園 3,470 45 - - 3,515

地域型保育事業 - - 24 61 85
認可外保育施設 - 410 205 722 1,337

合計 3,560 3,196 543 2,531 9,830

２８ 

量の見込み 3,276 3,583 551 2,572 9,982

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,276 3,143 319 1,859 8,597

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 3,059 319 1,859 5,237
幼稚園・認定こども園(1号) 90 0 - - 90
私学助成を受ける幼稚園 3,186 84 - - 3,270

地域型保育事業 - - 40 103 143
認可外保育施設 - 440 192 610 1,242

合計 3,276 3,583 551 2,572 9,982

２９ 

量の見込み 3,081 3,758 592 2,713 10,144

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,081 3,387 372 2,064 8,904

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 3,313 372 2,064 5,749
幼稚園・認定こども園(1号) 90 0 - - 90
私学助成を受ける幼稚園 2,991 74 - - 3,065

地域型保育事業 - - 55 132 187
認可外保育施設 - 371 165 517 1,053

合計 3,081 3,758 592 2,713 10,144

３０ 

量の見込み 2,950 3,762 614 2,931 10,257

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,950 3,417 395 2,306 9,068

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 3,405 395 2,306 6,106
幼稚園・認定こども園(1号) 963 3 - - 966
私学助成を受ける幼稚園 1,987 9 - - 1,996

地域型保育事業 - - 62 145 207
認可外保育施設 - 345 157 480 982

合計 2,950 3,762 614 2,931 10,257

３１ 

量の見込み 2,878 3,775 635 3,082 10,370

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,878 3,587 413 2,461 9,339

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 3,587 413 2,461 6,461
幼稚園・認定こども園(1号) 2,014 0 - - 2,014
私学助成を受ける幼稚園 864 0 - - 864

地域型保育事業 - - 73 178 251
認可外保育施設 - 188 149 443 780

合計 2,878 3,775 635 3,082 10,370

（参考）各認定区分のニーズ割合（推計児童数に対する量の見込みの割合）              （単位：%） 

ニーズ割合 

１号（３～５歳） ２号（３～５歳） ３号（０歳） ３号（１～２歳）
３号全体の 
保育利用率 

平成 27 年度 50.3 45.2 20.5 54.1 41.9
平成 28 年度 47.0 51.5 21.3 56.4 43.7

平成 29 年度 44.9 54.8 23.5 61.0 47.4

平成 30 年度 43.7 55.7 25.0 67.6 52.2
平成 31 年度 43.3 56.7 26.5 73.0 56.2

138



■ 高津区                               （単位：人）

計画 
年度 

量の見込みと確保方策 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

計 
３歳以上 ３歳以上 ０歳 １・２歳

２７ 

量の見込み 3,412 2,385 355 1,665 7,817

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,412 2,189 236 1,265 7,102

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,014 236 1,265 3,515
幼稚園・認定こども園(1号) 0 0 - - 0
私学助成を受ける幼稚園 3,412 175 - - 3,587

地域型保育事業 - - 14 40 54
認可外保育施設 - 196 105 360 661

合計 3,412 2,385 355 1,665 7,817

２８ 

量の見込み 3,344 2,562 391 1,765 8,062

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,344 2,433 240 1,295 7,312

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,246 240 1,295 3,781
幼稚園・認定こども園(1号) 881 20 - - 901
私学助成を受ける幼稚園 2,463 167 - - 2,630

地域型保育事業 - - 44 101 145
認可外保育施設 - 129 107 369 605

合計 3,344 2,562 391 1,765 8,062

２９ 

量の見込み 3,228 2,720 429 1,956 8,333

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,228 2,589 257 1,434 7,508

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,487 257 1,434 4,178
幼稚園・認定こども園(1号) 1,984 45 - - 2,029
私学助成を受ける幼稚園 1,244 57 - - 1,301

地域型保育事業 - - 62 146 208
認可外保育施設 - 131 110 376 617

合計 3,228 2,720 429 1,906 8,333

３０ 

量の見込み 3,146 2,819 471 2,152 8,588

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,146 2,697 280 1,605 7,728

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,697 280 1,605 4,582
幼稚園・認定こども園(1号) 2,583 0 - - 2,583
私学助成を受ける幼稚園 563 0 - - 563

地域型保育事業 - - 87 198 285
認可外保育施設 - 122 104 349 575

合計 3,146 2,819 471 2,152 8,588

３１ 

量の見込み 2,991 2,863 488 2,261 8,603

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,991 2,796 288 1,698 7,773

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,796 288 1,698 4,782
幼稚園・認定こども園(1号) 2,764 0 - - 2,764
私学助成を受ける幼稚園 227 0 - - 227

地域型保育事業 - - 102 241 343
認可外保育施設 - 67 98 322 487

合計 2,991 2,863 488 2,261 8,603

（参考）各認定区分のニーズ割合（推計児童数に対する量の見込みの割合）              （単位：%） 

ニーズ割合 

１号（３～５歳） ２号（３～５歳） ３号（０歳） ３号（１～２歳）
３号全体の 
保育利用率 

平成 27 年度 54.1 37.8 15.9 38.6 30.9
平成 28 年度 54.0 41.4 18.0 41.9 33.8

平成 29 年度 53.1 44.7 20.2 47.6 38.2

平成 30 年度 52.7 47.2 22.7 53.6 43.1
平成 31 年度 51.1 48.9 24.1 57.7 46.2
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■ 宮前区                               （単位：人）

計画 
年度 

量の見込みと確保方策 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

計 
３歳以上 ３歳以上 ０歳 １・２歳

２７ 

量の見込み 3,766 2,153 308 1,426 7,653

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,766 2,012 211 1,117 7,106

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,879 211 1,117 3,207
幼稚園・認定こども園(1号) 270 0 - - 270
私学助成を受ける幼稚園 3,496 133 - - 3,629

地域型保育事業 - - 18 46 64
認可外保育施設 - 141 79 263 483

合計 3,766 2,153 308 1,426 7,653

２８ 

量の見込み 3,680 2,327 308 1,477 7,792

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,680 2,235 219 1,153 7,287

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,106 219 1,153 3,478
幼稚園・認定こども園(1号) 837 0 - - 837
私学助成を受ける幼稚園 2,843 129 - - 2,972

地域型保育事業 - - 48 111 159
認可外保育施設 - 92 41 213 346

合計 3,680 2,327 308 1,477 7,792

２９ 

量の見込み 3,576 2,413 345 1,631 7,965

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,576 2,319 253 1,286 7,434

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,201 253 1,286 3,740
幼稚園・認定こども園(1号) 837 0 - - 837
私学助成を受ける幼稚園 2,739 118 - - 2,857

地域型保育事業 - - 57 141 198
認可外保育施設 - 94 35 204 333

合計 3,576 2,413 345 1,631 7,965

３０ 

量の見込み 3,498 2,455 365 1,733 8,051

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,498 2,368 267 1,387 7,520

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,367 267 1,387 4,021
幼稚園・認定こども園(1号) 2,544 0 - - 2,544
私学助成を受ける幼稚園 954 1 - - 955

地域型保育事業 - - 65 158 223
認可外保育施設 - 87 33 188 308

合計 3,498 2,445 365 1,733 8,051

３１ 

量の見込み 3,352 2,497 371 1,798 8,018

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,352 2,449 271 1,452 7,524

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,449 271 1,452 4,172
幼稚園・認定こども園(1号) 2,749 0 - - 2,749
私学助成を受ける幼稚園 603 0 - - 603

地域型保育事業 - - 69 174 243
認可外保育施設 - 48 31 172 251

合計 3,352 2,497 371 1,798 8,018

（参考）各認定区分のニーズ割合（推計児童数に対する量の見込みの割合）              （単位：%） 

ニーズ割合 

１号（３～５歳） ２号（３～５歳） ３号（０歳） ３号（１～２歳）
３号全体の 
保育利用率 

平成 27 年度 60.2 34.4 15.2 34.0 27.9
平成 28 年度 59.8 37.8 15.4 35.8 29.1

平成 29 年度 59.1 39.9 17.5 40.2 32.8

平成 30 年度 58.7 41.2 18.8 43.4 35.4
平成 31 年度 57.2 42.6 19.4 45.7 37.1

140



■ 多摩区                               （単位：人）

計画 
年度 

量の見込みと確保方策 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

計 
３歳以上 ３歳以上 ０歳 １・２歳

２７ 

量の見込み 2,674 2,210 359 1,567 6,810

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,674 2,058 265 1,252 6,249

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,989 265 1,252 3,506
幼稚園・認定こども園(1号) 0 0 - - 0
私学助成を受ける幼稚園 2,674 69 - - 2,743

地域型保育事業 - - 22 54 76
認可外保育施設 - 152 72 261 485

合計 2,674 2,210 359 1,567 6,810

２８ 

量の見込み 2,475 2,337 369 1,570 6,751

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,475 2,185 266 1,258 6,184

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,183 266 1,258 3,707
幼稚園・認定こども園(1号) 865 0 - - 865
私学助成を受ける幼稚園 1,610 2 - - 1,612

地域型保育事業 - - 24 58 82
認可外保育施設 - 152 79 254 485

合計 2,475 2,337 369 1,570 6,751

２９ 

量の見込み 2,310 2,433 384 1,600 6,727

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,310 2,294 277 1,280 6,161

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,294 277 1,280 3,851
幼稚園・認定こども園(1号) 1,397 0 - - 1,397
私学助成を受ける幼稚園 913 0 - - 913

地域型保育事業 - - 33 88 121
認可外保育施設 - 139 74 232 445

合計 2,310 2,433 384 1,600 6,727

３０ 

量の見込み 2,175 2,499 387 1,691 6,752

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,175 2,370 282 1,384 6,211

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 282 1,384 4,036
幼稚園・認定こども園(1号) 1,338 0 - - 1,338
私学助成を受ける幼稚園 837 0 - - 837

地域型保育事業 - - 35 92 127
認可外保育施設 - 129 70 215 414

合計 2,175 2,499 387 1,691 6,752

３１ 

量の見込み 2,107 2,496 394 1,751 6,748

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,107 2,426 286 1,448 6,267

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 2,426 286 1,448 4,160
幼稚園・認定こども園(1号) 1,952 0 - - 1,952
私学助成を受ける幼稚園 155 0 - - 155

地域型保育事業 - - 42 105 147
認可外保育施設 - 70 66 198 334

合計 2,107 2,496 394 1,751 6,748

（参考）各認定区分のニーズ割合（推計児童数に対する量の見込みの割合）              （単位：%） 

ニーズ割合 

１号（３～５歳） ２号（３～５歳） ３号（０歳） ３号（１～２歳）
３号全体の 
保育利用率 

平成 27 年度 54.5 45.0 22.2 49.8 40.4
平成 28 年度 51.3 48.4 23.0 50.4 41.1

平成 29 年度 48.6 51.2 24.1 51.8 42.4

平成 30 年度 46.5 53.4 24.5 55.1 44.7
平成 31 年度 45.7 54.2 25.1 57.5 46.5
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■ 麻生区                               （単位：人）

計画 
年度 

量の見込みと確保方策 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

計 
３歳以上 ３歳以上 ０歳 １・２歳

２７ 

量の見込み 3,070 1,598 265 1,188 6,121

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 3,070 1,375 158 784 5,387

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,222 158 784 2,164
幼稚園・認定こども園(1号) 53 7 - - 60
私学助成を受ける幼稚園 3,017 146 - - 3,163

地域型保育事業 - - 12 38 50
認可外保育施設 - 223 95 366 684

合計 3,070 1,598 265 1,188 6,121

２８ 

量の見込み 2,922 1,813 266 1,193 6,194

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,922 1,621 164 847 5,554

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,416 164 847 2,427
幼稚園・認定こども園(1号) 53 7 - - 60
私学助成を受ける幼稚園 2,869 198 - - 3,067

地域型保育事業 - - 26 67 93
認可外保育施設 - 192 76 279 547

合計 2,922 1,813 266 1,193 6,194

２９ 

量の見込み 2,836 1,873 281 1,243 6,233

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,836 1,679 171 876 5,562

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,486 171 876 2,533
幼稚園・認定こども園(1号) 53 7 - - 60
私学助成を受ける幼稚園 2,783 186 - - 2,969

地域型保育事業 - - 32 81 113
認可外保育施設 - 194 78 286 558

合計 2,836 1,873 281 1,243 6,233

３０ 

量の見込み 2,770 1,908 311 1,362 6,351

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,770 1,728 195 984 5,677

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,629 195 984 2,808
幼稚園・認定こども園(1号) 1,731 50 - - 1,781
私学助成を受ける幼稚園 1,039 49 - - 1,088

地域型保育事業 - - 43 114 157
認可外保育施設 - 180 73 264 517

合計 2,770 1,908 311 1,362 6,351

３１ 

量の見込み 2,766 1,822 317 1,421 6,326

確
保
方
策

認定こども園・保育所・幼稚園 2,766 1,724 200 1,051 5,741

内
訳

保育所・認定こども園(2・3 号) - 1,724 200 1,051 2,975
幼稚園・認定こども園(1号) 2,103 0 - - 2,103
私学助成を受ける幼稚園 663 0 - - 663

地域型保育事業 - - 49 128 177
認可外保育施設 - 98 68 242 408

合計 2,766 1,822 317 1,421 6,326

（参考）各認定区分のニーズ割合（推計児童数に対する量の見込みの割合）              （単位：%） 

ニーズ割合 

１号（３～５歳） ２号（３～５歳） ３号（０歳） ３号（１～２歳）
３号全体の 
保育利用率 

平成 27 年度 63.4 33.0 15.4 34.6 28.2
平成 28 年度 61.0 37.8 15.8 35.7 29.0

平成 29 年度 59.8 39.5 17.1 38.1 31.1

平成 30 年度 59.0 40.7 19.4 42.8 35.0
平成 31 年度 59.6 39.2 20.3 45.8 37.3
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（６）認定こども園の目標設置数及び設置時期 

本計画期間における認定こども園の目標設置数は次のとおりです。２０１５(平成２７）年度時点

で、認定こども園は２園ですが、計画最終年の２０１９(平成３１)年度には４０か所の設置を目指

します。幼保連携型認定こども園については、うち数を示します。 

●認定こども園への移行施設数                     （単位：施設数） 

全市域 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 
認定こども園 2 7 15 26 40 

（うち幼保連携型） 1 3 7 13 20 

（７）認可保育所の定員枠の拡大 

保育を必要とする乳児･幼児に対し、必要な保育を確保するために、教育・保育の量の見込みと

確保方策に基づき、多様な手法により認可保育所を整備し、定員枠の拡大を図ります。保育提供区

域は、行政区ごととしますが、区境等における利用形態や、生活動線等によっては他区の教育・保

育需要をカバーするケースもあるため、整備については、これらの点も考慮したうえで進めていく

ものとします。   

区分 
平成 27 年度
整備 

平成 28 年度
整備 

平成 29 年度
整備 

平成 30 年度
整備 

４か年度 
合計 

認可保育

所の新設

による定

員枠の拡

大目標値 

全 市 1,385 人 1,295 人 850 人 420 人 3,950 人 

川崎区 290 人 190 人 180 人 60 人 720 人 

幸 区 330 人 250 人 120 人 60 人 760 人 

中原区 310 人 340 人 190 人 60 人 900 人 

高津区 145 人 180 人 120 人 60 人 505 人 

宮前区 180 人 205 人 120 人 60 人 565 人 

多摩区 60 人 70 人 60 人 60 人 250 人 

麻生区 70 人 60 人 60 人 60 人 250 人 
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【平成２７年度整備計画】 

事 業 名 整備区分 定 員 運営主体 整備手法 

境町地内保育所（川崎区） 新 築 90 人 （福）同塵会 県有地活用型 

京急川崎駅周辺保育所 

（川崎区） 
新 築 60 人 未 定（民設民営） 鉄道事業者活用型 

大師河原周辺保育所（川崎区） 新 築 60 人 未 定（民設民営） 民間事業者自主整備型 

塚越２丁目地内保育所（幸区） 新 築 90 人 （福）リラ福祉会 県有地活用型 

南幸町３丁目地内保育所 

（幸区） 
新 築 90 人 （福）三篠会 市有地貸与型 

東京機械跡地保育所（中原区） 新 築 60 人 未 定（民設民営） 民間事業者自主整備型 

今井仲町地内保育所（中原区） 新 築 70 人 未 定（民設民営） 民有地活用型 

梶が谷駅周辺保育所（高津区） 新 築 60 人 未 定（民設民営） 鉄道事業者活用型 

土橋１丁目地内保育所 

（宮前区） 
新 築 120 人 未 定（民設民営） 民有地活用型 

新町保育園跡地保育所整備 

（川崎区） 
新 築 

10 人増 

(120⇒130) 
（福）寿会 公立保育所民営化 

小向保育園跡地保育所整備 

（幸区） 
新 築 

30 人増 

(90⇒120) 
（福）同塵会 公立保育所民営化 

野川保育園跡地保育所整備 

（高津区） 
新 築 

25 人増 

(95⇒120) 
（福）川崎保育会 公立保育所民営化 

下麻生保育園跡地保育所 

整備（麻生区） 
新 築 

10 人増 

(90⇒100) 

（福）厚生館福祉

会 
公立保育所民営化 

その他、民間事業者活用型、民有

地活用型、民間事業者自主整備型

等による整備

新 築 610 人 未 定（民設民営） 

民間事業者活用型、民

有地活用型、民間事業

者自主整備型等

定員増 計 1,385 人 
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【平成28年度整備計画】 

事 業 名 整備区分 定 員 運営主体 整備手法 

渡田保育園跡地保育所整備 

（川崎区） 
新 築 

10 人増 

(120⇒130) 
未 定（民設民営） 公立保育所民営化 

向丘・向丘乳児保育園跡地保

育所整備（宮前区） 
新 築 

25 人増 

(95⇒120) 
未 定（民設民営） 公立保育所民営化 

東中野島保育園跡地保育所整

備（多摩区） 
新 築 

10 人増 

(120⇒130) 
未 定（民設民営） 公立保育所民営化 

アリス宿河原保育園 

（多摩区） 
改 築 

25 人増 

(95⇒120) 
（福）アリス 既存民設保育所の建替え 

その他、市有地貸与型、民間事業

者活用型、民有地活用型、鉄道事

業者活用型、民間事業者自主整備

型等による整備

新 築 

（増改築） 
1,225 人 未 定（民設民営） 

市有地貸与型、民間事

業者活用型、民有地活

用型、鉄道事業者活用

型、民間事業者自主整

備型等

定員増 計 1,295 人 

【平成29年度整備計画】 

事 業 名 整備区分 定 員 運営主体 整備手法 

市有地貸与型、民間事業者活用

型、民有地活用型、鉄道事業者活

用型、民間事業者自主整備型、公

立保育所の民営化等による整備

新 築

（増改築）
850 人 未 定（民設民営） 

市有地貸与型、民間事

業者活用型、民有地活

用型、鉄道事業者活用

型、民間事業者自主整

備型、公立保育所民営

化等

定員増 計 850 人 

【平成30年度整備計画】 

事 業 名 整備区分 定 員 運営主体 整備手法 

市有地貸与型、民間事業者活用

型、民有地活用型、鉄道事業者活

用型、民間事業者自主整備型、公

立保育所の民営化等による整備

新 築

（増改築）
420 人 未 定（民設民営） 

市有地貸与型、民間事

業者活用型、民有地活

用型、鉄道事業者活用

型、民間事業者自主整

備型、公立保育所民営

化等

定員増 計 420 人 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

本市においては、地域子ども・子育て支援事業ごとに提供区域を設定し、計画期間中の各年度に

対しての「量の見込み」と「確保方策」を設定します。 

なお、「実費徴収に係る補足給付を行う事業」及び「多様な主体が本制度に参入することを促進

するための事業」については、「量の見込み」と「確保方策」を記載する事業の対象外となってい

ます。 

● 妊婦健康診査 

  基本目標Ⅳ 「親と子が健やかに暮らせる社会づくり」 

施策の方向 「子どもの健やかな成長」 

推 進 項目 「安心して妊娠・出産できる環境の整備」 

事業概要 
安心・安全に出産を迎えるために、妊婦が定期的に医療機関で健康診査を受ける際

に、費用の一部を公費負担する事業です。 

提供区域 全市域 

量の見込み

の考え方 

妊娠届出数を推計（過去の実績平均より出生数の約 1.08 倍）し、届出に応じた受

診回数（正期産を14回とし、さらに流産・早産等を考慮したもの）を見込みます。 

確保方策の

考え方 

●現行の体制を維持し、年間を通して、対象となる妊婦健康診査の受診費用に対し

て補助券を利用していただき、費用の一部を公費負担していきます。 

●母子保健システムの導入により、受診状況等を把握するとともに、医療機関との

連携の仕組みを作ることにより、対象者の状況から必要に応じた受診勧奨や保健指

導を行い、妊娠期の保健の向上を図ります。 

実施体制・機関：市内委託医療機関、市外協力医療機関 

（単位：※1 年間延べ受診回数、※2 人数、※3 件数） 

全市域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度
実績

量の見込み ※1 172,545 168,883 165,471 162,048 158,667 -
確保方策 ※1 172,545 168,883 165,471 162,048 158,667 165,846

(参考) 推計出生数 ※2 13,959 13,663 13,387 13,110 12,837
(参考) 推計妊娠届出数 ※3 15,076 14,756 14,458 14,159 13,863
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● 乳児家庭全戸訪問事業 

  基本目標Ⅳ  「親と子が健やかに暮らせる社会づくり」 

施策の方向 「子どもの健やかな成長」 

推 進 項 目  「乳幼児の健やかな発育・発達を支える」 

事業概要 

「新生児訪問（未熟児訪問含む）」または「こんにちは赤ちゃん訪問」により乳児家

庭を全戸訪問する事業です。 

●新生児訪問 

おおむね生後 2か月までの赤ちゃんのいる家庭に職員や訪問指導員（保健師・助産

師・看護師）が伺い、赤ちゃんの体重測定、母子の健康状態の確認や育児について

の相談を受ける事業です。 

●こんにちは赤ちゃん訪問 

生後 4 か月までの赤ちゃんのいる家庭に子育て家庭と地域とのつながりを作るた

め、各区保健福祉センターが主催する研修を受けて登録された地域の方が訪問員と

して伺い、身近な子育て支援情報等を届ける制度です。 

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

健全な育児につなげていくため、毎年の訪問率100％を目標とし、各年度の出生数

（推計0歳児数）を訪問件数として見込みます。 

確保方策の

考え方 

●こんにちは赤ちゃん訪問事業の登録訪問員の養成・拡大を図り、地域における日

ごろの声掛けや子育て家庭の認知につなげていきます。 

●長期里帰り中や子どもが入院中などで訪問できていない家庭状況の把握につい

て、今後、台帳管理等のシステム化により効果的に行い、訪問率の向上を図ります。 

●訪問に繋がりにくい外国人の方に対して、通訳を活用して訪問の趣旨等をお伝え

することにより訪問率の向上を図ります。 

●訪問に従事する職員及び登録訪問員への研修内容を充実し、現状の体制を維持し、

需要見込みに対応できる体制を確保します。 

実施体制：登録訪問員総数781人（２０１３(平成 25)年度実績） 

実施機関：各区保健福祉センター 
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（単位：訪問件数） 

区域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度 
実績

川崎区 
量の見込み 1,962 1,923 1,887 1,851 1,815 -
確保方策 1,962 1,923 1,887 1,851 1,815 1,699

幸区 
量の見込み 1,740 1,694 1,651 1,607 1,564 -
確保方策 1,740 1,694 1,651 1,607 1,564 1,603

中原区 
量の見込み 2,651 2,584 2,520 2,457 2,394 -
確保方策 2,651 2,584 2,520 2,457 2,394 2,590

高津区 
量の見込み 2,227 2,174 2,125 2,075 2,027 -
確保方策 2,227 2,174 2,125 2,075 2,027 2,141

宮前区 
量の見込み 2,033 2,000 1,969 1,938 1,908 -
確保方策 2,033 2,000 1,969 1,938 1,908 2,016

多摩区 
量の見込み 1,620 1,605 1,593 1,580 1,568 -
確保方策 1,620 1,605 1,593 1,580 1,568 1,832

麻生区 
量の見込み 1,726 1,683 1,642 1,602 1,561 -
確保方策 1,726 1,683 1,642 1,602 1,561 1,414

全市域 
量の見込み 13,959 13,663 13,387 13,110 12,837 -
確保方策 13,959 13,663 13,387 13,110 12,837 13,295
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● 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

基本目標Ⅴ  「子育てを支援する体制づくり」 

施策の方向  「社会的養護が必要な子どもへの支援の充実」 

推 進項目 「家庭に近い養育環境の推進と専門的支援の充実」 

事業概要 

保護者の病気や出産、育児疲れ、看護疲れ、冠婚葬祭、出張、事故等により、家庭

で一時的に子どもの育児が困難な場合に、原則6泊7日以内で子どもを預かる事業

です。 

提供区域 全市域 

量の見込み

の考え方 

２０１３(平成 25)年度の年間延べ利用人数の実績を踏まえ、多様な子育て支援ニー

ズの増加により、利用人数が増加していくことを想定して、量を見込みます。 

確保方策の

考え方 

●２０１５(平成 27)年度から、乳児院 2 施設に加え、児童養護施設 2 施設での事

業実施を行い、対象年齢を2歳から小学生までに広げます。 

●２０１６(平成 28)年度に1施設、２０１７(平成 29)年度に1施設の増により、

さらなる確保を図ります。 

●ショートステイは宿泊が伴うため、日帰りで対応可能な場合に利用できる「デイ

ステイ」事業を附置し、市民がより利用しやすい環境づくりをしていきます。 

（単位：※1 年間延べ利用人数、※2 施設数） 

全市域 
平成27 
年度 

平成28 
年度 

平成29 
年度 

平成30 
年度 

平成31 
年度 

平成 
25年度
実績 

量の見込み ※1 319 380 441 -
確保方策 ※1 319 380 441 210

(参考) 施設数 
※2 

乳児院 2 2 2 2
児童養護施設 2 3 4 -
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● 養育支援訪問事業等 

  基本目標Ⅳ 「親と子が健やかに暮らせる社会づくり」 

施策の方向  「子どもの健やかな成長」 

推 進 項 目 「乳幼児の健やかな発育・発達を支える」 

（１）専門的相談支援 

事業概要 

育児ストレス、育児困難、産後うつ病等の問題によって、子育てに対して不安や孤

立感等を抱える家庭など、養育支援が必要となっている家庭に対し、保健師等によ

る専門的な指導助言等を訪問により実施する事業です。 

提供区域 全市域 

量の見込み

の考え方 

専門的相談支援については、支援が必要な家庭の割合が増加するものとして見込み

ます。具体的には、出生数の2.6%にあたる訪問実績を２０１５(平成 27)年度にお

き、毎年、支援が必要な家庭の割合が増加するとして量を見込んでいます。 

確保方策の

考え方 

医療機関との連携や周産期の支援強化、乳児家庭訪問の充実等により、要支援家庭

の早期の把握に努め、支援が必要な家庭への的確な支援を行います。

（単位：訪問件数） 

全市域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度
実績

量の見込み 363 369 375 380 385 -
確保方策 363 369 375 380 385 324

（２）育児・家事援助 

事業概要 
養育支援が必要な家庭に対し、子育て経験者やヘルパー等の派遣を行い、育児・家

事援助の支援を実施する事業です。 

提供区域 全市域 

量の見込み

の考え方 

今後も虐待通告件数の増加が見込まれ、児童相談所で把握した要支援家庭に対して、

より充実した支援を行う必要があるため、育児・家事援助は、虐待通告件数の増加

に伴って支援が必要な家庭の割合も増加するものとして見込みます。 

確保方策の

考え方 

要支援家庭の早期の把握に努め、支援が必要な家庭への的確な支援を行います。 

（単位：訪問件数） 

全市域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度
実績

量の見込み 169 186 204 224 244 -
確保方策 169 186 204 224 244 123
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● 病児・病後児保育事業 

  基本目標Ⅲ 「乳幼児期の保育・教育の環境づくり」 

施策の方向  「多様な保育ニーズへの対応と充実」 

推 進 項 目 「多様な保育事業の充実」 

事業概要 
就学前の乳幼児が病気やその回復期のため集団保育が困難であり、かつ、保護者が

家庭での保育を行うことができない場合に、一時的に預かる事業です。 

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

保育需要の高まりにより、病児・病後児保育の利用人数が増加するものとして見込

みます。（利用者は各区にわたります。） 

確保方策の

考え方 

●市民ニーズが高く、市民の利便性を考慮すると、各区 1か所ずつの事業実施を進

めていく必要があるため、２０１７(平成 29)年度までに、川崎市医師会と連携し、

全区で実施を目指します。（２０１５(平成 27)年 4 月現在の未設置区 川崎区、麻

生区） 

●既存の病後児保育施設（幸区、高津区、多摩区）については、病児保育施設に移

行していくことを検討します。 

（単位：年間延べ利用人数） 

区域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度 
実績 

川崎区 
量の見込み 1,146 1,193 1,241 1,343 1,443 -

確保方策 1,146 1,193 1,241 1,343 1,443 229

幸区 
量の見込み 889 962 1,032 1,088 1,122 -

確保方策 889 962 1,032 1,088 1,122 621

中原区 
量の見込み 1,694 1,826 1,984 2,092 2,204 -

確保方策 1,694 1,826 1,984 2,092 2,204 471

高津区 
量の見込み 894 949 1,026 1,106 1,143 -

確保方策 894 949 1,026 1,106 1,143 635

宮前区 
量の見込み 1,189 1,237 1,354 1,437 1,481 -

確保方策 1,189 1,237 1,354 1,437 1,481 263

多摩区 
量の見込み 1,692 1,773 1,832 1,910 1,964 -

確保方策 1,692 1,773 1,832 1,910 1,964 1435

麻生区 
量の見込み 825 906 937 1,020 1,070 -

確保方策 825 906 937 1,020 1,070 255

全市域 
量の見込み 8,329 8,882 9,406 9,996 10,427 -

確保方策 8,329 8,882 9,406 9,996 10,427 3,909
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● 利用者支援事業 

  基本目標Ⅱ 「子育てを社会全体で支える環境づくり」 

施策の方向 「地域全体で担う子育ての推進」 

推 進 項目 「子育て家庭のニーズに合った情報提供・相談支援」 

事業概要 
教育・保育施設や地域の子育て支援事業に係る情報の収集・管理・提供、相談等を

行う事業です。 

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

子ども又はその保護者の身近な保健福祉センター等で、教育・保育施設や地域の子

育て支援事業等の情報提供や相談支援等を行うものとして見込みます。 

確保方策の

考え方 

２０１５(平成 27)年度から、各区の保健福祉センター7か所及び川崎区の健康福祉

ステーション2か所の合計9か所に、専門の職員を配置して事業を実施します。 

（単位：実施か所数） 

区域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度
実績

川崎区 
量の見込み 3 -
確保方策 3 -

幸区 
量の見込み 1 -
確保方策 1 -

中原区 
量の見込み 1 -
確保方策 1 -

高津区 
量の見込み 1 -
確保方策 1 -

宮前区 
量の見込み 1 -
確保方策 1 -

多摩区 
量の見込み 1 -
確保方策 1 -

麻生区 
量の見込み 1 -
確保方策 1 -

全市域 
量の見込み 9 -
確保方策 9 -

152



● 延長保育事業 

  基本目標Ⅲ 「乳幼児期の保育・教育の環境づくり」 

施策の方向 「多様な保育ニーズへの対応と充実」 

推 進 項目 「多様な保育事業の充実」 

事業概要 

保育所等において、保護者の勤務時間や通勤時間などの事情により通常の開所時間

以降等では送り迎えが困難な場合に、その開所時間等の前後において延長して保育

を実施しております。 

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

多様化する就労形態や子育て家庭のニーズの広がりに伴い、延長保育の利用人数が

増加するものとして見込みます。 

確保方策の

考え方 

●認可保育所及び小規模保育事業での延長保育事業の実施施設の拡充を推進しま

す。 

●延長保育時間の区分の細分化（現行の1時間単位から30分単位に細分化）、土曜

日における延長保育事業の実施の促進など、利用形態の多様化に合わせたサービス

内容の充実を図ります。 

（単位：月間実利用人数） 

区域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度 
実績 

川崎区 
量の見込み 1,084 1,150 1,291 1,440 1,629 -
確保方策 1,084 1,150 1,291 1,440 1,629 992

幸区 
量の見込み 975 1,041 1,148 1,288 1,479 -
確保方策 975 1,041 1,148 1,288 1,479 900

中原区 
量の見込み 2,069 2,270 2,432 2,757 3,110 -
確保方策 2,069 2,270 2,432 2,757 3,110 1,895

高津区 
量の見込み 1,451 1,544 1,680 1,899 2,190 -
確保方策 1,451 1,544 1,680 1,899 2,190 1,310

宮前区 
量の見込み 1,321 1,451 1,555 1,740 1,906 -
確保方策 1,321 1,451 1,555 1,740 1,906 1,131

多摩区 
量の見込み 1,324 1,513 1,707 1,954 2,288 -
確保方策 1,324 1,513 1,707 1,954 2,288 1,288

麻生区 
量の見込み 775 838 918 1,006 1,074 -
確保方策 775 838 918 1,006 1,074 693

全市域 
量の見込み 9,231 9,807 10,731 12,084 13,676 -
確保方策 9,231 9,807 10,731 12,084 13,676 8,209
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● 放課後児童健全育成事業 

  基本目標Ⅳ 「親と子が健やかに暮らせる社会づくり」 

施策の方向 「生きる力を育む取組の推進」 

推 進 項目 「放課後の活動・地域での活動を通した健全育成」 

事業概要 

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象として、放課後等に適切な遊び

と生活の場を提供し、放課後児童の健全育成を図る事業です。本市においては、全

児童を対象としたわくわくプラザ事業に放課後児童健全育成事業を包含し、実施し

ています。 

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

小学校長期推計の在校児童数と過去の定期的利用登録率の伸びを基に、わくわくプ

ラザ事業に包含した放課後児童健全育成事業の月間実利用人数を見込みます。 

確保方策の

考え方 

●面積が不足する施設については、学校等との調整により、余裕スペースの活用や

拡張工事で対応するなど、必要な面積の確保を行っていきます。（２０１５(平成２

７)年度に川崎区東門前の改修、高津区で改築引越、２０１６(平成 28)年度に中原

区下沼部の増築の整備予定） 

●放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に合致した面積と支援員数により

運用し、質の向上を図ります。 

●２０１５(平成 27)年度の専用区画の面積（２０１４(平成 26)年度の専用区画面

積に学校との調整及び改修工事により確保した面積を加えた面積）について、一人

あたり1.65平方メートルを確保します。 

（単位：月間実利用人数） 

区域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度 
実績

川崎区 
量の見込み 957 990 1,025 1,058 1,081 921
確保方策 957 990 1,025 1,058 1,081 -

幸区 
量の見込み 747 782 828 869 884 700
確保方策 747 782 828 869 884 -

中原区 
量の見込み 1,179 1,226 1,266 1,315 1,372 1,141
確保方策 1,179 1,226 1,266 1,315 1,372 -

高津区 
量の見込み 1,026 1,063 1,100 1,137 1,161 986
確保方策 1,026 1,063 1,100 1,137 1,161 -

宮前区 
量の見込み 824 854 887 912 932 804
確保方策 824 854 887 912 932 -

多摩区 
量の見込み 731 739 752 758 769 723
確保方策 731 739 752 758 769 -

麻生区 
量の見込み 645 660 686 715 757 626
確保方策 645 660 686 715 757 -

全市域 
量の見込み 6,109 6,314 6,544 6,764 6,956 5,901
確保方策 6,109 6,314 6,544 6,764 6,956 -
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● 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター事業） 

  基本目標Ⅱ 「子育てを社会全体で支える環境づくり」 

施策の方向 「地域全体で担う子育ての推進」 

推 進 項目 「地域の社会資源の充実に向けた取組の推進」 

事業概要 

少子化や核家族化の進行など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する

中で、子育て中の親の孤立感や不安感の増大等に対応するため、子育て親子の

交流の場の提供と交流の促進や、子育て等に関する相談・援助の実施、地域の

子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講座の開催など、地域

の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やか

な育ちの支援を図る事業です。 

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

ニーズ調査の結果に基づく利用希望、各年度の推計児童数の変移、利用実績の推移

を基に乳幼児の年間延べ利用人数を見込みます。

確保方策の

考え方 

リーフレットなどによる施設の周知等、利用者数の増に向けた取組の強化に努める

とともに、施設の利便性や狭隘等を考慮しながら必要に応じて検討を行い、あわせ

て、新たな公立保育所やこども文化センターとそれぞれ連携を図りながら、地域子

育て支援事業の充実に向けた取組を進めます。

（単位：年間延べ利用人数） 

区域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

 平成 
25年度 
実績 

川崎区 
量の見込み 45,756 44,892 44,160 43,416 42,636 -
確保方策 45,756 44,892 44,160 43,416 42,636 38,376

幸区 
量の見込み 39,624 38,760 37,944 37,104 36,288 -
確保方策 39,624 38,760 37,944 37,104 36,288 34,306

中原区 
量の見込み 47,676 46,644 45,612 44,604 43,584 -
確保方策 47,676 46,644 45,612 44,604 43,584 42,352

高津区 
量の見込み 40,056 30,204 38,352 37,536 36,720 -
確保方策 40,056 30,204 38,352 37,536 36,720 40,643

宮前区 
量の見込み 53,028 52,164 51,348 50,544 49,728 -
確保方策 53,028 52,164 51,348 50,544 49,728 48,598

多摩区 
量の見込み 32,256 31,872 31,608 31,320 31,008 -
確保方策 32,256 31,872 31,608 31,320 31,008 24,225

麻生区 
量の見込み 39,588 38,760 37,992 37,224 36,432 -
確保方策 39,588 38,760 37,992 37,224 36,432 29,371

全市域 
量の見込み 297,984 292,296 287,016 281,748 276,396 -
確保方策 297,984 292,296 287,016 281,748 276,396 257,871
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● 一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり） 

  基本目標Ⅲ 「乳幼児期の保育・教育の環境づくり」 

施策の方向 「幼児教育の充実と教育・保育の一体的な推進」 

推 進項目 「認定こども園への移行の促進」 

事業概要 
幼稚園で通常の保育時間を延長して幼児を保育する事業（就労等の理由により、

幼稚園の一時預かりを定期的に利用するものも含む）です。

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

幼稚園の利用者のニーズに添うものとして見込みます。 

確保方策の

考え方 

幼稚園利用者のニーズに的確に応えられるよう、一時預かり事業の実施園の確

保に努めます。 

（単位：年間延べ利用人数） 

区域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

 平成 
25年度 
実績 

川崎区 
量の見込み 47,283 46,850 46,417 45,984 45,551 -

確保方策 47,283 46,850 46,417 45,984 45,551 48,149

幸区 
量の見込み 17,244 17,086 16,928 16,770 16,612 -

確保方策 17,244 17,086 16,928 16,770 16,612 17,560

中原区 
量の見込み 22,149 21,946 21,743 21,540 21,338 -

確保方策 22,149 21,946 21,743 21,540 21,338 22,555

高津区 
量の見込み 67,848 67,227 66,606 65,985 65,362 -

確保方策 67,848 67,227 66,606 65,985 65,362 69,090

宮前区 
量の見込み 28,518 28,257 27,996 27,735 27,473 -

確保方策 28,518 28,257 27,996 27,735 27,473 29,040

多摩区 
量の見込み 39,715 39,351 38,987 38,623 38,261 -

確保方策 39,715 39,351 38,987 38,623 38,261 40,443

麻生区 
量の見込み 29,457 29,187 28,917 28,647 28,378 -

確保方策 29,457 29,187 28,917 28,647 28,378 29,997

全市域 
量の見込み 252,214 249,904 247,594 245,284 242,975 -

確保方策 252,214 249,904 247,594 245,284 242,975 256,834
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● 一時預かり事業（保育所における一時預かり） 

  基本目標Ⅲ 「乳幼児期の保育・教育の環境づくり」 

施策の方向 「多様な保育ニーズへの対応と充実」 

推 進 項目 「多様な保育事業の充実」 

事業概要 

保護者などが週 3日以内の就労や就学、病気や冠婚葬祭などのため、子どもを

家庭で保育できない場合に、保育所等において一時的に保護者に代わって保育

をする事業です。

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

多様化する就労形態や子育て家庭のニーズの広がりに伴い、一時預かり事業の

利用者数が増加するものとして見込みます。 

確保方策の

考え方 

●保育所の民営化や認定保育園の認可化に伴い、一時預かり実施園の拡充を図

ります。 

●多様化する就労形態や子育て家庭のニーズに対応するため、土曜・日曜や 1

日9時間以上の開所を行う施設を拡充します。 

（単位：年間延べ利用人数） 

区域 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 
25年度 
実績

川崎区 
量の見込み 13,067 15,024 15,445 15,878 17,044  -
確保方策 13,067 15,024 15,445 15,878 17,044  12,944

幸区 
量の見込み 13,238 16,075 17,268 17,754 18,254  -
確保方策 13,238 16,075 17,268 17,754 18,254  10,824

中原区 
量の見込み 23,811 29,358 30,163 31,714 32,570  -
確保方策 23,811 29,358 30,163 31,714 32,570  18,293

高津区 
量の見込み 17,891 20,020 17,611 18,107 19,338  -
確保方策 17,891 20,020 17,611 18,107 19,338  14,260

宮前区 
量の見込み 12,875 16,172 16,602 17,764 18,219  -
確保方策 12,875 16,172 16,602 17,764 18,219  9,472

多摩区 
量の見込み 20,686 25,839 26,578 27,338 28,120  -
確保方策 20,686 25,839 26,578 27,338 28,120  17,004

麻生区 
量の見込み 14,517 17,383 18,580 19,071 19,576  -
確保方策 14,517 17,383 18,580 19,071 19,576  11,916

全市域 
量の見込み 116,085 139,871 142,247 147,626 153,121  -
確保方策 116,085 139,871 142,247 147,626 153,121  94,713
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● ファミリー・サポート・センター事業（ふれあい子育てサポート事業） 

  基本目標Ⅱ 「子育てを社会全体で支える環境づくり」 

施策の方向 「地域全体で担う子育ての推進」 

推 進 項目 「地域の社会資源の充実に向けた取組の推進」 

事業概要 

育児の援助をしたい人（子育てヘルパー会員）と育児の援助を受けたい人（利

用会員）が、それぞれふれあい子育てサポートセンターに会員登録し、会員相

互により育児援助活動を行う事業です。子育てヘルパー会員宅での一時預かり、

保育所・幼稚園等への送迎が主な活動内容です。

提供区域 行政区 

量の見込み

の考え方 

未就学児のニーズは保育所等の利用希望者数の増加に伴って伸び、就学児童の

ニーズは推計児童数に添うものとして見込みます。 

確保方策の

考え方 

子育てヘルパー会員数の増加を図り、利用希望とサポートとのマッチングを高

め、利用ニーズに的確に対応していきます。 

（単位：※1 年間延べ利用人数、※2 人数） 

区域 
平成27 
年度 

平成28 
年度 

平成29 
年度 

平成30 
年度 

平成31 
年度 

平成 
25年度
実績 

川崎区 

量の見込み ※1 1,753 1,800 1,844 1,859 1,874 -

確保方策 ※1 1,753 1,800 1,844 1,859 1,874 1,747

(参考)子育てヘルパー会員 ※2 117 120 124 125 126 116

幸区 

量の見込み ※1 1,937 1,988 2,037 2,054 2,070 -

確保方策 ※1 1,937 1,988 2,037 2,054 2,070 1,930

(参考)子育てヘルパー会員 ※2 105 109 113 114 116 105

中原区 

量の見込み ※1 4,250 4,362 4,468 4,507 4,541 -

確保方策 ※1 4,250 4,362 4,468 4,507 4,541 4,235

(参考)子育てヘルパー会員 ※2 154 159 163 166 168 153

高津区 

量の見込み ※1 2,497 2,557 2,614 2,630 2,645 -

確保方策 ※1 2,497 2,557 2,614 2,630 2,645 1,855

(参考)子育てヘルパー会員 ※2 100 103 105 106 106 100

宮前区 

量の見込み ※1 1,490 1,530 1,567 1,580 1,593 -

確保方策 ※1 1,490 1,530 1,567 1,580 1,593 1,485

(参考)子育てヘルパー会員 ※2 94 96 98 98 98 94

多摩区 

量の見込み ※1 2,394 2,458 2,518 2,539 2,559 -

確保方策 ※1 2,394 2,458 2,518 2,539 2,559 2,386

(参考)子育てヘルパー会員 ※2 90 91 92 92 92 90

麻生区 

量の見込み ※1 1,854 1,903 1,949 1,965 1,981 -

確保方策 ※1 1,854 1,903 1,949 1,965 1,981 1,847

(参考)子育てヘルパー会員 ※2 61 63 66 67 68 61

全市域 

量の見込み ※1 15,540 15,952 16,341 16,478 16,607 -

確保方策 ※1 15,540 15,952 16,341 16,478 16,607 15,485

(参考)子育てヘルパー会員 ※2 721 741 761 768 774 719
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１ 計画の推進に向けた社会全体での取組 

子ども・子育て支援は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現に向け、

家庭・地域・行政が共に連携しながら社会全体で取り組むべき課題であるという認識のもとに、本計

画を着実に推進するために、家庭、企業、行政、地域など社会の構成員が、各々の役割を果たすとと

もに、相互に連携・協働して横断的に取り組んでいくことが重要です。 

（１）家庭での取組 

父親、母親その他の保護者は、子育ての責任は第一義的には保護者にあるという基本的認識のも

と、子どもが健やかに育つために最も重要な場である家庭において、男女がともに担う子育ての意

義を理解し、その責任を果たすことが重要です。また、子どもがさまざまな体験や学びを通じて、

夢と希望を抱いて人生を送ることができるよう、保護者同士や地域に暮らす多世代の人々とがつな

がりを持つ中で必要な子育ての権利を享受し、子どもの成長と親として成長していくという喜びや

生きがいを感じることができる子育てをすることが必要です。 

（２）地域での取組 

地域は、子育ては当事者のみが行うものではなく、子どもと向き合う保護者が子育ての権利を享

受し、子育てに生きがいを感じることができるよう、保護者の気持ちを受け止め、寄り添い、支え

ることを通じ、地域社会全体で、すべての子どもが健やかに成長できる、「子どもの最善の利益」が

実現される社会を目指す必要があります。 

そのためには、地域の団体、ＮＰＯ、子育てサークル、子育て支援従事者など多様な主体が、そ

れぞれの特性を生かして共に連携するとともに、子育て家庭の状況に合わせて、地域が子育て家庭

に寄り添いながら、多世代で子育てを支援する環境づくりが必要です。 

（３）企業での取組 

事業主は、自らが仕事優先の職場環境を見直し、子育て中の働く男女が子育てに向き合えるよう

ワーク・ライフ・バランスの取組を推進し、仕事と家庭生活の両立支援に向けた雇用環境の整備を

行うことが必要です。 

また、川崎市にはさまざまな魅力を持った企業がたくさん立地しており、こうした民間の企業と

地域とが連携しながら子どもの主体性や創造性を育む体験の場を提供することが必要です。 

第６章 計画の推進に向けて
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■PDCA サイクルの実施 

（４）行政での取組 

川崎市は、制度の実施主体としてすべての子どもに良質な成育環境を保障するため、地域のニー

ズに応じた多様かつ総合的な子育て支援を質・量両面にわたり計画的・総合的に推進します。 

計画を着実に推進するためには、市民・こども局こども本部を中心としながら、庁内各部署との

連携し、全庁的な対応を図るとともに、地域の関係団体や企業等など多様な主体との協働を推進し、

それぞれの役割を踏まえながら、その取組を展開します。 

２ 計画の進行管理 

地域社会全体による子ども・子育て支援の充実を推進するためには、家庭、地域、企業、行政等が

協力し合い、一体となって、この計画を着実に推進することが必要です。計画の推進に向けては、次

の体制により着実な実効を図ります。 

（１）計画の評価 

計画の進行管理は毎年行うものとし、施策や見込みの達成

状況、得られた成果について評価します。 

評価・改善にあたっては、子ども・子育て支援施策の実施

状況を審議するなど、継続的に点検・評価・見直しを行って

いく（PDCAサイクル）役割として、「有識者」、「事業主代

表」、「労働者代表」、「子育て当事者」、「子育て支援従事者」

等からなる川崎市子ども・子育て会議により施策や見込みの

達成状況、成果を評価し、評価結果はホームページ等を通じ

て公表します。 

（２）計画の推進体制 

この計画の推進にあたっては、子ども・子育てを取り巻く社会環境や本市の社会状況の変化に適

切に対応しながら、計画の進捗管理を行うため、市民・こども局こども本部を中心として、庁内の

関係局・区で構成する「（仮称）川崎市●●●●●」を設置し、全庁的な対応を図りながら、子ども・

子育て施策を総合的に推進していきます。

（３）計画の検証 

また、計画の進捗状況については、2017(平成 29)年度を目途に、中間評価を実施し、「新たな

総合計画」との整合性や、「地域包括ケアシステム推進ビジョン」との連携を踏まえ、内容の見直し

を含め、計画の検証を行います。 
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（仮称）川崎市子ども・子育て支援事業計画
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